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（午前 ９時００分 再開） 

 

○浜口一利委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、予算決算常任委員会を再開します。 

  本会議において当委員会に付託されました案件は、議案第２２号、令和２年度鳥羽市一般会計補正予算（第

９号）、議案第２３号、令和２年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、議案第２４号、令

和２年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第３号）、議案第３７号、令和元年度鳥羽市水道事業会計未

処分利益剰余金の処分について、認定第１号、令和元年度鳥羽市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定第２号、令和元年度鳥羽市水道事業会計決算認定についての６件であります。 

  審査に入る前に、一言申し上げます。 

  まず、審査の順番及び日程を申し上げます。 

  認定第１号から審査を行い、次に、認定第２号及び議案第３７号の審査を行います。決算に係る審査の日数

は４日間を予定し、事務局より配付しています決算審査日程により順次進めていきます。審査日程が順調に推

移し、１日当たりの予定が早く終わっても、所管課を繰り上げての審査は行いません。逆に、質疑が盛んに行

われ、審査日程が遅れた場合には、当然ながら繰下げを行います。委員間討論、振り返りは毎日必ず行います。

夕方５時を過ぎても行いますので、委員の皆さんはご承知おきください。 

  そして、議案第２２号、令和２年度鳥羽市一般会計補正予算（第９号）、議案第２３号、令和２年度鳥羽市

国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、議案第２４号、令和２年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正

予算（第３号）の３件の審査は、９月２８日の１日を予定しています。議会選出委員も決算審査に出席をいた

だいておりますが、決算審査に当たり、委員として質疑を行っていただくことに制限はございませんが、監査

委員の職務で知り得た事実に基づく質疑は職責上の問題となりますので、発言の際は、質疑の内容について充

分注意をお願いいたします。 

  審査の開始に当たり、委員の皆様にお願いします。 

  今回の決算審査も事業評価を中心に審議をします。事業目的に対して正しく使われているか細かく見ていく

ことも重要ですが、鳥羽市の未来をつくるに当たってどこに力を入れて、それらを反映した事業を進めること

ができたかの判断が大切です。また、効果的な事業運営を行っているかなどにも着目して審査をしてください。 

  当委員会の審査は、次年度予算の編成に供するためでもありますので、その点にご留意ください。 

  振り返りでは、委員間討議及び合意を得て、次年度以降の予算編成についての市長への提言書としたいと思

います。 

  審査での発言は、令和元年度の決算内容に対する質疑にとどめていただき、関連する質疑がある場合は、そ

の都度ご発言をいただき、質疑が重複しないようご協力いただきますようお願いをいたします。 

  委員の発言は、委員長の許可を受けた後に行ってください。 

  執行部の皆様にお願いをします。 

  決算内容の説明については、９月７日付、議会事務局長名で通知したとおり、鳥羽市歳入歳出決算成果説明

書を中心に説明を行ってください。所管課によって特別会計を担当しているところもありますが、事務局より
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提示のとおり、特別会計及び企業会計の審査は別日程で行います。 

  また、予算規模や配置職員の少ない部門については、日程の最初に一括して審査を行いますので、ご承知お

きください。 

  説明は、成果説明書の各課の概要から説明を行い、市長の重点施策や所管課として力を注いだ事業を中心に

説明をしてください。全ての事業を詳細に説明する必要はなく、特に当該年度に初めて取り組んだ事業や前年

度と金額が大きく変わった項目などについては、これまでと同様に詳しく説明をお願いいたします。 

  決算額の説明は予算の目を中心に、事業区分及び中事業で進めてください。金額の説明は、成果説明書記載

の１,０００円単位で進めていただき、決算に関する説明書を用いる場合は、金額の１,０００円未満は原則切

り捨ててください。 

  執行部説明員の発言については、発言の許可を与えますので、所属と氏名を告げてください。必ず指名され

て発言していただきますようお願いいたします。 

  委員並びに執行部の皆さんが、許可なく発言されないようお願いいたします。 

  毎回、長々と申し上げますが、それでは審査に入ります。 

  まず初めに、令和元年度決算の概要について、執行部の説明を求めます。 

  副市長。 

○立花副市長 おはようございます。副市長の立花でございます。よろしくお願いいたします。 

  予算決算常任委員会に当たりまして、私から決算の概要についてご説明申し上げます。 

  これからご審査をいただく議案につきましては、認定第１号、令和元年度鳥羽市一般会計及び各特別会計歳

入歳出決算認定について及び認定第２号、令和元年度鳥羽市水道事業会計決算認定についてであります。 

  認定第１号、令和元年度鳥羽市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について、一般会計では、歳入か

ら歳出を差し引いた形式収支で３億４,８３０万７,０００円、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収

支で３億４,７３８万２,０００円の黒字となっており、特別会計への決算につきましても、全ての会計で黒字

となっております。 

  後ほど会計管理者から実質収支に関する調書についての説明と、企画財政課長から一般会計の概要について

説明をさせます。また、歳入歳出の詳細につきましては、各所管課長から説明をさせますので、よろしくお願

いいたします。 

  続いて、認定第２号、令和元年度鳥羽市水道事業会計決算認定につきましては、４日目に水道事業管理者か

ら説明をさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

○浜口一利委員長 会計管理者。 

○世古会計管理者 おはようございます。会計管理者の世古です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、私のほうから、令和元年度一般会計、特別会計の決算における実質収支について、決算に関する

説明書の実質収支に関する調書によりご説明申し上げます。 

  なお、この後、企画財政課長から、決算の概要、分析結果等の説明がありますので、私からは、決算の歳入

歳出差引額及び実質収支の金額のみ読み上げ、説明とさせていただきます。 

  決算に関する説明書２６３ページ、２６４ページをお開きください。２６３、２６４ページです。よろしい
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でしょうか。 

○浜口一利委員長 最後やな、はい、お願いします。 

○世古会計管理者 まず、一般会計から申し上げます。 

  歳入歳出差引額は、３億４,８３０万７,２２３円で、このうち翌年度へ繰り越す財源９２万５,０００円を

差し引いた実質収支額は、３億４,７３８万２,２２３円となりました。 

  次に、国民健康保険事業特別会計におきましては、歳入歳出差引額は４,５７１万４,５６２円で、実質収支

額も同額です。 

  介護保険事業特別会計は、歳入歳出差引額は９,５４４万４,９４２円で、実質収支額も同額です。 

  定期航路事業特別会計は、歳入歳出差引額は６３４円で、実質収支額も同額です。 

  特定環境保全公共下水道事業特別会計は、歳入歳出差引額は９０円で、実質収支額は同額です。 

  最後に、後期高齢者医療特別会計ですが、歳入歳出差引額は４３５万８,９４６円で、実質収支額も同額で

す。 

  これら一般会計と五つの特別会計を合わせました歳入歳出差引額は４億９,３８２万６,３９７円で、このう

ち翌年度へ繰り越す財源９２万５,０００円を差し引いた実質収支額は４億９,２９０万１,３９７円となりま

した。 

  以上、私からの説明とさせていただきます。 

○浜口一利委員長 企画財政課長。 

○濱口企画財政課長 おはようございます。企画財政課、濱口です。よろしくお願いします。 

  それでは、決算の概要の説明に入ります前に、１件、決算成果説明書の訂正のほうをさせていただきました

ので、報告のほうだけさせていただきます。 

  決算成果説明書のＰ３３の部分で、資料の６、人件費の内訳別決算の状況のうち、令和元年度の欄で、地方

公務員共済組合等負担金と災害補償費等において修正をしております。委員の皆様方のお持ちの説明資料のほ

うは、既にもう差し替えておりますので、合計金額等の訂正もございませんので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  それでは、令和元年度一般会計、特別会計におけます決算の概要につきましてご説明を申し上げます。 

  歳入歳出決算成果説明書の１ページをお願いします。 

  決算の概要でございます。 

  昨年度に引き続きまして、決算において特徴のあったものとして、３点を記述しております。 

  一つ目、ふるさと納税寄附金は、真珠製品の復活により、前年対比２億４,９７４万５,０００円の増となり

ました。 

  二つ目、財政調整基金の残高は１億５,０００万円を取崩しましたが、１億２,６８１万１,０００円の積立

てにより５億５,４５４万９,０００円となりました。 

  三つ目、普通建設事業債は、水産研究所建設工事や鳥羽市民体育館メインアリーナ改修工事などで、前年対

比６億８,５０４万８,０００円の増となりました。 

  以上が、令和元年度決算の特徴の主なものであります。 
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  次に、会計別決算状況です。 

  表のＥ欄のほうをご覧ください。 

  令和元年度の一般会計では、実質収支が３億４,７３８万２,０００円の黒字となりました。特別会計の実質

収支では、国民健康保険事業で４,５７１万４,０００円、介護保険事業で９,５４４万５,０００円、後期高齢

者医療で４３５万９,０００円の黒字となり、５事業の合計で１億４,５５２万円の黒字となりました。 

  続きまして、２ページのほうをお願いします。 

  実施重点施策でございます。 

  令和元年度に実施したまち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた主な事業について記載をしております。第

５次鳥羽市総合計画後期基本計画が４年目となり、地方創生推進交付金などを含む多くの特定財源を積極的に

活用しながら、「～市民の幸福実感向上プロジェクト～鳥羽・海藻文化革命」や「海女文化を活用した地域活

性化プロジェクト」などに取り組みました。 

  さきの議案質疑におきまして、戸上委員のほうから、各重点事業の予算に対する決算額の執行率の状況等、

確認のほうもございましたが、それぞれの重点事業における決算の状況につきましては、各課からの決算状況

の報告のほうでご確認いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、続きまして、３ページのほうをご覧ください。 

  一般会計決算の状況でございます。 

  決算規模は、歳入歳出とも前年度を上回る決算となりました。区分Ｃ欄、決算収支における形式収支で３億

４,８３０万７,０００円、Ｅ欄、実質収支では３億４,７３８万２,０００円の黒字額を計上しました。なお、

Ｊ欄の実質単年度収支につきましては、財政調整基金の積立額と取崩額の差により１,８８５万７,０００円の

赤字となりました。 

  次に、２８ページのほうに飛んでいただいて、資料のほうをご覧ください。資料１のほうです、２８ページ。 

  決算収支の状況の下から７段目の実質収支比率の令和元年度では、右側にあります５.４％となっておりま

す。この比率につきましては、３から５％の範囲が望ましいとされておりますが、５％をコンマ４％超えてい

ることは、黒字の幅が増えたことが要因でございます。黒字の場合でも、地方公共団体は営利団体ではないた

め、黒字額が多ければよいというわけではなく、一般的には標準財政規模の３から５％程度が望ましい水準と

されております。 

  申し訳ありません、４ページへまたお戻りください。 

  中段にございます単年度収支、実質単年度収支につきましては、単年度収支では４１６万２,０００円の黒

字額を計上しましたが、実質単年度収支では、財政調整基金の取崩額が積立額を上回ったことにより、

１,８８５万７,０００円の赤字となりました。 

  続きまして、５ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  歳入の決算規模では、表の一番下、歳入合計で１２０億７,８０５万３,０００円、前年度と比較して４億

７１７万５,０００円の増加となりました。国庫支出金や繰入金が減少したものの、寄附金や繰越金のほか、

市債が増加したことが要因でございます。 
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  それぞれの項目の増減理由等につきましては、９ページ以降に分析をしております。 

  続きまして、６ページをお願いします。 

  下段の財源区分表、歳入決算状況の表をご覧ください。 

  自主財源につきましては、前年度と比較して２億５,５７７万２,０００円の増加となりました。これにつき

ましては、市税やふるさと納税寄附金、繰越金が増加したことが主な要因となっております。 

  依存財源については、地方交付税や国庫支出金が減少したものの、地方特例交付金や県支出金、市債などが

増加し、前年度と比べ１億５,１４０万３,０００円の増加となりました。 

  続きまして、７ページをお願いします。 

  上段のグラフでは、令和元年度の自主財源比率は０.９ポイント増の４１.４％となっております。 

  続きまして、８ページをお願いします。 

  一般財源等の状況でございます。 

  一般財源等は総額７７億７,２８５万２,０００円で、前年度と比較して１億６,０８４万６,０００円の増加

となりました。地方交付税や臨時財政対策債などが減少したものの、市税や各種交付金、繰越金が増加したこ

とによるものです。 

  以降、９ページから１７ページにかけましては、歳入の款別の状況をお伝えしております。 

  続きまして、１０ページをお願いします。 

  目的税の充当状況のうち都市計画税では、収入額は１億１,８８７万５,０００円で、税充当事業内容につき

ましては、表の一番右側の「うち都市計画税充当額」の都市計画事業と地方債償還額を合わせた２,８９０万

４,０００円を充当しております。未充当の８,９９７万１,０００円につきましては、当初予算で見込んだ金

額を割ったことから、９号補正予算にて財源調整を行っております。 

  次に、１１ページをお願いします。 

  地方交付税につきましては、下段の表、増減額のところをご覧ください。 

  普通交付税で１,８１８万７,０００円の増加、特別交付税で５,６６６万９,０００円の減少、合計で前年比

３,８４８万２,０００円減少の３４億７,４３２万７,０００円を収入しております。特に普通交付税が増加し

た要因は、基準財政需要額において漁港費が減少したものの、社会福祉費や臨時財政対策債、過疎対策事業債

などの公債費が増となったことと、基準財政収入額におきましては市民税が減少したものの、固定資産税、償

却資産が増加したほか、軽自動車税環境性能割、自動車税環境性能割交付金及び森林環境譲与税が皆増となっ

たことが主な要因でございます。 

  続きまして、１２ページをお願いします。 

  分担金及び負担金では、前年度と比較して２,３６７万７,０００円の減少となりました。幼児教育・保育の

無償化に伴う保育料が減少したことが主な要因です。 

  使用料及び手数料では、前年度と比較して１,２６３万３,０００円の減少となりました。市営住宅使用料や

へき地診療所使用料が減少したことが主な要因です。 

  国庫支出金では、前年度と比べ３億１,５８２万１,０００円の減少となりました。農山村地域整備交付金や

プレミアム付商品券事業補助金が皆増となったものの、社会資本整備総合交付金や地方創生拠点整備交付金が
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減少したことが主な要因です。 

  続きまして、１３ページをお願いします。 

  県支出金では、前年度と比較して５,９７１万５,０００円の増となりました。大規模建築物耐震改修費補助

金や海岸漂着物等対策事業補助金が減少したものの、子ども・子育て支援事業費補助金、空き家リノベーショ

ン支援事業費補助金及び参議院議員選挙委託金の皆増や漁港施設整備事業費補助金などが増加したことが主な

要因でございます。 

  寄附金では、前年度と比較して２億５,０４３万３,０００円の増となりました。運動施設整備費購入費寄附

金やふるさと納税寄附金が増加したことが主な要因でございます。 

  繰入金では、前年度と比較して１億９,６４３万８,０００円の減少となりました。観光振興基金繰入金が増

加したものの、職員退職手当基金繰入金や地方創生拠点整備交付金基金繰入金の皆減や財政調整基金繰入金、

庁舎等改修基金繰入金が減少したことが主な要因でございます。 

  １３ページの下段から１４ページの中段までの表は、ふるさと創生基金繰入金のふるさと納税分充当事業の

一覧表でございます。２６事業で３億１,５３２万８,０００円を充当しております。 

  １４ページ下段をお願いします。 

  市債は、前年度と比較して４億１,４００万円の増加となりました。福祉施設整備事業債や保育所施設整備

事業債が皆減となったほか、文化財保存推進事業債が減少しましたが、連絡所整備事業債や博物館整備事業債

の皆増や水産研究所建設事業債や都市公園等整備事業債の増加したことが主な要因でございます。 

  １５ページから１６ページまでの表は、市債の借入れの状況でございます。 

  続きまして、１７ページをご覧ください。 

  上段は市債発行額、元利償還金の推移のグラフです。市債の発行額につきましては１４億３,７１０万円で、

この３年間では増加傾向に転じております。 

  下段の市債年度別残高の推移では、市債残高は緩やかには減少傾向にありましたが、令和元年度では前年度

と比較して１億３,３４９万円増加に転じております。 

  ここで、事前に提出しております資料のほうをお願いします。令和元年度借り入れた市債の交付税の参入率

の一覧のほうをご覧ください。 

  中身の個々の説明はいたしませんが、資料には事業名、起債事業、借入額、借入先などをまとめております。

その中で、資料の最後のページ、３ページ目の下の合計欄には、借入額の合計といたしまして１４億

３,７１０万円のうち、交付税算入見込額は９億７,４１３万円で、参算入率としまして６７.７８％となりま

した。 

  資料のほうは、もう説明は以上でございます。 

  続きまして、１８ページのほうをお願いします。 

  歳出でございます。 

  目的別歳出決算状況、表のほうをご覧ください。 

  歳出の決算規模は１１７億２,９７４万６,０００円で、前年度と比較しまして４億８,８８６万１,０００円

の増加となりました。総務費や民生費、災害復旧費が減少したものの、農林水産業費や土木費、諸支出金が増
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加したことによるものでございます。 

  続きまして、２１ページをお願いします。 

  性質別歳出決算状況をご覧ください。 

  義務的経費では、前年度と比較して１億８７４万４,０００円の減額となりました。扶助費が増加したもの

の、退職者数の減による人件費が減少したことによるものでございます。 

  投資的経費では、前年度と比較して６億４,８３４万９,０００円の増加となりました。普通建設事業費にお

けます単独事業では、保健福祉センターひだまり空調設備取替工事等が皆減となったものの、補助事業のほう

では水産研究所建設事業やメインアリーナ改修及びサブアリーナ整備事業が皆増となりました。 

  その他の経費では、前年度と比較して５,０７４万４,０００円の減少となりました。物件費や補助費等が増

額となったものの、積立金が減少となったことにより、総額で減額となっております。 

  続きまして、２４ページのほうをお願いします。 

  財政力指数です。 

  財政力指数は、地方公共団体の財政力を示す数値で、交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要

額で除して得た数値の過去３か年の平均値を表しています。令和元年度は、３年間平均で０.４４３で、前年

度と比較すると０.００２の減少となりました。単年度の財政力指数は０.４４３となり、前年度と比較すると

０.００４の増加となりました。 

  単年度財政力指数が増加した要因は、基準財政需要額で社会福祉費や交際費の増加によるもの、また基準財

政収入額も固定資産税の償却資産、軽自動車税環境性能割などによる増額となりました。総合的には、基準財

政需要額の増加幅が大きかったことが要因となっております。 

  続きまして、２５ページをお願いします。 

  経常収支比率でございます。 

  令和元年度は８９.５％で、前年度と比較すると０.３ポイント改善をしております。この要因は、分母とな

ります経常一般財源等では、市税や普通交付税、各種交付金などが増収となったほか、分子となります経常経

費充当一般財源等では、人件費が減少したものの、扶助費や物件費、補助費等が増加したことにより、経常一

般財源等の増加が経常経費充当一般財源の増加額を上回ったことから、比率は改善をしておりますが、依然高

い数値となっております。 

  続きまして、２６ページをお願いします。 

  健全化判断比率です。 

  健全化判断比率は、地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の早期健全化や再生の必要

性を判断するための財政指標の総称でございます。基準財政規模に対する決算の赤字額の比率をもって判断す

るもので、括弧書きの部分につきましては、鳥羽市における健全化判断基準の数値で、これを上回る場合は赤

字解消に向けた早期健全化計画の策定義務を負うものになります。令和元年度も実質赤字比率及び連結実質赤

字比率については、いずれも黒字となり、健全な財政運営となっております。 

  続きまして、２７ページをお願いします。 

  実質公債費比率については９.６％で、早期健全化基準を下回っているものの、昨年度より０.５ポイント上
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がっているほか、単年度の比率においては９.５％で、昨年度より０.３ポイント下がっております。 

  次に、将来負担比率の状況につきましては、市が将来負担すべき実質的な債務の標準財政規模に対する比率

で、令和元年度は６２.５％で、前年度と比較すると３.８ポイント減少しました。減少した要因は、地方債現

在高が増加となったものの、一部事務組合等地方債償還財源に係る負担が減少したことから、将来負担比率が

減少したことに加え、分母におきまして標準財政規模が増となったことから比率が減少しております。 

  以上で、決算の概要の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

○浜口一利委員長 決算の概要等についての説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  決算の概要の分についてご質疑はございませんか。企画財政課長の説明のあった部分を中心にお願いをした

いと思います。よろしいですか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ４点お聞きします。 

  概要と歳入を主に、僕、何点かお聞きします。 

  各課は１点か２点しか聞きませんので、この前段部分でご容赦願いたいと思います。 

  まず１点目、実施重点施策についてお聞きします。 

  本会議の質疑で、市長に対してお聞きいたしました。その際、私が使った資料の市民意識調査に関してちょ

っと言及しておきます。 

  資料は、質疑の中でも断りましたけれども、決算年度の９月までが調査期間に入っております。ですから、

１年間通してということではありませんでした。ですので、最終的に１年間通してどうだったかという市民意

識調査を企画のほうから頂きました。それによりますと、市民の評価は全体として高くて、マイナスとなって

おるのは４０項目中２項目だけでした。それを踏まえて質疑いたします。僕それ知らなかったので、企画から

頂戴してありがたかったです。ありがとうございました。 

  それを踏まえて、１問目ですけれども、この重点施策で、我々議会としては一番関心高いのは、それを実施

した結果、どれだけ市民の所得向上、税収効果、経済波及効果、雇用効果が生まれたのかというところだと思

うんです。それで、課税は対前年に対して前年所得に対して行いますわね、税務課長。ですので、この３１年

度の歳入というのは、３０年度の所得に対して課税したものが３１年度ということになりますわね。そうする

と、３０年度の重点施策についてどうだったかということを見ますと、私の去年の質疑で、市長は重点施策に

ついて１２０点だとご答弁なさいました。それは、もう職員の努力もあって１２０点つけるということでした。

そうなると、市が打った施策は功を奏したという評価です。今年度の税収効果に、僕はそれ表れてこなければ

いけないのではないのかというふうに思います。 

  そこで、課から頂戴したこの所得についてお尋ねしますけれども、主に営業所得、鳥羽市では宿泊業、それ

から飲食店など小売店、また漁業者、こういう方々の所得は営業所得の中に含まれます。税務課長、そうです

わね。その営業所得はこの令和元年度の決算では、１人当たりどれだけかというのが一番…… 

○浜口一利委員長 戸上委員、概要についてということなんで、詳細にわたっての質問は次以降でやってほしい

んですけれども、概要について全体のことを聞いていただきたいと思います、全体です。 
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○戸上 健委員 分かりました。 

  歳入の項目の中の議論でも、営業所得についてはどうかというようなことは出てきません。市税についてど

うかということは出てきますので、ここでお聞きしたいんですけれども、１７万５,０００円減っております。

一昨年と比べても、ここ２年間でちょうど３０万円減っております。ですから、この重点施策が果たして功を

奏したのかと。市長は功を奏したと答弁なさいましたけれども、皆さん、担当部署としてはそういう評価をこ

の決算でなさっておるのかどうか。そのあたり、分析について説明してください。 

○浜口一利委員長 企画財政課長、全体のことで、個々にわたっては、全般についてはまたこの後あると思いま

すので、全体にわたっての答弁があれば。 

  企画財政課長。 

○濱口企画財政課長 税務のほうの資料のほうでは、戸上委員、今言われた１人当たり１７万５,０００円減少

しておるというふうなことになっておるんですが、あくまでも重点事業として取り組んだ結果で、それが全部

に反映していくかというと、ちょっとなかなかそういったものは難しいところもありまして、いろんな営業の

部分で、効果はそのとき出るものもあれば、後になって出てくるものもあろうかというふうに思いますので、

事業が１回でぽっと結果が出るものもあれば、あと、後年度にわたって出てくるものもあるというふうに考え

ますので、そのあたりでご理解いただければというふうにと思います。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 これ以上は言いませんけれども、果たしてそれでいいのかどうかというのは疑問のあるところ

です。 

○浜口一利委員長 続いてどうぞ。 

○戸上 健委員 ２点目、お聞きします。 

  概要の５ページですけれども、この歳入の総括です。総括に関してお伺いします。 

  当初予算とこれは比較表は去年の決算との比較です。当初予算と比較してどうかというのが一番大事になっ

ております。この中では、当初予算に比べて半分の収入しかなかったというのもありますし、逆に６倍も増加

したというのもあります。あまりにも正確性を欠いたのではないかというふうに思うんですけれども、このあ

たりいかがでしょうか。 

○浜口一利委員長 企画財政課長。 

○濱口企画財政課長 昨年度の収入の有無につきましては、冒頭でも総括でさせていただきましたが、ふるさと

納税等、思わぬ好転したというか収入につながりましたし、あと普通交付税等につきましても、積算はするん

ですが、最終的に基準財政需要額のほうでそういったものも認めていただいて上乗せがされたという部分もあ

りましたので、その部分で当初から見込めるかと言われると、ちょっとその辺はなかなか難しいところもあっ

たかなというふうに考えております。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 という説明でしたけれども、利子割交付金と株式等譲渡所得交付金、これは当初予算で計上し

た額の半分しかありません。そのあたりの計算がどうだったのかということで疑問が残ります。６倍になった

というのは地方特例交付金なんですけれども、これは国のほうの施策なんで、担当課としてやむを得ない面も
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あろうかというふうに思うんです。 

  ちなみに、昨年度はこういうふうに半減したというところは、決算では一つもありません。それから６倍に

もなったというのも一つもありません。それを付言しておきます。 

  委員長、続けてよろしいでしょうか。 

○浜口一利委員長 はい。 

○戸上 健委員 ３点目、お聞きします。 

  ８ページの一般財源の状況です。 

  地方自治体にとっては、一般財源の増減というのが一番気になるところです。それで、一般財源を当初予算

では７３億６,５００万円ということを見込んで、決算は７７億７,３００万円で４億円、一般財源増えました。

これ自由に使えるお金で、これを財調に積み立てたということではありません。主にどこにこの一般財源、

４億円増えた分は使われましたでしょうか。 

○浜口一利委員長 横田課長補佐。 

○横田課長補佐 企画財政課、横田です。よろしくお願いします。 

  一般財源が増えた理由としましては、まさにふるさと納税等がやっぱり一番大きかったと思います。そこに

つきましては、返礼品等のほうの報償のほうにも充てておりますけれども、あと予算に関しましては、ふるさ

と納税の部分が一番大きかったと思っております。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

  増えたのは、ふるさと納税が大きいと。 

○横田課長補佐 大きくて、それを…… 

○戸上 健委員 増えたのは、僕、４億３,０００万円増えたと、それは言うたんです。４億円増えたというこ

とを言うたんです。それが思わぬ一般財源の増ですから、皆さんの努力なんですよ、これは執行部の。それは

どこに使われたんですかということを僕は聞いたんですけれども。 

○浜口一利委員長 戸上委員、答弁できると。 

  横田課長補佐。 

○横田課長補佐 すみません、ふるさと納税のほうで入ってきたものを、返礼品等の報償のほうに充てさせてい

ただいたというのが、一番大きなところかと思っております。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 分かりました。分かりましたけれども、補正予算で新たな施策、事業展開、これをやりました

んで、そのあたりを洗えばどういうものに一般財源を使ったかということが出てきます。これは僕らのほうで

せないかんのやないかというふうに思いました。 

  最後、４点目ですけれども、９ページ、市税の状況について、全体概要でうたった点をお聞きします。 

  市民税の収納率が９８.４％になりました。地方税の基準財政収入額の算定に用いる徴収率、これはご承知

のように、上位３分の１の市町村が達成している収納率を標準的な徴収率として算定します。ですから、収入

率が低いと、地方交付税というのは、国のほうは、これはそこの数字で算定しますもので、前のように７０％

しか鳥羽は徴収率がなかった場合は、上位ですから九十何％あったとして、国のほうは地方交付税はそれだけ
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減らしてくるということなんです。ですから、収納率を上げれば交付税の基準徴収率に迫っていけば、それだ

け差異がないということです。 

  この９８.４％になりましたけれども、これは国の個人市民税９８.６％、来年の到達数字は９８.６％、今

年は９８.５％だと思うんですけれども、ほぼこれ到達したんです。これは、今まで到達していなかったんだ

から、これは僕は決算のこの概要でもっと高く評価して、記述があってしかるべきだと、僕は思うんだけれど

も、そのあたり１行も言及されておりません。これは何でどうしてなんでしょうか。 

○浜口一利委員長 企画財政課長。 

○濱口企画財政課長 確かに努力の部分が１行も入っていないというのは、指摘のとおりかなというふうに。今

後、その辺は文書にして上げていければというふうに思います。 

○浜口一利委員長 戸上委員、税務課のほうでまた聞いてください。 

○戸上 健委員 全体概要ですので、謙虚でいいとは思うんだけれども、もっとこれは、僕は高く評価して、市

民もそれだけ頑張ったわけだから、こうなりましたというのは概要に記述しても、僕はしかるべきではなかっ

たかというふうに思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 税務課長、またそのときになったら少し触れて説明もお願いします。自慢してください。 

  他にございませんか。概要よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ないようですので、５分間休憩します。 

（午前 ９時４９分 休憩） 

─────────────── 

（午前 ９時５５分 再開） 

○浜口一利委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、一般会計歳入について、担当課長の説明を求めるのですが、歳入の説明、質疑については、事業を

伴うもの、国や県の補助金により補助事業を行っているものについては、歳出のところで詳しく説明、質疑を

行っていただくようお願いをいたします。 

  なお、国庫支出金、県支出金にそれぞれ収入未済額が記載されていますが、これらは６月会議において報告

第１号、令和元年度鳥羽市一般会計繰越明許費繰越計算についてとして報告がされていますので、ここでは確

認程度にとどめてください。確認のため、事務局より各委員にはコピーを配付しておりますので、ご覧おき願

います。 

  そのため、ここでは歳入における市税や使用料、手数料、財産売払収入、諸収入に対する質疑を重点的に行

っていただくようお願いをいたします。 

  それでは、担当課長の説明を求めます。 

  税務課長。 

○勢力税務課長 税務課、勢力です。よろしくお願いします。 

  先ほどの概要の中で、戸上委員の質問に対して、説明の中で途中させていただきますので、よろしくお願い
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します。 

  歳入歳出決算に関する説明書は１ページをご覧ください。決算成果説明書は９ページになります。 

  事前に資料のほうも２枚ほど提出させていただいておりますので、説明の中で取入れさせていただきますの

で、よろしくお願いします。 

  それでは、歳入の市税を説明させていただきます。 

  まず、歳入歳出決算に関する説明書の１ページ、２ページをご覧ください。 

  １款市税の全体の概要を説明させていただきます。 

  予算額については、２８億４,７１１万円に対しまして、２,７３１万４,０００円増の２８億７,４４２万

４,０００円が収入済額となりました。前年度決算額との比較は４,４８５万４,０００円の増額となりました

が、主な要因につきましては、決算成果説明書の９ページをご覧ください。 

  市民税、個人の現年課税分で２,０７８万９,０００円減額となったものの、固定資産税の現年課税分

９,３１７万４,０００円、これは説明資料の中で太陽光発電設備の増設やメガソーラー事業所の新規参入等に

よるもの、入湯税で１,２６２万１,０００円の増額、こちらについては、温泉事業者の新規参入等があったこ

とによるもので増額となっております。 

  また、先ほどの戸上委員の概要の説明の中で、その下のほうに市税収納率というところの欄があります。こ

この数字も言っていただいたんですが、市税については、調定額で２,５３９万４,０００円増加し、収入額が

それ以上に増加したことで、今年度は収納率の増加となっております。 

  先ほどの交付税に関わるところなんですが、交付税については、現年課税分の徴収率を算入されております。

また、各税目によって収納率違っておりまして、戸上委員にお褒めいただいたんですが、市民税については実

際９９％を超える収納率になっておりまして、交付税算入としてはそれ以上の収納率になっております。ただ、

固定資産税については９７％の現年の徴収率で、交付税の算入率の徴収率は９８％を超えておりますので、そ

この部分については、まだ足りていないというふうに認識しております。全体で全て加味したときに、プラス

マイナスというところの算入はしておりませんでしたので、そこについてはお答えできないんですが、いずれ

にしても、徴収率は上がっておりますので、交付税の算入率に近くなってきているというのが現状だと思って

おりますので、そういう認識でやっております。 

  以上になります。 

  続きまして、収納率についてなんですが、現年分については０.１ポイントの増で９８％、滞納繰越分につ

いては、前年より１０ポイント少なくなったんですが、現年と滞納を合わせた収納率が０.７ポイント増にな

りまして、過去最高の９５.３％となりました。収納率は、積極的な滞納整理を適切に執行するとともに、納

税者との丁寧な対応により向上してきており、今年度はコロナウイルスの影響で出納閉鎖期間の際、納税者と

積極的に面談等をして納税相談も行っており、市内経済にも大きく影響したコロナウイルス感染症で収納率も

少し減少の影響を与えたところもあったところです。 

  歳入歳出決算に関する説明書の２ページにお戻りください。 

  続いて、不納欠損額です。 

  上段、不納欠損額の２,４０４万９,０００円となりました。 
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  提出いたしまた２ページのほうをご覧ください。資料の２ページ、右上に２と書いてあります。 

  主なものですが、左から３番目、固定資産税で、地方税法第１５条の７第４項及び第５項の適用により執行

停止となり、納税義務が消滅したもので都市計画税を合わせた２,３１１万７,０００円となりました。これは、

不納欠損額全体で９６％強を占めており、市税全体では昨年と比較して１,１２５万９,０００円減少しました。

これらは徴収実績の向上や滞納整理の効果により大幅に減少しており、今後も大型案件が発生しない限り、減

少の推移と見込んでおります。 

  また、その右、収入済額ですが、１億１,８４８万４,０００円で、前年より８,２００万円減額となりまし

た。 

  以上が全体の概要になります。 

  続いて、項別でご説明させていただきますので、決算に関する説明書の１ページ、２ページをご覧ください。 

  予算額については、３月議会において補正しておりますので、入湯税以外は予算額を上回った収入となり、

差額は割愛させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、各税目ごとの収納率も当初予

算より上回っていますので、収納率についてもご説明は割愛させていただきたいと思います。 

  それでは、１項市民税です。８億５,７７４万５,０００円の収入済額となりました。現年度課税分調定額で

昨年より２,０５９万３,０００円減少したため、２,３５１万７,０００円減額となりました。主な要因は、先

ほどの戸上委員の質問等にもありましたが、水揚げ減少による営業所得が減額したことによるものです。 

  次に、２項固定資産税です。６,０４１万４,０００円増額の１５億１,８９１万４,０００円の収入済額とな

りました。土地については、時点修正により毎年地価の下落で減額傾向となっており、本年度も７７２万

８,０００円の減額となりましたが、家屋で新増築などにより７９７万６,０００円、償却資産が、先ほどの全

体の概要でも説明させていただきましたが、太陽光発電施設の増加などで９,２９２万６,０００円増額となり

ました。なお、滞納繰越分は調定額の減少で３,２７４万１,０００円の減額となりました。 

  続きまして、３項軽自動車税は、１１８万４,０００円の増の６,３３４万１,０００円の収入済額となりま

した。登録台数は減少していますが、調定額が増加しており、この要因は、法改正により平成２８年度から導

入されています重課適用車両対象分の税額及び税率の増加によるもの並びに環境性能割が市税となったことに

よるものです。 

  次の次ページ、３ページ、４ページをご覧ください。 

  ４項市たばこ税は、２９９万８,０００円減少の１億４,１９２万２,０００円が収入済額となりました。 

  次に、５項入湯税です。昨年度決算より１,３３６万６,０００円増加の１億７,３６２万６,０００円の収入

済額となりました。増額の要因は、全体の概要のとおり、新規参入の事業所があったことによるもので、収入

未済額の７４万４,０００円は、コロナウイルスの影響により納付を一時的に猶予して、現在それについては、

全て納付していただいております。 

  最後に、６項都市計画税ですが、通常、固定資産税と比例するものですが、本年度は償却資産及び家屋の軽

減の解除により固定資産は増額したものの、都市計画税の部分については対象となっていないことから、滞納

繰越分の減少３５９万５,０００円の減少と合わせて１億１,８８２万４,０００円の収入済額となりました。 

  以上、市税の説明とさせていただきます。 
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○浜口一利委員長 横田課長補佐。 

○横田課長補佐 企画財政課、横田です。よろしくお願いします。 

  引き続き、決算に関する説明書３ページ下段から６ページ中段までをお願いします。 

  ２款地方譲与税につきましては、予算現額５,８９０万１,０００円に対し、２００万５,０００円増の

６,０９０万６,０００円を収入しております。そのうち１項地方揮発油譲与税につきましては、予算現額

１,６００万円より１０６万３,０００円減の１,４９３万７,０００円を収入しております。こちらは地方揮発

油税法の規定により地方揮発油税の収入相当額を基準に基づいて市町村などに配分されたものとなっておりま

す。 

  ２項自動車重量贈与税につきましては、予算現額４,０００万円より３０１万７,０００円増の４,３０１万

７,０００円を収入しております。こちらも自動車重量税法の規定により、自動車重量税の収入相当額を基準

に基づき配分されたものとなっております。 

  ３項地方道路譲与税につきましては、予算現額１,０００円に対して、過年度分の収入が国にあったことか

ら、当該額を全国で案分し、その分を収入しております。 

  ４項森林環境譲与税につきましては、令和元年度からの科目となり、予算現額２９０万円より５万

２,０００円増の２９５万２,０００円を収入しております。こちらは森林環境税及び森林環境譲与税に関する

法律に基づき、森林環境税の収入相当額を市有林、人工林面積や人口などの基準により、都道府県、市町村へ

配分されたものとなっております。 

  ２款地方譲与税は以上でございます。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 ３款利子割交付金です。予算額４１０万円に対しまして、収入済額は２００万２,０００円で、

予算より２０９万８,０００円少なく、昨年度より２４６万６,０００円減額となりました。これは、先ほど戸

上委員の全体の概要でも質問ありまして、半分以上予算満たなかったというところの点につきましては、当初

予算を見込む際には、国の地方財政計画等の上昇率等を加味しながら予算交付税で算入される金額にその乗率

を掛けて算定をしておるところがあるんですが、この算定基礎が利子割交付金については、金融機関などから

支払いを受ける預貯金の利子に課税されるもので、そのうちの県税の一部が交付されます。経済状況を見なが

ら算定をするべきところもあるんですが、なかなか増減もちょっと見にくいところがありまして、一律そうい

うふうな計算をしており、令和元年度の５０％満たないのも厳しいところですし、令和２年についても、今現

在予算より少なくなる配分で来ているところが現状であります。一応報告させていただきます。 

  続きまして、４款配当割交付金の収入済額は、予算額１,０８０万円より５６万３,０００円減の

１,０２３万７,０００円で、昨年度決算額より１２３万８,０００円増額となりました。こちらも算定基礎は、

先ほどの利子割交付金と同様、上場株式等の配当等に対して納められた県税分を利子割交付金と同様に算定さ

れるものです。 

  続きまして、５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は、予算額１,０７０万円に対しまして５１１万

３,０００円減の５５８万７,０００円で、昨年度決算額より１６４万４,０００円減額となりました。こちら

も利子割交付金と同様、予算額の半分近くの収入済額となりませんでしたが、算定基礎が上場株式等の譲渡に
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よる所得に対して納められた県税分を利子割交付金と同様に算定されるもので、その実勢がなかなか私どもで

把握しづらいところがあり、予算要求の段階では交付税及び国の地財計画等の上昇率を見込んで計算させてい

ただいて、こういう結果となりました。今度はまた気をつけていきたいと思っていますので、よろしくお願い

します。 

  以上、５款までの説明とさせていただきます。 

○浜口一利委員長 横田課長補佐。 

○横田課長補佐 同じく決算に関する説明書７ページ中段から８ページまでをお願いします。 

  ６款地方消費税交付金につきましては、款項目同じ名称となっており、予算現額と同額の３億６,７０７万

３,０００円を収入しております。国から県へ払い込まれた地方消費税の２分の１相当額のうち、国勢調査の

人口などの基準に従い市町村に配分されたものとなっております。また、地方消費税率の引上げに伴う地方消

費税交付金の社会保障財源化分１億４,５７５万５,０００円の充当事業につきましては、決算成果説明書

３４ページに資料７として記載しておりますので、後刻ご覧おきください。 

  続きまして、７款自動車取得税交付金につきましては、予算現額１,６００万１,０００円に対し３５２万

８,０００円減の１,２４７万３,０００円を収入しております。１項自動車取得税交付金及び２項旧法による

自動車取得税交付金共に、自動車取得税の収入額を市道の延長などの基準に基づき配分されたものとなってお

りますが、令和元年度税制改正により、令和元年度１０月１日から自動車取得税が廃止され、次の環境性能割

が創設されている次第でございます。 

  ８款環境性能割交付金につきましては、令和元年度からの科目となり、款項目同じで、予算現額３８０万円

に対し６９万２,０００円減の３１０万８,０００円を収入しております。こちらは、自動車税環境性能割の収

入額に９５％を乗じた額の１００分の４７に相当する額を、市道の延長などの基準により案分され交付された

ものとなっております。 

  続いて、９ページ、１０ページをご覧ください。 

  ９款地方特例交付金につきましては、款項目同じ名称となっております。予算現額３,３９３万円に対し

２,０５７万６,０００円増の５,４５０万６,０００円を収入しております。そのうち１項地方特例交付金では、

予算現額８５０万円より２３４万８,０００円増の１,０８４万８,０００円を収入しております。令和元年度

は既存の住宅ローン減税に伴う減収補塡の特例交付金に加えて、環境性能割の臨時的軽減による減収を補塡す

るための自動車税減収補塡特例交付金と、軽自動車税減収補塡特例交付金が創設されております。また、２項

子ども・子育て支援臨時交付金は、令和元年度のみとなりますが、幼児教育・保育無償化に当たって、地方が

負担する相当額を国の基準に基づき算定され、予算現額２,５４３万円より１,８２２万８,０００円増の

４,３６５万８,０００円を収入しております。 

  １０款地方交付税につきましては、款項目同じとなっております。予算現額３４億４,４５１万円に対し

２,９８１万７,０００円増の３４億７,４３２万７,０００円を収入しております。詳細につきましては、先ほ

ど企画財政課長のほうから概要として説明させていただきましたとおりでございます。 

  続いて、１１款交通安全対策特別交付金につきましては、款項目こちらも同じとなっており、予算現額

１００万円に対し１万４,０００円増の１０１万４,０００円を収入しております。交通反則通告制度に基づい
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て納付された反則金収入を原資として、交通事故発生件数などの基準に基づき交付されたものとなっておりま

す。 

  続いて、同９ページ下段から１２ページまでをお願いします。 

  １２款分担金及び負担金につきましては、予算現額５,１５６万６,０００円に対し３１７万３,０００円減

の４,８３９万３,０００円を収入しております。前年度と比較して減額した主な要因は、幼児教育・保育の無

償化に伴い、１項負担金、目１民生費負担金の保育所保育料が減少したことによるものです。また、収入未済

額４３万８,０００円につきましては、養護老人ホーム措置費負担金に係るものです。 

  次に、１１ページ下段から１６ページまでをお願いします。 

  １３款使用料及び手数料につきましては、予算現額３億１,８４１万５,０００円に対し２,６３０万

１,０００円減の２億９,２１１万４,０００円を収入しております。そのうち１項使用料につきましては、予

算現額２億８,１４９万１,０００円より２,６２２万４,０００円減の２億５,５２６万７,０００円を収入して

おります。前年度と比較して減額となった主な要因は、目３衛生使用料のへき地診療所使用料などが減額した

ことによるものです。なお、収入未済額２,４８９万２,０００円につきましては、目６土木使用料の市営住宅

使用料や改良住宅使用料が主なものとなっております。 

  続いて、１５ページ中段から１８ページまでをお願いします。 

  ２項手数料につきましては、予算現額３,６９２万４,０００円より７万８,０００円減の３,６８４万

６,０００円を収入しており、前年度とほぼ同額で推移しております。 

  次に、１７ページ中段から２０ページまでをお願いします。 

  １４款国庫支出金につきまして、予算現額１１億３,６３４万円に対し８,４２３万９,０００円減の１０億

５,２１０万１,０００円を収入しております。そのうち１項国庫負担金につきましては、予算現額６億

６,７１１万２,０００円より２６万４,０００円減の６億６,６８４万８,０００円を収入しております。前年

度と比較して増額となった主な要因は、目１民生費国庫負担金の障害者自立支援給付費負担金や生活保護費負

担金などが増となったことによるものです。また、収入未済額６２７万８,０００円につきましては、目３災

害復旧費国庫負担金の公共土木施設災害復旧費負担金を翌年度に繰り越したことによるものです。 

  それでは、１９ページ中段から２４ページまでをお願いします。 

  ２項国庫補助金につきましては、予算現額４億６,３７４万６,０００円より８,４０１万７,０００円減の

３億７,９７２万９,０００円を収入しております。前年度と比較して大きく減額となった主な要因は、目４農

林水産業費国庫補助金で、水産研究所建設に係る地方創生拠点整備交付金などが増額したことに加え、同じ目

の農山漁村地域整備交付金や目５観光商工費国庫補助金のプレミアム付商品券事業に係る補助金などが皆増と

なりましたが、それ以上に目６土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金や鳥羽市民体育館増築工事に係る

地方創生拠点整備交付金などの減額幅が大きかったことから、全体で大きな減額となりました。 

  なお、収入未済額４,６１８万２,０００円につきましては、目６土木費国庫補助金で、市道や河内ダムに係

る社会資本整備総合交付金と目７教育費国庫補助金で、ＧＩＧＡスクール構想のＬＡＮ工事に係る公立学校情

報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を繰り越したことによるものです。 

  また、決算成果説明書１２ページには、地方創生推進交付金や新たな国庫支出金について記載しております
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ので、後刻ご覧おきください。 

  続いて、２３ページ中段から２４ページをお願いします。 

  ３項委託金につきましては、予算現額５４８万２,０００円より４万円増の５５２万２,０００円を収入して

おります。前年度と比較して増額となった主な要因は、目２民生費委託金の年金生活者支援給付金支給業務市

町村事務取扱交付金が皆増となったことによるものです。 

  続いて、同２３ページ最下段から２６ページをお願いします。 

  １５款県支出金につきましては、予算現額８億７,１０５万９,０００円に対し２億６,７５３万円減の６億

３５２万９,０００円を収入しております。そのうち１項県負担金につきましては、予算現額３億５,８５４万

７,０００円より１,３０２万円減の３億４,５５２万７,０００円を収入しております。前年度と比較して増額

となった主な要因は、目２民生費県負担金の障害者自立支援給付費等負担金や目４土木費県負担金の地籍調査

費負担金が増額したことが主なものとなっております。 

  続いて、２５ページ下段から３０ページまでをお願いします。 

  ２項県補助金につきましては、予算現額４億４,７５８万５,０００円より２億４,８５７万７,０００円減の

１億９,９００万８,０００円を収入しております。前年度と比較して増額となった主な要因は、目２民生費県

補助金の子ども・子育て支援事業費補助金などの皆増や目４農林水産業費県補助金の漁港施設整備事業費補助

金国補事業や離島漁業再生支援等交付金などが増となったことによるものです。 

  なお、収入未済額２億２,５０８万８,０００円につきましては、目４農林水産業費県補助金で、坂手漁港の

保全工事に係る漁港施設整備事業費補助金国補事業と桃取黒ノリ委託加工施設に係る強い水産業づくり施設整

備事業費補助金を翌年度に繰り越したことによるものです。 

  続いて、２９ページ最下段から３４ページまでをお願いします。 

  ３項委託金につきましては、予算現額６,４９２万７,０００円より５９３万４,０００円減の５,８９９万

３,０００円を収入しております。前年度と比較して増額した主な要因は、目１総務費委託金の参議院議員選

挙費委託などが皆増となったことが主なものでございます。 

  続いて、３３ページ、３４ページをご覧ください。 

  １６款財産収入につきましては、予算現額９,４６２万４,０００円に対し２７０万１,０００円減の

９,１９２万３,０００円を収入しております。そのうち１項財産運用収入につきましては、予算現額

４,０３７万５,０００円より１６９万２,０００円減の４,２０６万７,０００円を収入し、前年度とほぼ同水

準で推移しております。 

  ２項財産売払収入につきましては、予算現額５,４２４万９,０００円より４３９万４,０００円減の

４,９８５万５,０００円を収入しております。前年度と比較して減額となった主な要因は、目３不動産売払収

入の不動産売払収入が減額となったことによるものです。 

  続いて、同３３ページ最下段から３６ページをお願いします。 

  １７款寄附金につきましては、予算現額４億３,３５３万円に対し１６３万５,０００円減の４億

３,１８９万５,０００円を収入しております。前年度と比較して大きく増額となった主な要因は、令和元年

９月よりふるさと納税において真珠製品が返礼品として復活したことなどに伴い、１項寄附金、目１総務費寄
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附金のふるさと納税寄附金が大きく増となったことによるものです。 

  続いて、３５ページ下段から３８ページまでをお願いします。 

  １８款繰入金につきましては、予算現額６億９,５３２万８,０００円に対し３,７９８万３,０００円減の

６億５,７３４万５,０００円を収入しております。前年度と比較して減額した主な要因は、職員退職手当基金

繰入金と地方創生拠点整備交付金基金繰入金を皆減したことによるものです。 

  なお、ふるさと創生基金繰入金充当事業につきましては、決算成果説明書の１３、１４ページに一覧表を記

載しておりますので、こちらもまた後刻ご覧おきください。 

  続いて、同３７、３８ページをご覧ください。 

  １９款繰越金につきましては、款項目同じとなっております。予算現額と同額の４億２,９９９万

２,０００円を前年度繰越金として収入しております。 

  続いて、３９ページから４４ページまでをご覧ください。 

  ２０款諸収入につきましては、予算現額１億６,９２８万４,０００円に対し１２８万５,０００円減の１億

６,７９９万９,０００円を収入しております。そのうち１項延滞金加算金及び過料につきましては、予算現額

２,５５０万円より３８２万９,０００円増の２,９３２万９,０００円を収入しております。 

  ２項市預金利子につきましては、予算現額１３万２,０００円より３万２,０００円増の１６万４,０００円

を収入しております。 

  続いて、３項貸付金元利収入につきましては、予算現額と同額の３,２６０万円を収入しております。 

  なお、収入未済額２,９６７万８,０００円につきましては、平成２２年度末で廃止となり、特別会計より引

き継ぎました目２民生貸付金元利収入の福祉資金貸付金元利収入と住宅新築資金等貸付金元利収入によるもの

となっております。 

  続いて、４項雑入につきましては、予算現額１億１,１０５万２,０００円より５１４万６,０００円減の

１億５９０万６,０００円を収入しております。 

  なお、収入未済額６６５万円につきましては、目１雑入の生活保護法による返還金に係るものです。 

  続きまして、４３、４６ページまでをお願いします。 

  ２１款市債、１項市債につきましては、予算現額１５億８,９３０万円より１億５,２２０万円減の１４億

３,７１０万円を収入しております。前年度と比較して大きく増額となった主な要因は、目４農林水産業債の

水産研究所建設事業債や目５土木債の都市公園等整備事業債などが大きく増加したことによるものです。なお、

市債の借入れ状況につきましても、決算成果説明書の１５、１６ページに借入れ状況を一覧にして記載してお

りますので、こちらも併せて後刻ご覧おきください。 

  以上のことから、令和元年度の一般会計、歳入合計は、予算現額１２５億８,７３６万３,０００円に対し

５億９３１万１,０００円減の１２０億７,８０５万２,０００円を収入いたしております。 

  これで歳入の説明を終わらせていただきます。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  ご質疑はございませんか。 
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  この成果説明書のほうが質問しやすいかな。９ページから１６ページまで、いや、１７ページぐらいやな、

１７ページやな。決算書での説明もあったわけなんですけれども、数字的には詳しく説明をしていただいたわ

けなんですけれども、市税の状況から質問はございませんか。 

  よろしい、副議長、山本委員、よろしいか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 ちょっと教えてほしいなと思うんですけれども、どうしましょうかね、成果説明書の１１ペー

ジ、自動車取得税交付金と環境性能割交付金の関係性というかここのところなんですけれども、自動車取得税

交付金が廃止されて、環境性能割の交付金に変わったというところで、今までどおり自動車取得税をもらって

おったほうがたくさん収入があったのが、環境性能割になってちょっと下がっていくという格好なんですよね。

これもらえる、入ってくる収入として、そういう感じでいいんですか。 

○浜口一利委員長 横田課長補佐。 

○横田課長補佐 確かに自動車取得税と環境性能割については、車のほうを購入された際にお支払いいただいて、

それを原資にして各地方公共団体のほうに入ってきますので、実際にこれが増えるかどうかというのは、購入

された状況によってきます。 

  先ほどのどちらのほうが得なのかというところもあるんですけれども、なかなか難しいところではあるんで

す。確かに今年度につきましては、地方特例交付金のほうでその減収補塡分も少しカバーされておりますので、

そういう意味では、ちょっと一概にどちらがいいとは言えませんけれども、カバーされている次第です。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 まず、環境性能割になって、我々が買うときに払う金額がそもそも下がってしまうということ

で、もちろん配られるものも下がっていくという考え方になるということですよね。その元が下がれば下がっ

ていくということなんですよね。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  他にございませんか。 

  成果説明書で質問したほうがしやすいかな。ございませんか。 

  戸上委員、よろしいですか。 

○戸上 健委員 いいえ、あります。 

○浜口一利委員長 どうぞ。 

○戸上 健委員 いろんな徴収について、またこれは課のときで勢力さん、税務課で聞きます。聞きたかったけ

れども、委員長の指示もありますので、やめておきます。 

  それで、１点だけお聞きします。 

  ４５ページの臨対債についてお聞きします。 

  これ本会議の質疑でも市長には聞いたんですけれども、なぜこんなに減ったかと。これ国の指示なんですけ

れども、財政課としては国に要因というか、それは確かめたと思うんです、何でこんなに減ったんだと。国の

ほうはどう言っておったんでしょうか。 

○浜口一利委員長 市債の部分で、答えられる範囲で。 



－22－ 

  企画財政課長。 

○濱口企画財政課長 臨時財政対策債につきましては、枠のほうが決められてきますので、それいっぱいまでは

要求して一応債務に当たっておると思っておるんですけれども、なかなか国のほうの数字的な部分というのは、

そのときにならんと分かりませんので、目いっぱい使うようにはしているということでご理解していただけれ

ばというふうに思います。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 それは、目いっぱい発行しようということは、僕は評価しておるんです。評価しておるけれど

も、その国のほうの枠が２億７,７００万円、２億円台になったというのはもうないんですよ。そうやもんで、

何でそんなに鳥羽市に国のほうは厳しくしたのか。第２の地交税ですから、丸々一般財源で使えるやつです。

去年より８,５４０万円少ないし、当初予算よりも４,０００万円ぐらい少ないわけやな。それだけ損したとい

うことになります。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 臨時財政対策債については、国のほうから絞ってくるような傾向にあると聞いていますけれ

ども。 

  横田課長補佐。 

○横田課長補佐 すみません、少し補足のほうをさせていただきますけれども、臨対債のほうにつきましても、

基準財政需要額とかその辺の交付税の関係で枠が、あと係数とか掛けて決まってくるんですけれども、それに

係る交付税のほうにつきましては、できるだけ多く頂戴できるような要望もしておりますので、その点だけち

ょっとご理解だけいただければと思っております。 

○浜口一利委員長 それでとどめてください。 

○戸上 健委員 分かりました。執行部を責めておるわけじゃない。国のほうがあかんやないかということを言

うておるんです。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ないようですので、説明員交代のため暫時休憩します。 

（午前１０時３８分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時４５分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般会計、歳出の審査に入りますが、冒頭申し上げたとおり、所管課単位で審査を行います。 

  初めに、議会事務局、会計課、選挙管理委員会、監査委員事務局を所管ごとに審査を行います。 

  それでは、議会事務局の決算成果について、事務局長の説明を求めます。 

  清水局長。 

○清水議会事務局長 議会事務局の清水です。どうぞよろしくお願いします。 
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  決算に関する説明書は４７、４８ページになります。決算成果説明書は３５ページからになります。 

  それでは、成果説明書の３５ページをお願いいたします。 

  初めに、総括でございますが、議員の皆様には、これまでと同様に議会改革を進めてもらいまして、日本経

済新聞社や早稲田大学マニフェスト研究所が実施する議会改革度調査では、常に高い評価をいただいておりま

す。そして、下段の新たに実施した事業では、議会改革の一つとしまして、総務民生常任委員会と文教産業常

任委員会それぞれの行政視察について、初めて本会議で報告を行いました。 

  予算執行を伴う事業としましては、平成３０年度から小・中学生を対象とした議会開放デーを実施しており

ます。２年前の平成３０年度の参加者は、広報時間が短かったため少なかったんですが、令和元年度は河村議

員、瀬﨑議員をはじめ、議員の皆さんからＰＲしていただいたことで４０名もの来場がございました。子供た

ちには、本会議場の議長席や市長席、議員席等に座っていただきまして、議員から直接議会についての説明を

いたしました。また、実際に子供たち同士で議長役と答弁者役を決めて、一般質問の実体験等を行っておりま

す。 

  ３６ページをお開け願います。 

  款１議会費、項１議会費、目１議会費でございます。予算現額１億３,４８１万２,０００円に対しまして、

決算額１億３,１５４万円でございます。 

  まず、本会議でございますが、予算現額１８万１,０００円に対しまして、決算額１２万９,０００円でござ

います。本会議の内容ですが、議会運営については、本会議が２１日の開催で、出席者は延べ２８６人、一般

質問者は延べ２２人で、４５件の通告がありました。議案質疑は延べ８人で９件の通告、議決件数については、

原案可決９１件など合計１２８件でございました。また、恒例の真珠議会は、答志小学校５、６年生の児童

１５名による校歌斉唱や答志の方言クイズなどで、真珠議会の開会に華を添えていただきました。 

  次に、３７ページの各種委員会でございます。予算現額１６６万７,０００円に対しまして、決算額

１１３万８,０００円でございます。 

  総務民生常任委員会では、本会議において付託された議案３４件を審査し、全ての議案を可決しました。 

  文教産業常任委員会では、本会議において付託された議案２０件を審査し、全ての議案を可決しました。 

  予算決算常任委員会では、９月会議における決算認定の審査の際、振り返りとして委員から提案された各種

事業を議論し、移住・定住応援事業の促進や集落支援制度の活用、空き家活用方策などの探求など３項目につ

いて提言書に取りまとめて市長へ手交いたしました。 

  議会改革推進特別委員会では、委員６名による小委員会を別途設置し、委員会７回、小委員会２回の合計

９回を開催しました。決定事項としましては、総務民生と文教産業の両常任委員会の行政視察の報告を本会議

で行うこと、またこれまで議長が総務民生常任委員となっておりましたが、これを辞退すること、議決事件と

して、景観計画の追加と総合保健福祉計画から地域福祉計画への変更が了承されました。 

  広報公聴委員会では、市議会だよりの発行のほか、ＴＯＢＡミライトークを４団体、鳥羽旅館事業協同組合、

女将あこや会、鳥羽商工会議所女性部、鳥羽市母子寡婦福祉会、鳥羽なかまち会と産業振興と雇用や観光とま

ちづくり、子育て支援、移住・定住などを意見交換いたしました。 

  次に、各委員会の行政視察であります。 
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  総務民生常任委員会は静岡県熱海市と静岡県西伊豆町を訪問しました。熱海市では行財政改革の取組につい

て、西伊豆町ではふるさと納税の取組についてをそれぞれテーマとし、行政視察を行いました。 

  ３８ページをお開け願います。 

  文教産業常任委員会は、兵庫県養父市で国家戦略特区の取組についてを、京都府久御山町ではのってこタク

シーの取組についてをテーマに行政視察を行いました。 

  議会運営委員会は、茨城県かすみがうら市と埼玉県所沢市を訪問し、かすみがうら市では議会運営について、

所沢市では議会改革の取組をテーマに行政視察を行っております。 

  これら委員会の施設実績を参考に、鳥羽市議会として取り組めるものを精査・検討し、本市議会運営等に結

びつけていきます。 

  あと、３９ページには委員会の開催状況や付託議案の可決状況、４０ページには請願の受理状況と各委員会

の行政視察の内容についてまとめさせていただいております。 

  次に、４１ページをお開け願います。 

  議会一般管理経費でございます。予算現額１億３,２９６万４,０００円に対し、決算額１億３,０２７万

３,０００円でございます。 

  鳥羽市議会の行政視察については、県内外から毎年視察にお越しいただいております。昨年度は２２団体、

１６７名の方にお越しいただき、全ての方に鳥羽市に宿泊していただいておりますので、この鳥羽市議会の行

政視察が市内の経済波及効果に結びついております。 

  そして、友好都市であります三田市議会の皆さんが鳥羽市議会にお越しいただき、鳥羽市議会の通年会期や

タブレット端末を活用した取組についての視察を行い、両市の議員間で意見交換会を行っております。 

  また、友好交流協定締結市議会の愛知県田原市議会へ鳥羽市議会が訪問し、視察先として、田原市親子交流

館すくっとや田原市ふるさと教育センターを訪問しました。 

  ４２ページについては、ＴＯＢＡミライトークの開催状況と行政視察団体来庁数、４３ページには議会イン

ターネット中継視聴数と各議員の政務活動費の支出状況を掲載させていただいております。 

  決算成果説明書に基づく説明は以上でございます。 

  次に、不用額でございます。 

  決算に関する説明書の４８ページをお開け願います。 

  １００万円以上ある不用額の要因についてご説明させていただきます。 

  そこのちょうど真ん中ぐらいに記載されております旅費１０８万１,０００円の不用額でございます。この

不用額の主な要因は、三つの委員会の行政視察費について、議員や執行部の体調不良等による欠席により不用

額になったこと、また１人当たりの視察費用が予算に対して少なく済んだことなどによりまして、３７万

４,０００円の不用額となりました。そして、東京など県外で開催される会議への出席旅費について、予定し

ていた複数の会議が同日、あるいは翌日に開催され、１会議分の旅費で済んだり、議員研修会では無償の講師

を招聘させていただいたことや、県内の講師を招聘したことにより、予算執行額が少額となったことにより、

５０万１,０００円の不用額となりました。合わせまして、８７万５,０００円の不用額が生じたことが主な要

因でございます。 
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  以上で議会費の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○浜口一利委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  それでは、ご質疑もないようですので、次に、会計課の決算成果について説明を求めます。 

  会計管理者。 

○世古会計管理者 会計課の世古です。よろしくお願いいたします。 

  決算成果説明書は９１ページから９３ページになります。決算に関する説明書は４９ページから５６ページ

をご覧ください。よろしいでしょうか。 

○浜口一利委員長 お願いします。 

○世古会計管理者 それでは、決算の執行についてご説明いたします。 

  ９１ページをご覧ください。 

  会計課の業務としましては、総括へ記載してありますように、決算の調整及び公金の審査支払い、収納事務

等を法令にのっとり迅速かつ適正に処理いたしました。また、各課と連携し、より精度の高い収支計画を作成

し、随時更新することにより、公金の安定・安全かつ効率的な管理・運用に努めてきました。 

  会計課の業務につきましては、業務量は多いですが、特に事業はございませんので、予算額は少額となって

おります。 

  それでは、決算内容についてご説明いたします。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、事業区分１総務給与等管理費では、予算額２９４万

９,０００円、決算額２９４万８,０００円で、内訳は、嘱託職員１名の賃金などとして２５７万１,０００円

を、時間外勤務手当３４万４,０００円を執行いたしました。 

  次に、目４会計管理費につきましては、予算額６６万４,０００円、決算額６３万４,０００円で、内訳は、

職員の会計事務能力の向上を図るための研修会への参加や、パソコンサービスによるデータ伝送業務のソフト

更新など６３万４,０００円を執行いたしました。 

  続きまして、目５財産管理費、事業区分３基金積立金につきましては、予算額８０万４,０００円、決算額

７５万５,０００円で、内訳は、基金の利息を積み立てたものであります。記載しておりますように、積立額

は基金残高の減少に加え、金利が全般的に低下したため、前年度に比べ６万５,０００円の減額となりました。

積み立てた額は７５万４,６０３円でございます。 

  続きまして、９３ページ、説明書は１８９ページをお開きください。 

  款１１公債費、項１公債費、目２利子、事業区分２一時借入金利子、及び事業区分３基金繰替運用利子につ

きましては、一時借入や基金繰替運用を行っておりませんので、支出はございません。 

  以上でございます。 

○浜口一利委員長 会計管理者の説明は終わりました。 

  概要を含め、全体でご質疑はございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  ご質疑もないようですので、次に、選挙管理委員会の決算成果について説明を求めます。 

  選挙管理委員会書記長。 

○中村選管書記長 選挙管理委員会書記長、中村です。よろしくお願いいたします。 

  決算成果説明書は１０３ページから１０９ページまで、また、決算に関する説明書は７３、７４ページの一

番下から８１、８２ページまででございます。 

  まず、決算成果説明書の１０３ページをお願いします。 

  総括としまして、令和元年度は統一地方選挙として４月７日に三重県知事選挙及び三重県議会議員選挙の投

開票を執行し、４月１４日には鳥羽市議会議員選挙を告示し、同月２１日投開票を執行しました。７月２１日

には同月４日に公示された参議院議員通常選挙に係る投開票を執行しております。 

  項目別に説明をさせていただきます。 

  目１選挙管理委員会費の予算現額は９１１万１,０００円、決算額は９０２万５,０００円でございます。事

業区分１選挙管理委員会給与等管理費につきましては、定例会を４回開催したほか、臨時会を２回開催し、各

選挙に係る諸事項を決定いたしました。 

  主な経費は、職員１名分の人件費並びに選挙管理委員会委員報酬で、昨年同様でございます。 

  次に、１０４ページをお願いいたします。 

  目２選挙常時啓発費の予算現額は１７万７,０００円で、決算額は１１万３,０００円でございます。 

  事業内容は、昨年同様でございます。 

  １０５ページをお願いいたします。 

  目３三重県知事選挙費の予算現額は１,１００万円で、決算額は８３２万５,０００円でございます。４月

７日投票の三重県知事選挙を執行しました。 

  主な経費は、投票管理者、立会人等報酬、職員手当、ポスター掲示場委託料等、記載のとおりでございます。 

  １０６ページをお願いいたします。 

  目４三重県議会議員選挙費の予算現額は３６０万円で、決算額は３４９万９,０００円でございます。４月

７日投票の三重県議会議員選挙を執行しました。 

  主な経費は、職員手当、ポスター掲示場委託料等、記載のとおりでございます。 

  続きまして、１０７ページをお願いいたします。 

  目５鳥羽市議会議員選挙費の予算現額は２,６００万円で、決算額は１,７５０万５,０００円でございます。

４月２１日投票の鳥羽市議会議員選挙を執行いたしました。 

  主な経費は、投票管理者、立会人等報酬、職員手当、ポスター掲示場委託料、選挙講演補助金等、記載のと

おりでございます。 

  １０８ページをお願いいたします。 

  目６参議院議員選挙費の予算現額は１,４５０万円で、決算額は１,２１６万２,０００円でございます。

７月２１日投票の参議院議員通常選挙を執行いたしました。 
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  主な経費は、投票管理者、立会人等報酬、職員手当、電算委託料、ポスター掲示場委託料等、記載のとおり

でございます。 

  最後に、不用額につきまして、１００万円以上のものについて説明をさせていただきます。 

  決算書の７５、７６ページを。 

  一番下の段ですけれども、三重県知事選挙費における職員手当等で１３２万２,０００円の不用額でござい

ます。三重県議会議員選挙費の職員手当等との割り振り調整を行った結果、不用額となったものでございます。 

  続きまして、７９ページをお願いいたします。 

  鳥羽市議会議員選挙費の補助金負担金及び交付金で７２８万３,０００円の不用額となっております。この

補助金につきましては、市議会議員選挙時に立候補者の費用を条例で定めた範囲で支援するもので、ポスター

及びビラの作成、選挙はがきの郵送料、選挙運動期間における車両等の借上げ費用やその車両運転手の雇入れ

費用及び燃料代を対象としております。 

  不用額が大きい理由としましては、予算編成時は立候補予定者数を１８人程度と見込んでおりましたが、実

際は１５人の届出であったこと、また利用が少ない項目があったこと等によるものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○浜口一利委員長 選管書記長の説明は終わりました。 

  概要を含め、全体でご質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 １０４ページ、選挙常時啓発費のところなんですけれども、これ１２月に明るい選挙推進強調

月間に合わせて啓発活動を行っていただいたり、もうポスターの作品を募集したりしていただいておりますけ

れども、質問が何個かありますので、まず、この選挙強調月間なんですけれども、これ三重県のあれにならっ

て１２月にされておるんですかね。この１２月にしておる根拠とかというのはありますか。 

○浜口一利委員長 上村次長。 

○上村選管書記次長 選挙管理委員会次長、上村です。よろしくお願いいたします。 

  山本委員の質問の啓発強調月間ですが、こちら三重県のほうと合わせております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 何で聞いたかというと、これ実は県議会議員選挙、鳥羽市議会議員選挙もそうなんですけれど

も、知事選挙は今回久しぶりの県議会議員選挙と合わせてやったので、投票率上がっていますけれども、前回

県議会議員選挙と合わせてやったときよりも、全部全て投票率下がっているんですよね。これ大体そこを鳥羽

市の場合は４月に行われるということもあって、１２月にこの明るい選挙強調月間としていますけれども、果

たしてこの１２月でいいのかどうなのかというのと、それで啓発活動ということで、配り物をしていただいた

りというところでされておるかと思うんですけれども、なかなか投票率等に結びついていないんじゃないかな

というところがありますので、そのやる期間ですとかやり方とかというのはもう一度考えていただいて、少し

でも投票率が上がるようなところは、もう一度工夫なりしていただいてもいいのかなと。この４月また選挙ご

ざいますので、そういったところに向けてどういった選挙の大切さとかという、１票を投じることについての
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大切さをどう伝えるかというところは、ターゲット、その辺を絞って効果的にやっていただきたいなというふ

うに思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 要望でええな。 

○山本哲也委員 はい。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  戸上委員、よろしいですか。 

○戸上 健委員 ありません。 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、次に、監査委員事務局の決算成果について、事務局

長の説明を求めます。 

  平賀局長。 

○平賀監査委員事務局長 監査委員事務局長の平賀です。 

  決算成果説明書の１１０、１１１ページ、決算に関する説明書は８３、８４ページをお願いいたします。 

  成果説明書に基づき説明させていただきます。 

  総括としましては、事務局は監査委員の補助機関として、令和元年度監査基本計画の基本方針に基づき、市

の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を実施しております。また、昨年度は令和２年度、

今年度から地方自治法の一部改正に伴う監査制度の充実強化の見直しを行っております。 

  目１監査委員費につきましては、予算現額１,６４６万２,０００円に対し、決算額は１,５９９万

８,０００円となりました。 

  内容といたしましては、各監査を計画的・効率的に実施し、その結果の報告・公表を通し、事務等の改善に

寄与しています。本庁各課の定期監査は、総体としてはおおむね適正に処理をされておりました。結果として、

指摘事項１２件、所見１３件を報告しております。 

  また、出先機関として、小・中学校、幼稚園及び保育所を対象として実施し、総体としては、おおむね適正

にこれも処理されておりました。結果としましては、指摘事項１件、所見３件を報告しております。 

  続いて、公の施設の指定管理者監査として、海の博物館の監査を実施しております。これにつきましても、

おおむね適正に処理されておりました。指摘事項１件と所見１件を報告しております。 

  ほかの監査等につきましても、いずれも適正に処理をされておりました。 

  なお、令和元年度中に実施しました各監査結果や監査結果に対する措置状況につきましては、ホームページ

のほうでも公表はさせていただいておりますので、よろしくお願いします。 

  最後に、不用額につきましては、１００万円以上の不用額についてはございませんでした。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 監査事務局長の説明は終わりました。 

  概要を含め、全体でのご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 
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  それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため、暫時休憩します。 

（午前１１時１０分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時１３分 再開） 

○浜口一利委員長 休憩前に引き続き会議を再開しますが、先ほど決算の概要の答弁の中で、戸上委員から、歳

入の質問に対して、決算成果説明書の８ページにある一般財源の後の状況についての答弁について修正がござ

いますので、企画財政課長の発言を、補足の答弁をお願いします。 

  横田課長補佐。 

○横田課長補佐 すみません、先ほど戸上委員のほうからご質問いただいたところで、決算成果説明書の８ペー

ジのところでご質問いただいたところなんですけれども、ふるさと納税が原因で、その分を返礼品に充ててい

るとお答えのほうをさせていただいたんですけれども、ふるさと納税自体のほうにつきましては、自主財源に

係る部分でございまして、ここでは特に入っていないんですけれども、なぜその差が出たかというところにつ

きましては、今までの補正予算において、例えば財政調整基金を財源とした事業や子ども・子育て臨時交付金

では幼児教育・幼児保育無償化に係る事業など、そういったものの一般財源として充てておりますので、その

ところで差額のほうがございますので、その辺だけちょっと補足としてご説明させていただきました。すみま

せん。 

○浜口一利委員長 補足ということで答弁いただきました。よろしいでしょうか。 

  それでは、企画財政課の決算成果について、企画財政課長及び担当副参事の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○濱口企画財政課長 企画財政課、濱口です。よろしくお願いします。 

  それでは、令和元年度企画財政課の歳出につきましてご説明のほうを申し上げます。 

  決算成果説明書の４５ページのほうをお開きください。 

  まず、総括といたしまして、現行の総合計画に基づきます行政運営を進めますとともに、次期計画策定に向

けたワークショップ、アンケートなどを通じまして、市民の方々から幅広い意見聴取を行いました。また、職

員によるワーキングを開催し、分野別の課題や重点取組事項などについて洗い出しなどを行っております。 

  次に、地域振興の取組では、鳥羽高校の地域学習「鳥羽学」におきまして、地域おこし協力隊や関連企業と

の連携によるサイン整備やＶＲ映像の製作など、新たなチャレンジへの支援を行っております。 

  財政運営につきましては、２０４０年を見据えた上で、これまで以上に厳しい財政運営が見込まれますこと

から、財政健全化会議などを通じた危機感の共有を図りますとともに、事業の工夫や新たな知恵を出し合う中

で、政策経費の見直しなどにつなげています。また、ふるさと納税におきまして、真珠製品の取扱いの再開や

ポータルサイトの新規開設など、そのあたりが功を奏しまして、前年度より寄附額を増やすことができており

ます。 

  次に、新たに実施した事業につきましては、今後の人口減少を見据えまして、鳥羽で暮らす人々が地域で生

き生きと活躍することができる地域共生社会を目指すための取組や関係人口の創出、各種技術の活用の視点か

ら新たな展開を進めるため、第２期鳥羽市地域創生総合戦略の策定に取り組みました。 
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  それでは、各事業の説明に入ります。 

  説明いたします事業につきましては、新規事業や事業内容に大きな変更があった事業、重点事業として実施

した事業でございます。 

  決算成果説明書の６１ページまで説明し、その後、決算に関する説明書にて不用額について説明をさせてい

ただきます。 

  まず、４８ページのほうをお願いします。決算に関する説明書は５５から５６ページをご覧ください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目５財産管理費積立金基金、予算現額５億５,６７０万円、決算額５億

５,５８２万３,０００円となっております。ふるさと納税による寄附金及び平成３０年度決算剰余金について、

ふるさと創生基金へ４億２,９１２万３,０００円、財政調整基金へ１億２,６７０万円を積み立てております。 

  総括でも触れましたが、ふるさと納税寄附金が前年度より大幅に増えましたことから、基金への積立ても伸

びております。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 企画財政課、高浪です。よろしくお願いします。 

  続きまして、決算成果説明書４９ページをご覧ください。決算に関する説明書は５７ページ、５８ページで

ございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目６企画費、予算現額１,３９４万９,０００円に対し、決算額１,３００万

円となりました。 

  １企画調整事業、総合計画推進事業では、予算現額９７５万８,０００円、決算額９６５万２,０００円とな

りました。 

  令和２年度で第五次鳥羽市総合計画の計画期間が終了となることから、第六次鳥羽市総合計画の策定を行う

ため、市民アンケートの実施、職員ワーキング、ワークショップ形式のまちづくり市民会議の開催、成人式や

イベントでのインタビュー、幅広い業種への事業所へのヒアリングなど、計画に反映させるための課題の洗い

出しを含めた調査を実施しました。 

  続いて、政策推進・調整事業では、予算現額２７５万３,０００円、決算額２４５万３,０００円となりまし

た。 

  庁内の課を超えて横断的に取り組む事業の調整やなどの対応を行いました。 

  また、地方創生推進交付金を活用し、とばびと活躍プロジェクト・アクションプランの確実な実行と効果検

証を行うため、外部委員で構成される検討委員会へ報告し、意見やアドバイスを受けました。これらのアドバ

イス等を基に、状況に応じた事業内容の軌道修正も視野に入れた事業の推進により、鳥羽で暮らす人々が地域

で生き生きと活躍できる地域共生社会を目指します。 

  決算成果説明書５０ページをご覧ください。 

  真ん中の段です。２地域連携事業、友好協力協定推進事業では、予算現額３０万円、決算額３０万円となり

ました。 

  大学などの研究成果や新技術の橋渡し機関である三重ＴＬＯへの会費を支出したほか、皇學館大学や鳥羽商

船高等専門学校との連携を図りました。特に、鳥羽商船高等学校とは、鳥羽市の現在の姿や未来の姿を可視化
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する「とばまっぷ」を構築するなど、人口減少や超少子高齢社会に向けた課題解決の基礎資料として活用が期

待できます。 

  決算成果説明書５１ページをご覧ください。 

  一番上の段です。三重県鉄道網整備促進事業では、予算現額５万５,０００円、決算額５万４,０００円とな

りました。三重県鉄道網整備促進期成同盟会及びリニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会に加盟し、三重

県や関係市町とともに、利便性の向上等について要望活動に取り組みました。 

  また、前年度決算額は８５５万４,０００円で、決算額において大幅な減少となっておりますが、これは伊

勢鉄道の安定的な経営を継続するため、三重県や関係市町において設備補修等を行うための三重県地域交通体

系整備基金市町村負担金の支出が平成３０年度をもって終了したことによるものです。 

  決算成果説明書は５１ページから５２ページにかけてご覧いただきます。決算に関する説明書は６３ページ、

６４ページでございます。 

  決算成果説明書の５１ページ、下の段から５２ページにかけてご覧ください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目１４地域振興費、予算現額２億４,３５６万４,０００円、決算額２億

１,５６９万円となりました。 

  ５２ページです。離島振興事業では、予算現額２７８万４,０００円、決算額２４１万９,０００円となりま

した。 

  全国離島振興三重県支部連絡協議会や鳥羽協議会と連携し、首都圏で開催された全国の離島を紹介するイベ

ント、アイランダーにおいて、平成３０年度に鳥羽市で実施した「月と島」全国写真コンクールの入賞作品の

展示を行い、離島の魅力を発信しました。 

  また、海と人をつなぐ漁村文化継承交流促進事業として、漁村集落にある特徴ある文化や歴史の承継、交流

人口の増加を目的として資料収集や整理を行い、海の博物館での坂手展の開催や鳥羽マリンターミナルでのＰ

Ｒを行いました。 

  さらに、離島における医療を考える取組として、令和２年１月に鳥羽市が目指す離島医療の取組方針につい

て、全国離島振興協議会、三ッ矢のりお事務所、国土交通省離島振興課に対し、離島医療に関する国の交付金、

補助金制度の新設や支援などについて要望を行いました。 

  令和２年２月には、鳥羽市において医療をテーマにした離島振興フォーラムを開催し、医師と島民との共生

について、離島で活躍している医師を招聘した講演会や医師と離島住民との意見交換を行い、今後の離島にお

ける医療体制について考える機会を設けました。 

  また、離島住民の自動車保有における負担の軽減や地域共生社会に向けた取組の一つとして、令和２年３月

にトヨタレンタリース三重との包括連携協定を締結し、カーシェア実証実験に向けた準備を進めました。 

  決算成果説明書５２ページの一番下から５３ページをご覧ください。決算に関する説明書は６３ページから

６６ページにわたります。 

  ２地域振興事業のふるさと納税推進事業では、予算現額１億９,４３６万９,０００円で、決算額１億

７,０８５万１,０００円となりました。 

  平成２９年４月の総務大臣通知を受け、平成２９年１２月より真珠製品の取扱いを中止しておりましたが、
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平成３１年４月１日の税制改正を受け、令和元年８月２８日よりふるさと納税の返礼品に真珠製品を復活させ

ました。令和元年度当初では、真珠製品に代わる寄附増加策として、ガバメントクラウドファンディングや地

域経済応援ポイントの取組も想定しておりましたが、真珠製品を復活させたことにより、鳥羽市のふるさと納

税自体が注目されたこともあり、その効果が最大限に発揮されるよう、寄附受付窓口の新規設置、返礼品のリ

ニューアル、テレビ・雑誌取材への対応、また西伊豆町へ視察の後に、市議会よりご提案いただきましたふる

さと納税通信を発行するなど、寄附額の増加に向けた手法等の変更を行った結果、ふるさと納税が大幅に増額

する結果となりました。 

  ただ、令和２年３月頃より新型コロナウイルス感染症の影響により、寄附額の落ち込みが見られます。 

  決算成果説明書５４ページをご覧ください。 

  鳥羽高校活性化支援事業では、予算現額１５万２,０００円、決算額１１万７,０００円で、県立鳥羽高校の

活性化と魅力化を図るため、文理進学系列の２年生が選択する「鳥羽学」において、石鏡町と鳥羽なかまちを

舞台としたフィールドワークや地域学習を地域おこし協力隊とともに行い、地域課題や解決方法について企画

提案、実践を行いました。 

  産官学が連携し、石鏡町では、海女ＶＲ動画やまちあるきマップの製作、鳥羽なかまちでは動画やオリジナ

ル看板の製作を行い、鳥羽高校生の地域に誇りを持って学ぶ姿勢を育成しました。 

  続いて、３地域おこし協力隊事業、地域おこし協力隊支援事業では、予算現額４３万２,０００円に対しま

して決算額３２万５,０００円となりました。 

  新たな地域おこし協力隊を募集するため、都市部で開催される説明会や移住相談会等に参加しました。令和

元年度においては、新たに石鏡町において１名の活性化担当が着任いたしました。 

  次に、石鏡町の地域おこし協力隊事業で、予算現額４１１万７,０００円に対しまして決算額３８７万

１,０００円となりました。 

  地域おこし協力隊の２名が石鏡町内会と連携し、海女や海藻等、文化的価値やまちの暮らしの魅力を発掘す

る活動を行いました。令和元年度は、いじかあさいちの立上げや鳥羽高校との連携による鳥羽学における海女

ＶＲ製作などに関わりました。 

  また、三重県が主体となって取り組んだ地域と育む仕事づくり講座では、石鏡町の資源の高付加価値化によ

る新たなビジネスの創出や関係人口づくりについて検討する機会を得ました。 

  次に、答志島の地域おこし協力隊事業です。 

  決算成果説明書は５５ページになります。 

  予算現額２７３万６,０００円に対しまして決算額２６１万７,０００円となりました。 

  平成２９年度からの継続で、離島の魅力発信担当１名が、答志和具町内会や地域団体と連携しながら、島の

行事や文化、暮らしの魅力等の発信、離島に興味を持つ女性たちを募集した「島女子会」などを開催しました。

令和２年３月末をもってこの地域おこし協力隊員は任期満了となり、本年度においては、答志島の定住支援員

として地域の文化や暮らしを引き続き情報発信しているほか、島の魅力を伝える体験プログラムを提供するた

め、独立して活動を行っています。 

  続いて、鳥羽なかまちの地域おこし協力隊事業です。予算現額２７３万５,０００円に対しまして決算額
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２６５万３,０００円となりました。 

  地域おこし協力隊員１名が、鳥羽なかまち会と連携し、主に動画製作によるまちの資源や暮らしの魅力を発

信する活動を行いました。令和元年度は鳥羽なかまちのＣＭやまちの見どころを紹介するショートムービーの

製作を行いました。 

  決算成果説明書５６ページをご覧ください。 

  ５移住・定住促進事業、鳥羽への移住・定住応援事業では、予算額２,６７０万１,０００円に対しまして決

算額２,４９７万３,０００円となりました。 

  都市部での移住相談会へ積極的に参加し、移住希望者と対面し、鳥羽での暮らしの魅力を紹介するとともに、

ターゲットに応じた情報発信に取り組みました。東京における手法を凝らしたプロモーションイベント「海女

さんナイト」の開催により、鳥羽で働く、鳥羽で暮らすことの魅力発信を行うと同時に、イベント参加者との

つながりづくりに力を注ぎ、鳥羽での体験ツアーへの参加を促しました。 

  また、定住促進の一環として、「住んでいて良かった」をテーマに、広報とばや行政放送における移住者紹

介、地域情報誌、近鉄名古屋線車内広告での情報発信を行いました。また、鳥羽市に住宅を取得する若者世帯

に対して住宅応援事業奨励金を交付しました。この制度においては、新築最大１００万円、令和元年１０月か

らは最大５０万円、中古住宅取得においては最大５０万円、１０月からは最大２５万円として交付金額の変更

をしております。 

  決算成果説明書５７ページをご覧ください。 

  一番上です。移住相談支援事業で、予算現額４２１万６,０００円に対しまして決算額３９９万２,０００円

となりました。 

  移住・定住相談窓口での相談業務や移住希望者が鳥羽を訪れた際の現地案内、仕事、住まい、子育てに関す

るワンストップ窓口での情報提供など、きめ細やかな相談の実施や地域での移住者受入れのサポート役である

定住支援員を３名委嘱しました。また、鳥羽商工会議所青年部とともに移住・定住促進に関する勉強会を開催

し、共同でうちわを製作、観光客を対象に配付するなど、共にＰＲ活動を行いました。 

  前年度決算額７２３万６,０００円に対して決算額が減少しておりますが、これは移住コーディネーターの

着任がなかったことによるものです。 

  続いて、移住・交流ビジネス創造事業では、予算現額９９万２,０００円に対しまして決算額８７万

２,０００円となりました。 

  石鏡町のあさいち実行委員会が実施する朝市のプレオフイベント開催や環境整備に関して補助金を交付しま

した。 

  続いて、決算成果説明書５７ページから５８ページにわたります。 

  地方と都市との出逢い創出事業では、予算現額２０３万２,０００円に対しまして決算額７０万４,０００円

となりました。 

  都市部において地域住民と都市住民との交流会を開催し、地域住民を通じて鳥羽の魅力を都市住民に直接伝

え、鳥羽市で開催する地域イベントやツアーへの参加を促しました。 

  決算成果説明書は５９ページをご覧ください。決算に関する説明書は８１ページ、８２ページでございます。 
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  ２款総務費、５項統計調査費、目２基幹統計調査費、１基幹統計調査事業で、予算現額３２１万

９,０００円、決算額２７５万円となりました。 

  国が実施する経済センサス基礎調査等の基幹統計調査を行いました。前年度決算額５０３万１,０００円か

ら決算額が減少しておりますが、これは令和元年度では大規模な調査である漁業センサスや住宅土地統計調査

がなかったことによるものです。 

  決算成果説明書６１ページ、決算に関する説明書は１８９ページ、１９０ページをご覧ください。 

  １２款諸支出金、１項公営企業費、目１交通事業費、定期航路事業特別会計繰出金で、予算現額１億

５,９８４万８,０００円に対し、決算額１億４,８９９万１,０００円となりました。 

  定期航路事業の単年度における不足分に対し、一般会計から繰出しを行いました。 

  内容につきましては、特別会計のところで定期船課より説明いたします。 

  続きまして、不用額についてご説明いたします。 

  決算に関する説明書６３ページ、６４ページをご覧ください。決算に関する説明書の６３ページ、６４ペー

ジでございます。 

  下のほうの段です。目１４地域振興費、節８報償費では２,２８８万円の不用額が出ております。これにつ

きましては、ふるさと納税の返礼品である宿泊観光周遊券の使用状況が想定を下回り、報償費の支払いに不用

額が生じたことによるものです。宿泊観光周遊券につきましては、使用後の請求支払いであり、使用期限が

１年間あり、寄附が発生した当該年度内での報償費の支払いが完結しないことから、その支払いに不足額が生

じないよう、予算額を算出しております。 

  同じく節９旅費では１１５万円６,０００円の不用額が出ております。これは、主に地方と都市の出逢い創

出事業において、当初予定しておりました都市部でのイベント内容を変更したことにより、費用弁償が当初の

見込みより減少したことによるものです。 

  決算に関する説明書６５ページ、６６ページをご覧ください。 

  節１９負担金補助及び交付金で、１４３万９,０００円の不用額が出ております。これは、鳥羽への移住・

定住応援事業において、東京圏移住就業支援事業の１件分の補助金１００万円を予定しておりましたが、該当

者がいなかったことによるものです。 

  決算に関する説明書１８９ページ、１９０ページをご覧ください。１８９ページと１９０ページです。 

  １２款諸支出金、１項公営企業費、目１交通事業費、節２８繰出金で１,０８５万７,０００円の不用額が出

ております。これは、主に運航収益が想定を上回るなど、想定していたよりも不足額が少なかったことによる

ものです。 

  以上で説明を終わります。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  質疑に入りますが、質疑の範囲を指定したいと思います。 

  成果説明書の４７ページ、２款総務費、項１総務管理費、目１一般管理費から５１ページ中段、同項、目

６企画費、事業区分３友好都市提携事業までの範囲でご質疑を受けたいと思います。４７から５１ページでよ

ろしくお願いします。 
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  質疑はございませんか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 ５０ページでもよろしいでしょうか。 

○浜口一利委員長 いいですよ。 

○濱口正久委員 施策評価業務について、ちょっとお尋ねいたします。 

  これ決算が５０万円近く少ないんですけれども、実際、審議会等々を開いていただいたということなんです

けれども、予算の段階で市民アンケートを行うような費用もあったかと思うんですけれども、そういうのは行

われたんでしょうか。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 市民アンケート、市民意識調査でございますが、毎年行っておりますので、実施はしております。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 それに基づいて、進捗状況、９回にわたって審議していただいて評価につなげたということで

よろしいんですね、確認ですけれども。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 評価に関しましては、各総合計画の施策に対し評価をしております。その中で、市民アンケート

結果、満足度、重要度というのがございますが、その部分も併せて表示をしまして審議をしていただいており

ます。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 今の説明ですと、しっかりと市民アンケートのところもそこに反映されているということです

ので、了解しました。ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 ４９ページ、総合計画推進事業、これまた６次総出てきたときには詳しく聞かせていただける

んかなとは思うんですけれども、市民アンケートの実施、職員ワーキング、ワークショップ形式のまちづくり

市民協議会の開催、成人式でのインタビュー、イベントでのアンケートの実施等、幅広くやっていただいてい

ますけれども、後で出てくるので、ここで聞かんでもいいかなと思うんですけれども、一応その辺の数という

か、どれぐらいしてもらったり、例えばそのワークショップ形式の市民会議の開催とかというのは何回やって、

どれぐらいの方が来ていただいたとか、成人式のインタビューはどれぐらいの方にインタビューを取っていた

だいたとか、これ予算のときにも市民一体となった計画の策定を行いますということでいろいろやると言って

いただいておったんで、その辺の実績というか、これぐらい多くの方々から多くの声を聞きましたというよう

なところをお聞かせください。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 この内容につきましては、３月の全員協議会でご説明をせていただきました。ただ、市民アンケ

ート、毎年やっております意識調査ですが、２,０００人に対してアトランダムに郵送で送っております。

４２３件の有効回答ございました。回答率は２１％程度でございます。 
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  また、ワークショップ形式のまちづくり市民会議に関しましては、この市民アンケートで手を挙げていただ

いた方から、日程だとか都合がよかった方、絞っておりまして、２１名の参加になっております。また、ちょ

っと詳しい数字に関しましては、３月の全員協議会資料の中で見ていただければありがたいと思います。 

○浜口一利委員長 そういうことで。 

○山本哲也委員 すみません、今回答をいただいて思い出しました。いただいていました、すみません。ありが

とうございます。 

  すみません、続けてよろしいでしょうか。 

（「すみません、関連でよろしい」の声あり） 

○浜口一利委員長 今の関連で。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 すみません、総合計画推進事業についてお聞きします。 

  こういうアンケートやワーキング、ワークショップを実施なさったんですけれども、新型コロナの影響で、

新しい生活様式ということが今言われております。６次総についても、もう一遍職員ワーキングや市民アンケ

ートについても、６次総に反映させるためにはやり直す必要性も僕はあるんじゃないかというふうに思うんで

すけれども、そのあたり、この決算から展望をどういうふうに担当課としては見ていますでしょうか。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 言われましたとおり、第６次総合計画の策定途中で新型コロナのことが出てきました。長い期間、

それに対応しているところでございますけれども、その中で職員のワーキングに関しましてはその中でやって

おりますし、それと予定にはなかったんですが、ちょっと今年度のことになってしまいますが、予定にはなか

ったんですが、１か月間かけまして職員のワークショップを増やしました。そういうことも含めて、今この状

態がどういうことであるかというのが少しは反映されることになるのかなというふうには思いますが、アンケ

ートを全てやり直すということは、なかなか時間的にも困難でございますので、市民アンケートなどに関して

は、やり直すということはございません。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 了解です。 

○浜口一利委員長 課内で対応していくということでよろしいですね。 

  他にございませんか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 ５０ページの友好協力協定推進事業で、三重ＴＬＯの会費を出していただいていますけれども、

ここの利用実績とかありましたら。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 三重ＴＬＯと連携をしてということで、企画財政課ではないんですけれども、農水商工課のほう

で、藻場で緑をつなぐ調査事業を委託していることもありますので、あとはいろんな大学との連携が可能にな

っているのも、こういったところからつないでいただける成果だと思っております。 

  以上です。 
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○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  この後ろに書いてもらってある皇學館大学、鳥羽商船との連携とかというのは、そのＴＬＯとは関係なしで

進めていただいておるところということでよろしいんですよね、ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 よろしいか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、４９ページの下の政策推進調整事業の中でお尋ねいたします。 

  平成３０年１１月に策定したとばびと活躍プロジェクト・アクションプランの確実な実行と効果検証を行う

ために、検討委員会へ報告してアドバイスを受けたというふうになっていますけれども、ちなみにどんなアド

バイスがあったのか、お聞かせいただけますか。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 とばびと活躍プロジェクト、特に働くということをテーマにしております。その中で、働くとい

うことで、一つの仕事を業務分解してプチ勤務というのをつくっております。プチ勤務、少しの時間で少し働

きましょうというのがプチ勤務なんですが、そのカタログなんかを作っていることに関してアドバイスいただ

きました。カタログを作ることが目的ではなくて、潜在的に働ける方を発掘していくことが非常に重要だと。

結構鳥羽は働いている方いらっしゃるんですね。高齢になっても働いている方がいらっしゃるんですが、です

ので、なかなか求人といいますと、プチ勤務という仕事を用意しましても、そこに対応していただける方がい

らっしゃらないということが現状でございます。ですが、今働いていなくても働ける方ということを、潜在的

に働ける方、その方を探していくような、そんな仕組みをしなさいというようなアドバイスはいただきました。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  これアクションプランに確実な実行というのはありますので、そういうふうに今おっしゃったような、働い

ている人が違う職場に移るというよりも、その辺も選択肢の一つかと思うんですけれども、仕事されていない

方を新しくそういう場所を提供することも非常に大事ですし、今後コロナ禍でもありますので、そういうこと

を提供していくことも非常に大事だと思いますので、その辺のところ、アドバイスに沿ったプランを考えてい

ただいて、よろしくお願いしたいなというふうに思います。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。これについて関連ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ほかの質問、ご質疑はございませんか。 

  ５１ページまで、よろしいか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、次に、５１ページ下段から５８ページ上段までの目

１４地域振興費の全事業についてご質疑はございませんか、５８ページまで。 

  ようけあると思うけれどもな、離島振興事業もあるし、ふるさと納税もありますよ。 

（「何ページまで」の声あり） 
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○浜口一利委員長 ５８ページまで。まだ５８ページの上段までやな、地方と都市の出逢い創出事業まで。範囲

広いですよ。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、まず最初に、離島振興事業についてお尋ねいたします。 

  今回、一つ中に海と人をつなぐ漁村文化継承交流促進事業ということで、坂手のいろんなものを掲載したも

の、展示会等々をやっていただいたと思います。昨年のその前の神島町に続いてのことだと思うんですけれど

も、これで離島を回って、実際、今回どこまで、どういう場所で、どういうふうに実際展示してＰＲにつなげ

たかというのを、具体的にちょっとさくっと言っていただけますでしょうか。 

○浜口一利委員長 具体的にとは、どの部分について。 

○濱口正久委員 どういうところで、どういうふうに展示されたのかなというのを。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 展示については、坂手展は海の博物館、その他写真とかマリンターミナルでも展示をしておりま

す。特に海の博物館です。神島展も海の博物館で展示をさせていただきましたので、その継続という形でござ

います。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 といいますと、実際この中で、市内にお越しいただいた方にそれを見ていただくというふうな

ことに重点があったかというふうに聞こえるんですけれども、できればせっかくこれだけすばらしい、私も内

容を見させていただきましたけれども、それを外部への発信にもつなげていけたのかなというふうなところが

あったので、ぜひともそれを今後の財産ですので、いろんな離島のこの発掘したものに関しても、今後もホー

ムページ等々で引き続き展示していただければなというふうに思いますけれども。 

○浜口一利委員長 外部への発信状況があれば。 

  企画財政課長。 

○濱口企画財政課長 坂手展の話に関連しまして、私、去年、観光課におったんですけれども、海博のほうでや

っていました。実は、発信をということで、海の博物館がいろんなイベント事業を発信しているんですが、そ

れで、私たまたまいたときに、四日市に住んでおられる神島の方が夫婦で来たりとか、結構鳥羽から外へ出ら

れた方が懐かしがって来ている方たくさん見えていまして、そういった部分では、やっぱり地元の昔の写真を

楽しみに見に来たりとかやっていましたんで、結構、海博からの情報も出ているふうには思っていますので、

今後またそういった機会がありましたら、海博を通じて情報発信のほうもしていきたいと思います。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  そういうふうに懐かしがって来られる方、これも今、企画財政課が進められています関係人口とも絡んでき

ますので、そういうところも含めて、全国に見える方々にも、郷里を懐かしむ意味でも、また新たな観光の資

源としてもちょっと発信をしていってほしいなというふうに思います。 

○浜口一利委員長 離島振興事業については、関連ございませんか。 

  山本委員。 
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○山本哲也委員 すみません、同じくこれ「月と島」の写真コンクール、３０年度で撮った部分を今回アイラン

ダーのほうでというところで、離島の魅力をＰＲしますというところで予算を立てておったかなというふうに

思うんですけれども、これの反響ですとか、アイランダーでどういった感じやったのかとかという部分を。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 去年、一昨年コンクールしました写真を、すばらしい写真が多かったものですから、せっかくな

ので、全国の方に見ていただきたいということで、アイランダーという場で展示をさせていただきました。主

催者側も非常に喜んでいただきました。 

  それと、たくさんの方がアイランダーへいらっしゃいますので、開催期間に何万人という方がいらっしゃい

ますので、そこで見ていただいたことは非常に意味があるのかなと思います。各出展する団体、島の方々が出

展ブースは並べているんですが、そういった写真、特に美しい写真が多かったと印象に残っておりますけれど

も、それを見ていただいて、島の本当の自然というのを見ていただけたというふうに感じております。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ということは、離島の魅力のＰＲには十分効果があったというところでよろしいですよね。あ

りがとうございます。 

  こうやって続けてやることで意味も出てくるのかなとは思うので、離島ということは、鳥羽の離島だけじゃ

なく、全国の離島の写真展やったと思うので、全国の離島のＰＲを鳥羽市が担ってやってもらった部分もある

んかなと思うので、できれば撮った写真とかというのは、もう有効利用、美しい写真が多いということなので、

有効利用していただければいいのかなというふうに思いますし、その辺のできたところ、この坂手展もそうや

ったと思うんですけれども、しっかりつながったよというところは、つながったという報告をしっかりしてい

ただければなというふうに思います。ありがとうございます。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか、５８ページまで。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点、お聞きします。 

  ５３ページ、ふるさと納税通信、ふるさと納税推進事業についてお聞きします。 

  ふるさと納税通信の発行がうたわれております。何号まで発行して、そしてホームページで探したんですけ

れども、アップされておりません。何で、せっかくですのでアップしてほしいと思うんですけれども、そのあ

たり報告してください。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 昨年度、市議会よりご提案いただきまして、ふるさと納税通信、発行したのは第１号のみでござ

います。ホームページ等には掲載をしておりませんが、これまで鳥羽市にふるさと納税していただいた方にふ

るさと納税通信をお送りするというようなことをやっております。それも非常に効果があったというふうには

思っております。これからも、そういうことを必要だなということは感じております。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 頑張っていただきたいと思います。 
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  ちなみに、尾鷲市は、ふるさと納税通信というのはもう５１号まで発行しております。 

  続けてよろしい、委員長。 

○浜口一利委員長 はい。 

○戸上 健委員 ５４ページ、鳥羽高校活性化支援事業について、１点、お尋ねします。 

（「委員長、すみません、関連で」の声あり） 

○浜口一利委員長 関連で。 

  戸上委員、ちょっと先ほどの関連で。 

  世古委員。 

○世古安秀委員 ふるさと納税の推進事業で、もう本当に昨年度、４億２,８００万円、大幅な積み上げがあっ

た、これは職員の頑張りと、真珠製品がやっぱり返礼品になったという大きなことがあったと思うんですけれ

ども、これはもう職員が頑張っていただいたというあかしかなというふうに思います。 

  その中の説明の中に、主力返礼品である宿泊周遊券の申込みが大幅に減少しということで、ということは、

真珠のほうへみんな行って、宿泊のほうが減ってきたというふうに理解してよろしいんですかね。その辺はど

うですか。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 ここに書かせていただきましたのは、令和２年３月以降にコロナの影響で宿泊観光周遊券の申込

みが大幅に減少したということを書かせていただきました。ですので、コロナの影響がなければ、真珠製品も

含めて全てが順調であったというふうに理解していただければいいと思います。 

○浜口一利委員長 世古委員。 

○世古安秀委員 もう一度確認ですけれども、元年度のやつの周遊券の割合というのはどの程度でしたんですか

ね。その辺、分かりますか。 

○浜口一利委員長 押川主査、お願いします。 

○押川主査 企画財政課の押川です。お答えさせていただきます。 

  周遊券の割合は、令和元年度は全体の４０％程度でした。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

○世古安秀委員 はい、ありがとうございます。 

  真珠製品は増えるんですけれども、鳥羽市のほうはやっぱり宿泊産業のほうが中心になりますので、そちら

のほうへの誘導というか、売り込みのほうもぜひ進めていただきたいなというふうに思いますので、よろしく

お願いします。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 質問の途中ですが、昼食のため１時間まで休憩いたします。 

（午後 ０時００分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時００分 再開） 
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○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  午前中、５３ページのふるさと納税推進事業の質疑の最中でございましたが、これについて関連があれば進

めたいと思いますが、なかったら違う質問でもよろしいので、ご質疑を受けたいと思います。 

（「戸上さんの鳥羽高活性化から」の声あり） 

○浜口一利委員長 鳥羽高活性化やったか、戸上委員の鳥羽高活性化の質問があったみたい。どうぞ。 

○戸上 健委員 成果説明書５４ページ、鳥羽高校活性化支援事業について、１点お尋ねします。 

  当初予算の説明資料では、地域で活躍する本気の大人に接し、生きる力を育むとありました。石鏡やなかま

ちで本気の大人にたくさんお会いになったと思うんですけれども、高校生の成長発展で何かエピソードがあれ

ば紹介してください。 

○浜口一利委員長 家田係長。 

○家田係長 移住・定住係、家田です。よろしくお願いします。 

  先ほどのご質問なんですけれども、海女ＶＲのことを例に取ってお話しいたしますと、こちら一緒に担当し

ておりました本気の大人が地域おこし協力隊の上田茉利子さんになりまして、上田茉利子さんが撮った海での

映像を使ってＶＲを編集しております。この方なんですけれども、東京から、一度きりの人生、海の近くで暮

らしたいということでこちらのほうに来まして、海女を目指して来たということなんですけれども、その本気

度に触れまして、生徒が気づいたことというのが、鳥羽ならではの海の豊かさは海女さんがいることであると

いうふうに気づいたこと、そのことによって、最初は受け身であった授業もだんだん自主的に始めまして、最

後は今年の１月、東京のほうの三重テラスとあと、海の博物館で同時に記者発表が行われたんですが、そのと

きの進行・司会、そちらもすばらしく堂々としたものだったと思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 河村さんが一般質問でも強調されたように、海女さんに非常に力を入れてみえます。そういう

新しい高校生の息吹というのを感じると、僕も非常にうれしいです。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 応援ということで。 

○戸上 健委員 はい。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 関連で、その予算額１５万２,０００円、もともと、決算の額が１１万７,０００円というとこ

ろなんですけれども、特筆すべきところというのは、ＶＲのところもまちあるきマップを作る予算をかけない

で、中で高校生たちと何ができるかということをやってもらったというのは、非常にすばらしいことだったな

と思うんです。またそのまちあるきマップができて、そのマップを次見えたお客さんに対して、案内のマップ

に使うという次の展開にも企画しっかりつなげてくれているし、このＶＲに関しては、上田茉利子さんの前の

職場の人脈でこういったことも実現しておる。本来ならもっと予算をつけてたくさんやらないかんところ、た

くさん予算をつけないかんようなところを、予算以上のことを企画と会員さんと高校生たちとタッグを組んで
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上手にやってくれたというところは、もっとこの企画というのは自慢してもいいのではないのかなと、私自身

は思うんですけれども、一応ご紹介まで。企画さんが遠慮していたんで、私のほうから紹介しましたけれども、

以上です。 

○浜口一利委員長 これも応援のメッセージということで。 

  他にございませんか。 

（「ほかでも」の声あり） 

○浜口一利委員長 ほかで結構です。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、１ページだけ戻っていただきまして、５３ページの下の過疎及び辺地対策事業で、

これ２２年度に過疎地域へ指定されて以降とあります。過疎地域自立促進連盟及び三重県ふるさと振興協議会

と連携し、過疎地域の振興及び法令の延長等の要望活動に取り組みましたとありますけれども、これ具体的に

どういったところへどういう内容の要望をされましたでしょうか。 

○浜口一利委員長 高浪副参事。 

○高浪副参事 ここに書かせていただきましたふるさと振興協議会などと一緒に、総務省の方を講師に招いて勉

強会をさせていただいたり、あと三重県選出の国会議員の方と交流会、首長が交流会をさせていただいたりと

か、あと総務省のほうへ首長たちが要望書を持って実際に回るという活動をさせていただいております。特に

最近では、要望の内容がやはり過疎のもう切れてしまうというところですので、延長をとにかく呼びかけると

いうことを中心にやっております。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 これ過疎法、この令和３年３月で期限切れとなります。よかったですね、それで。延長に向け

て企画のほう一生懸命、要望活動に動いてもらっていますけれども、実際これ鳥羽市において過疎法が延長さ

れなかった場合、かなりの影響があるかと思うんです。それがやっぱりどうしてもこれは全国的にもそうです

けれども、ないといけないような状況があろうかと思いますので、これ一生懸命要望活動していただいていま

すけれども、こちら議会としても国への要望とかやっぱりこれはすべきだなというふうに思いますので、これ

はあくまでも議会のほうでも引き続きこういうふうな、今努力していただいていますけれども、引き続き今年

度も要望していただいて、私どももしっかりとやっていかないといけないかなというふうに思いますので。 

○浜口一利委員長 要望活動に今後また力を入れてくださいということですか。 

○濱口正久委員 入れてください、お願いします。 

○浜口一利委員長 他に質問ございませんか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 ５４ページと５５ページにかけての地域おこし協力隊事業、これまとめてという形になります

けれども、いずれもすばらしい取組といいますか、積極的にいろいろと活動していただいて、成果もそれぞれ

が挙げていただいておるなというふうなところは見させていただいて思うんですけれども、今年度の予算書の

ところで、例えばなかまちさんですと、地域への移住者や起業希望者の増加を図りますというようなところが

目的で書いてありまして、もう一個、石鏡町でいいますと、海女や漁村の暮らしに憧れる移住者の受入れを促
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進させますというところが目的で書かれているんですけれども、今回の成果のほうではちょっとそこには触れ

られていないのかなというふうに思うんで、その辺のところの成果というところ、ありましたらお願いします。 

○浜口一利委員長 家田係長。 

○家田係長 石鏡町のほうから申し上げますと、こちら海女の暮らしに憧れるということで、昨年度、新たな地

域おこし協力隊として１０月に着任してきた方がいるんですけれども、そこの話を聞いたところ、先輩の海女

さんがいるということ、あと先輩の現役の協力隊員、あと協力隊のＯＧがいるということで、すごく自然な感

じで石鏡に触れることができたということを聞いていまして、それも石鏡に着任するきっかけになったと伺っ

ております。 

  あと、なかまちのほうなんですけれども、こちら移住者や起業希望者ということで書かせていただいてある

んですけれども、昨年からなかまちにありますクボクリキッチンのほうで、花清水さんのちゃんぽんをしてい

るんですけれども、その方も移住者でして、その前年にそこでトライアルで夏に、来ていただいたということ

なんですけれども、そういう空気をつくっているのも一つの成果かなと思っております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  成果で書いてある以外にも、そういったところでも活躍されて、いい影響がまちのほうにも出ているのかな

というふうに、いろんな活動を通して見させてもらって感じているところでございます。 

  今現在、石鏡町の２名だけになって、現在、引き続き募集はしていただいておるかとは思うんですけれども、

積極的にこの制度を活用していただいて、そういう地域の要望等に沿って、入れられるところがあったらどん

どんと募集を積極的に展開していただきたいなというふうに思います。今後もぜひ積極的な活動の支援とその

辺はよろしくお願いをしたいなというふうに思います。 

  以上です。 

（「関連で」の声あり） 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 元年度の活動内容については、山本委員に触れていただいたんで、答弁もいただいたとおりや

と思うんですけれども、その答志島担当のところの五十嵐さんのところ、今年度の話もちょっと触れてくれて

あるんでお聞きしたいんですが、卒業後も答志島の定住支援員としてというところで書いてもらっているんで、

具体的にどういう活動をしていただいているか、ご紹介していただけますか。 

○浜口一利委員長 家田係長。 

○家田係長 現在の活動でよろしいでしょうか。 

○河村 孝委員 はい。 

○家田係長 すみません、引き続き残っていただいているということで、定住支援員という制度があるんですけ

れども、こちらのほう移住希望者の現地案内であったり相談、あと答志和具のほうに移住体験住宅があります

ので、そちらの管理等を主にしていただくことになるんですけれども、それと五十嵐さんは、引き続きまして、

ＳＮＳ等を通じまして答志の魅力を発信していただいているのと、とばぐらしのフェイスブックでも引き続き
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情報発信していただいているということで、コロナ禍においてなかなか観光客、移住希望者等が現地へ訪れる

ことができない中で情報発信していただいているのは、大変ありがたいことだと思っております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 受入れに関しては、そういったところがこの移住・定住の事業に関してはすごく大事だと私は

思うんです。石鏡の場合でも、先輩の隊員が新人の隊員さんを企画の担当と一緒に提案をしてやってくれたり

だとか、今、答志担当の五十嵐さんがこの元年度で終わったけれども、この今年度からそうやって定住支援員

として活躍してくれているというのは、物すごく大事な部分で、また議員間討論で後で触れますけれども、せ

っかく来ていただいた良きスキルを持っておる人材を、４年目以降も隊員の期間が終わっても、４年目以降も

どうやってそのスキルを生かして鳥羽市のために積極参加してもらうかと、鳥羽市の事業に積極参加してもら

うということはすごく大事なところで、今回それが一つのきっかけになるのかなというふうに私は考えていま

す。 

  詳しい話はまた議員間討論の中でさせていただきたいなと思うんですけれども、後ほどその辺の話を提案さ

せていただきたいなと思います。 

○浜口一利委員長 次につながるような提案を期待していますので。 

  他にございませんか。 

（「関連で」の声あり） 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 今も河村委員にいろんなことを言っていただきました。協力隊の中で、五十嵐さんそのままも

う住んでいただいておりますけれども、さらに言うと結婚されて、そこに旦那さんと一緒に住所を移して、そ

ういう地域にとっても若い世代が協力隊に来ていただいて、地域のためになるということはもちろんですけれ

ども、そこに住んで定住していただくということは非常に大きな意味もあると思いますので、これは先ほど言

っていただきましたので、そこには触れませんけれども、そういうところも積極的にＰＲをしていただきたい

なというのと、今、引き続いて出ましたけれども、定住支援員のところで、今やっていただいております内容

については、河村委員が今触れていただきましたので、非常に私も地元が人が紹介するよりも、そういった

方々が新しい移住者に向けて相談することの意義というのは非常に大事だというふうに思いますけれども、こ

れ５７ページにもありますけれども、移っていってよろしいでしょうか。人の移住相談事業の中に…… 

○浜口一利委員長 質問に移ってください。 

○濱口正久委員 定住支援員が３名とありますけれども、これ和具以外にあと２名というのは、どこでどういう

ような方がおりますでしょうか。 

○浜口一利委員長 家田係長。 

○家田係長 和具以外ですと、石鏡町と、あと中之郷のほうにお願いしております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 
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  そういうふうな形で、恐らく協力隊の方が関わっていただいているわけではないでしょうか。 

○浜口一利委員長 家田係長。 

○家田係長 現在、石鏡町のほうが町内会長、中之郷のほうも町内会長にお願いしておりまして、まだ協力隊の

方というのは、五十嵐さんが初めてです。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 先ほど河村委員も言われましたけれども、その後の体制としても一つの定住支援員としてやっ

ていただくことも可能かというふうに、私も意義もあると思いますので、その後も、協力隊の任期の後のこと

も含めて、またそういうふうなことも検討していただければなというふうに思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 関連なかったですか、よかったですかね、別のところになりますけれども。 

○浜口一利委員長 いいですよ。 

○山本哲也委員 ５６ページ、移住・定住応援事業なんですけれども、都市部での相談会への参加等々をしてい

ただいておるというところで、何点か聞かせていただきたいんですけれども、まずその都市部での相談会での

実績は、毎回ブースを訪れてくれた方のカルテですとか、そんなんも持っていただいておるかと思うんですけ

れども、新規でどれぐらいの方が来られたとかそこの実績と、その移住・定住促進情報の発信業務で、これ近

鉄で車内広告打っていただいていますけれども、それらの反応ですとか、広告掲載した分の反応や効果、その

辺が分かっている部分あればお願いします。 

○浜口一利委員長 家田係長。 

○家田係長 まず、相談会の人数のほうからお伝えします。 

  都市部での相談会、計７回行っておりまして、ちょっとこちらのほうはリピーターを含めてなので、延べ人

数で申し上げると４９組６８名になっております。直接お電話いただいたり、こちらを訪れている方もいらっ

しゃいますので、昨年の新規の相談件数といたしましては７３件ありました。 

  続きまして、近鉄の車内広告ポスターの件なんですけれども、こちら近鉄のドア横のほうにポスターが貼っ

てありまして、結構目立つところに、１月から３月まで、お正月とかで人が乗るような時期になっております。

私ちょっと東京のほうで、昨年行ったときに、あれいつも楽しみにしているという津出身の東京の方が見えま

して、いろんなことが書いてあって面白いとか言っていただけるので、反応は都会の方でもあるのかなという

のと、あとこちらのほうに定住応援事業奨励金の関係で受付事務をしているときも、あれを見て鳥羽に決めた

とかそういう意見もありますので、一定の効果はあるものと思っております。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  我々も回帰支援センターへ行って、その今の移住・定住の流れですとか、そういったところをいろいろ聞か

せていただくと、決して鳥羽からするとプラスで捉えることというのがなかなか難しいような状況にもなって
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きておるのかなというところもありまして、その辺の新規の相談件数ですとか、地方への移住の流れとかとい

う部分が大変ちょっと気になっておりまして、そういった中でもそれだけブースを訪れてくれる方、何回も来

て新たな情報を取ろうとしている方とかというのがまだ見えるんやなというところで、そういったところは大

事にしていただいて、受け入れる側の地域とのそういったところのコーディネートとかというのも大変重要に

なってくるかと思いますので、受入態勢とともに、引き続きこういう情報発信ですとかブースでの対応という

のはやっていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

関連で、どうぞ。 

○濱口正久委員 同じく移住・定住応援事業のところの奨励金のこの住宅取得のところなんですけれども、実績

が今これ２７件というふうに書いていただいております。申込者数も実績数と同数でよろしいんでしょうか。

それともどれぐらい申込者があったんでしょうか。 

○浜口一利委員長 家田係長。 

○家田係長 同数です。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 分かりました。 

  これ同数でちょうどの数字になったような感じか、申込み。 

○浜口一利委員長 家田係長。 

○家田係長 すみません、申込みと奨励金を出した数は同じになっています。却下した方はおりません。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 漏れはないということでよろしいんですね。 

○浜口一利委員長 家田係長。 

○家田係長 漏れがないように、税務課のほうで家屋調査に行くとき等もチラシを配っていただいたり、そうい

う努力はしておりますので、漏れはないようにしております。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 これ予算のところでも拡充で、議会のほうでも拡充要望されたところやと思いますけれども、

これ漏れがないように調整していただいたということは、大体ほぼほぼ予算と同じような額に収まっています。

多分調整等々あったわけではないのかなと思うんですけれども、あったのかなと思うんですけれども、どうな

んでしょうか。調整していただいたのかな、次年度にというのは、そんなことはないですね。そのままで申込

みで、分かりました。ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

○濱口正久委員 いいです。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  次の質問でもよろしいので、５８ページまでよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、次に、５８ページ下段、２款総務費、項５統計調査
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費、目１統計調査総務費から６１ページ、１２款諸支出金、目１交通事業費までの範囲でご質疑はございませ

んか、最後まで。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 戸上委員、よろしいですか。 

○戸上 健委員 大丈夫です。 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、企画財政課の審査を終わりまして、定期船課所管の

一般会計の事業、交通事業費について審査を行います。 

  担当課長の説明を求めます。 

  定期船課長。 

○世古定期船課長 定期船課、世古です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、地域交通事業につきまして説明をさせていただきます。 

  決算成果説明書は３０５ページと３０６ページを、決算に関する説明書は６７ページと６８ページです。 

  それでは、決算成果説明書３０５ページをご覧ください。 

  地域交通事業といたしまして、本市の運営するコミュニティバス（かもめバス）を市内５路線で運行いたし

ました。 

  令和元年度におけますかもめバス乗車人員の合計は１９万５,６７６人、運賃収入は４,３６９万

５,６４４円となりました。この内容につきましては、さきに提出をしています資料で説明をさせていただき

たいと思います。 

  マリンターミナルから中之郷桟橋間のかもめバス乗車乗継割引券につきましては、前年度比約１４.５％の

増、回数券につきましては、約４％の増となりましたけれども、定期券につきましては、約３％の減となりま

した。 

  新たに実施しました事業につきましては、利用者の方から時刻表の文字が小さく見にくいという意見等があ

りましたので、高齢者の方にも見やすいように、時刻や文字を大きくした時刻表に刷新いたしました。また、

かもめバスの各割引制度、本市のコミュニティ交通システム路線図、バスの乗り方及び運転免許証自主返納制

度支援のほか、観光用のイラストマップに各路線のバス停を図示したかもめバス路線案内を作成しました。 

  なお、昨年度から開始しました運転免許証自主返納支援者制度につきましては、３１名の方に６か月間のバ

ス無料利用券を交付しました。 

  予算を伴わない事業につきましては、鳥羽高校と地域団体が連携した公共交通を利用した高校生発想の旅行

企画や手作りの旅行パンフレット作成の取組について支援を行いました。残念ながら、新型コロナウイルスの

影響によりまして、年度内に完成することができませんでしたけれども、商品化に向け、引き続き支援を行っ

ていきたいと思います。 

  では、決算状況の説明の前に、かもめバスの利用状況について、事前に提出をさせていただいておりますか

もめバス利用状況統計を基に概要を説明させていただきます。 

○浜口一利委員長 お願いします。 



－48－ 

○世古定期船課長 まず、１ページ目の①乗車人員の表になります。 

  表右下の合計欄をご覧ください。 

  令和元年度の乗車人員の合計は１９万５,６７６人で、前年度と比較しますと２万１,４５５人減少の９０％

となりました。 

  また、②運賃収入につきましては４,３６９万５,０００円で、前年度比２２１万円減の９５％となりました。 

  ①、②の表から見える令和元年度の動向につきましては、人口減少及び少子高齢化が進行する中、新型コロ

ナウイルスの影響により乗車人員、運賃収入共に減少をしています。 

  次に、③路線別乗車人員Ⅰ、④路線別乗車人員Ⅱです。 

  ③の表は、路線別乗車人員を年度別に表したもの、次ページの④は月別に表したものになります。 

  ③、④の表から見える令和元年度の動向といたしましては、各路線共に前年度に比べ減少をしております。

その中でも減少率が多かったのが鳥羽～国崎線で、前年度比８２％、次いで鳥羽～小浜小学校線で８３％とな

りました。月別でも見るために、２ページ目の④路線別乗車人員Ⅱの（４）鳥羽～国崎線をご覧ください。 

  乗車人員はおおむね前年度比８０％台で推移している月が多くなっております。この路線は、相差の石神さ

んへ参拝する観光客の方で乗車人員が増加してきた経緯がありました。しかし、令和元年の観光統計資料では、

前年度比約２,６００人減の約２０万９,０００人でした。最寄りのバス停の乗降者数も減少していますことか

ら、このことが乗車人員の減少に少なからず影響していることがうかがえます。 

  （３）の鳥羽～小浜小学校線をご覧ください。 

  乗車人員は、おおむね前年比約９０％台で推移しております。この路線の主な利用者は、鳥羽小学校へ通学

する児童の皆さんです。減少した主な要因は、鳥羽小学校へ通学する児童が３名減少したことによるものです。 

  令和元年度におけますかもめバス全体の利用状況の総括としましては、本市の人口減少、少子高齢化が進む

中、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う臨時休校措置や外出自粛の影響もありまして、かもめバス利

用者は減少をしております。 

  今後も運転免許証自主返納者支援制度をはじめ、安心・安全に利用できる身近な交通機関であることを周知

しまして、利用者の確保に取り組んでいきたいと考えております。 

  それでは、決算成果説明書３０５ページ、３０６ページに戻りまして、交通事業の決算状況について説明を

させていただきます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目１６交通事業費です。 

  事業区分１地域交通事業は、予算現額８,９３４万５,０００円に対し、決算額は８,３４９万円でした。翌

年度への繰越額はありません。 

  令和元年度の事業は、かもめバスの運行をはじめ、公共交通の利用促進について考える懇談会を開催し、鳥

羽高校生が考案している旅行企画や高齢者にも見やすい時刻表について意見交換等を行いました。また、かね

てからの要望を受け準備を進めていました安楽島苑団地前にバス停を新設し、かもめバスの利用促進に努めま

した。 

  主な経費は、かもめバスの運行に関する経費、鳥羽市路線バス運行委託料８,２１１万５,０００円、鳥羽市

コミュニティ交通システムネットワーク変更業務３９万３,０００円のほか、かもめバス時刻表及びかもめバ
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ス路線案内図高齢者向け時刻表の印刷製本費合わせて３９万３,０００円を支出しました。 

  前年度と比較しますと、１１１万３,０００円の減額となりました。主な増減理由につきましては、鳥羽市

市営路線バス運行委託料で９１万６,０００円増額したものの、バス開設業務委託料８６万１,０００円及び交

通案内システムの劣化に伴うプログラム変更委託料１０８万円が皆減したことによるものです。 

  その他につきましては、前年度と大きな変動はございません。 

  最後に、不用額の説明をさせていただきます。 

  決算に関する説明書の６７ページ、６８ページをご覧ください。 

  節における１００万円を超える不用額につきましては、２款総務費、１項総務管理費、目１６交通事業費、

節１３委託料５５５万５,０００円の１件となりました。主な要因は、ダイヤ改正が実施された場合に執行す

る予定でありましたバス停等の時刻表改修等に関する予算１６４万１,０００円が未執行になったこと、バス

事業者に交付される地域公共交通確保維持改善事業費補助金が４８８万４,０００円の増額となりましたので、

バス運行委託料が３９１万３,０００円減額となったことによるものです。 

  以上、交通事業の決算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○浜口一利委員長 説明が終わりました。 

  概要部分も含め、事業全体でのご質疑はございませんか。 

  坂倉委員。 

○坂倉広子委員 このせっかくの定期船課さんと企画財政課さんがいらっしゃるので、先ほど聞かせていただい

ていたときに、地域おこし協力隊でＶＲ作っていただいて、鳥羽の外に向けた発信をしていただいているんで

すけれども、この中に対する発信というのが、やはり少し市民の皆さんに通じているというところはあまり聞

かないものですから、せっかくこうやってやってくださっているので、定期船課でそういう作った映像を流さ

れたりとか、そういうふうな打合せとか全くなかったんでしょうか。 

○浜口一利委員長 バス事業について。 

○坂倉広子委員 定期船課さんは映像を流していますよね、船の中で、海女さんが何か料理をされたりとか。 

○浜口一利委員長 地域交通事業について、市民に発信しているような事例があれば。 

  定期船課長。 

○世古定期船課長 企画財政課とは、地域公共交通会議等で連携をしていますので、これから策定を予定します

公共交通の計画も、企画財政課をはじめ関係機関と連携をして取り組んでいるところです。 

  発信につきましては、バスはバスの乗り方教室というのを開催をこれまで老人クラブの方を中心に行ってき

ました。ただいまこういうコロナ禍でありますので、開催ができていませんけれども、多分その開催していろ

いろ割引の制度であったりとか、運転のこの自主返納の支援制度等を周知させてもらっていますので、それが

徐々に効果が、少しではありますけれども、先ほど言わせてもらいました回数券であったりとかというのは増

えていますので、そういったところを徐々に成果というのが少しずつ出てきているんではないかなというふう

には感じています。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

○坂倉広子委員 せっかくこういうふうにして、先ほど答弁いただきましたので、成果も表れているんではない
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かということなので、もう一歩踏み込んだ、せっかくこういうふうな地域おこし協力隊の方がいい映像を作っ

てくださっているんでしたら、私はそういうふうなところの周遊券も使って、宿泊のお客さんが来ていただけ

る、コロナ禍ということで今は制限されておりますけれども、そういうふうな観光にも結びつないでくるんで

はないかなと思って、そのようなことを言わせていただきました。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 かもめバスの発信もよろしくお願いします。 

  他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩します。 

（午後 １時３７分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時４３分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、総務課の決算成果について、総務課長及び担当副参事の説明を求めます。 

  総務課長。 

○中村総務課長 総務課長、中村です。よろしくお願いします。 

  成果説明書は６２ページから９０ページ、決算に関する説明書は４７ページから６８ページでございます。 

  まず、決算成果説明書の６２ページをお願いします。 

  総括について、ポイントに絞って説明をさせていただきます。 

  まず、防災ですけれども、市防災訓練、自主防災組織に対する活動助成、各町内会自治会が実施する津波避

難路整備事業、自主防災倉庫等整備事業の助成、ブロック塀等の撤去費用の補助などを実施しております。 

  危機管理業務としましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、情報収集・発信、庁内感染予防対策、

関係機関等との連絡調整、対策本部の運営などを業務として当たりました。 

  市政運営におきましては、市議会等との調整、渉外活動、広報等の発行、ホームページ・ケーブルテレビ等

において行政情報の発信に努めました。 

  内部事務としましては、人事・健康管理等職員の資質向上、庁舎等の維持管理、契約事務、情報管理等行政

事務の多岐にわたる各課の下支えを行いました。 

  財産管理としましては、普通財産の保全、遊休未利用地の有効活用のほか、菅島採石場に関する対応、緑化

工の推進を図りました。 

  新たに実施した事業としましては、市民文化会館事務所棟のトイレを和式から洋式へ改修し、出入口をバリ

アフリー化しました。また、同報系防災行政無線のデジタル化に向けた工事の実施設計を行いました。 

  予算執行を伴わない事業としましては、株式会社ゼンリンと協定を締結し、洪水と津波のハザードマップを

作成して、市内全域に配付するとともに、台風等の災害発生に備えて、いつ誰が何をするかに着目し、タイム

ラインの作成、それから新たに導入された警戒レベルへの対応と市民への周知の徹底を図りました。 

  防犯対策におきましては、専門家をお招きし、子供を守るために地域の危機察知能力を高める講演会を開催
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しました。 

  総括としましては、以上でございますが、総務課長１年生としまして、少しだけ１年間の所管を述べさせて

いただきたいと思います。 

  総務課の仕事は大変地味な仕事ですけれども、人事、渉外、それから法令、議会対応、契約、情報管理、選

挙、防災全ての部署に関わる重要な業務を担当しております。また、他の課に属さない仕事、あるいは代表電

話も預かっておりますので、様々な問合せであったり、クレーム対応であったり、そういった業務もございま

す。電話で１時間以上対応することもございます。若手職員がそれを丁寧に相手が納得するまで対応する姿を

見て感心させていただきました。私の若い時代は、そこまで対応は恐らくしていなかったなと思いますので、

本当に今の若い職員が一生懸命頑張っているなというふうに思っております。 

  こういった多種多様な裏方の仕事を総務課一人一人が一生懸命取り組んできたおかげで、１年間を乗り切ら

せていただきました。引き続き、職員一丸となって取り組んでいきたいと思っております。 

  それから、短い期間でしたけれども、総務課職員として精いっぱい尽力いただきました松村副参事に対しま

して、感謝とそれから哀悼の意を表したいと思います。 

  それでは、項目順に説明をさせていただきます。 

  決算成果説明書６３ページをお願いします。 

  項１総務管理費、目１一般管理費の予算現額は５億１,５３５万６,０００円で、決算額は５億４２１万

５,０００円でございます。事業管理区分１総務給与等管理費は４億８,３８４万円となっております。 

  主な事業について説明をさせていただきます。 

  給与等管理業務の予算現額は４億８,８５２万５,０００円、決算額は４億８,００５万３,０００円となって

おります。 

  内容は、特別職２名と一般職員４４名分の人件費でございます。昨年度と比較すると２名の増員となってお

り、企画経営室への増員によるものです。 

  職員数の増員に伴い、給料、職員手当及び共済費が増加したものの、退職手当については、定年退職者３名、

普通退職者１１名と昨年度より少なかったことから、昨年度と比較すると職員手当全体で１億８,２７２万

２,０００円の減少となっております。 

  主な経費、職員数及び平均給与月額、給与改定の概要は、記載のとおりでございます。 

  次に、職員健康管理業務の予算現額は３９１万５,０００円で、決算額は３７８万７,０００円でございます。 

  ６３ページから６５ページにかけて記載をしております。 

  内容は、健康診断に併せてストレスチェックを実施したほか、職員のメンタル不調を未然に防ぐため、メン

タルヘルス研修やカウンセリングを実施しました。 

  主な経費、健康診断結果等は、記載のとおりでございます。 

  ６５ページをお願いします。 

  事業区分２秘書管理費ですが、決算額は２２９万７,０００円となっております。 

  主な事業として、渉外事業で、市長、副市長の効果的な職務環境を整えつつ、国・県・市民等をはじめ各種

機関との渉外活動を行い、市政を円滑に遂行しました。また、市内活動行事などへの出席や姉妹都市をはじめ
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とした海外からの客人のおもてなしなど交流活動を行いました。 

  主な経費は、記載のとおりでございます。 

  ６６ページをお願いします。 

  事業区分４総務管理費の決算額は１,５５９万４,０００円でございます。 

  行政管理事務におきましては、議案の作成、調整会議や課長会議等の開催、文書の収発並びに庁内共有高速

印刷機の使用を推進し、円滑な行政運営を図りました。 

  また、経年劣化に伴い、公用車、文書収発用ですけれども、買換えました。 

  法規管理事務につきましては、追録図書を廃止し、ウェブ検索サービスへの移行による経費削減を行いまし

た。その他は昨年同様でございます。 

  ６７ページをお願いします。 

  事業区分５情報公開等経費の決算額はございません。 

  鳥羽市情報公開審査会、鳥羽市個人情報保護審査会、鳥羽市行政不服審査会共に、不服審査及び審査請求が

なかったことから、執行額はございません。 

  ６８ページをお願いします。 

  事業区分６人事管理経費の決算額は２４０万９,０００円でございます。 

  人事管理業務として、９月から１１月にかけて、令和２年度職員採用試験を実施しました。一般事務職で障

がい者対象の採用を行ったほか、応募がなかった職種等については、順次、２次募集、３次募集、４次募集を

行い、２月には５月採用として募集を行いました。また、主任介護支援専門員等の一部職種については、令和

元年度途中の採用として、６月採用募集をはじめ８回の募集を行っております。 

  採用試験実施状況、職員数の内訳、職員の異動状況については、記載のとおりでございます。 

  ６９ページをお願いします。 

  研修事業としましては、三重県市町総合事務組合が開催する職種研修や講師を招いての庁内研修を実施する

など、職員の資質向上に取り組みました。また、先進地視察などの専門研修を引き続き実施し、企画財政課が

主催した財政研修や市民課主催による協働推進のための職員研修、熊野市職員を講師とした研修、顧問弁護士

による法務研修などを実施しました。 

  各研修の実施状況は、記載のとおりでございます。 

  ７１ページをお願いします。 

  事業区分８友好都市提携事業の決算額は７万５,０００円でございます。 

  三田市との人事交流を実施し、組織の活性化及び職員の育成に努めました。本年は農水商工課、環境課職員

が短期研修を行いました。内容は記載のとおりでございます。 

  次に、目２文書広報費の予算現額は１,４４１万４,０００円で、決算額は１,４２５万７,０００円でござい

ます。 

  文書広報事業は、前年度とほぼ変わりございませんが、有料広告を暮らしの情報ページに掲載し、８２万円

の収入を得ることができました。 

  ７２ページをお願いします。 
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  次に、目５財産管理費の予算現額は１,９１９万１,０００円で、決算額は１,７５５万２,０００円でござい

ます。 

  事業区分１庁舎維持管理経費の決算額は９２６万８,０００円でございます。前年度決算額３,９７３万

５,０００円との差額につきましては、一昨年度、本庁舎の浄化槽を取替え、来客駐車場等の整備を行ってお

り、その整備費用が皆減となったものでありまして、その他は前年同様の経費でございます。 

  事業区分２財産管理経費の決算額は８２８万４,０００円でございます。 

  市有財産管理業務の予算現額は７５５万３,０００円、決算額は７１５万８,０００円でございます。 

  市有財産の管理や処分を適正に行うとともに、自主財源を確保するため、普通財産の貸付けや売払いに取り

組みました。 

  決算成果説明書のこの項で、１件決算誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。 

  ７３ページの中段のところ、表になっているところですけれども、普通財産の売払いの表の中で、所在地が

相差町字大坂と記載しておりますが、畔蛸町字大坂の間違えでございます。大変申し訳ありません。おわび申

し上げます。訂正のほうをよろしくお願いいたします。 

  普通財産の貸付けは、昨年度より９７万円増、普通財産の売払いは有給未利用地を売払い、２５１万

５,０００円の売払収入を得ました。その他は昨年同様でございます。 

  ７４ページをお願いします。 

  菅島採石場につきましては、菅島採石場緑化協定書に基づき、採石事業者により緑化工事が行われました。

大山地区は、標高７０・５０メートルラインにおきまして、補植工が必要と判断した箇所にアキグミほか５種

類の苗木３１１本を植栽しました。また、標高７０メートルラインにおいて、アカメガシワほか５種類の種を

播種しております。東山地区は、標高５０メートルから７０メートルラインにケンタッキーブルーグラスほか

８種類の種子吹きつけ等を行い、標高５０メートルから６０メートル、１６０メートルにおいて補植工が必要

と判断した箇所に松ほか２種２１本を補植しております。 

  また、菅島採石場の緑化工の推進を図るため、令和元年度は菅島採石場緑化監視委員会を２回開催しました。

１回目においては令和元年度の緑化計画について、２回目は現地視察を行い、緑化工の状況について議論をい

たしました。 

  裁判対応としまして、菅島町内会から提訴されている裁判対応を行いました。元年度は５回の口頭弁論が行

われ、現在も継続中ですが、引き続き司法の場において市の正当性を主張していきます。 

  ７５ページをお願いします。 

  入札契約事務事業の決算額は１１２万６,０００円でございます。 

  市が行う建設工事等の入札等を担当部署から受託し、適正に執行するとともに、実務的な指導助言を行いま

した。また、専門的な知識が要求される大規模な建設工事の検査業務について、業務委託により公益財団法人

三重県建設技術センターから技術支援を得て、適正に検査業務を行いました。 

  入札制度の改正につきまして、建設工事や委託業務の品質の確保を図るため、鳥羽市建設工事等最低制限価

格取扱要綱を改正し、令和元年１０月から最低制限価格について算出式を見直すとともに、設定範囲の上限を

撤廃しました。また、建設業者の資金繰りの改善や建設工事の品質確保を図るため、工事等に要する経費の前
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金払いの取扱要綱を改正し、令和２年４月から中間前払金制度を導入することとしました。 

  入札実施状況等につきましては、記載のとおりでございます。 

  ７７ページの下段をお願いします。 

  目８公平委員会会費の予算現額は２７万３,０００円で、決算額は２３万８,０００円でございます。 

  公平委員会運営業務につきましては、前年と変わりございません。 

  続いて、防災副参事から。 

○浜口一利委員長 奥村副参事。 

○奥村副参事 防災、奥村です。よろしくお願いいたします。 

  決算成果説明書７８ページ、引き続きお願いいたします。決算に関する説明書は５９ページから６２ページ

でございます。 

  目１０防犯対策費は、事業区分１の防犯対策推進事業の１事業で、予算現額２４７万１,０００円、決算額

２４５万５,０００円でございます。 

  決算額が前年度比で少なくなっておりますが、防犯灯のＬＥＤ化を進めるため、前年度予算を大幅に増額さ

せたことによるものでございます。令和元年度はそちらに記載のありますように、合計１０３か所の防犯灯を

新設または取替えいたしまして、令和元年度事業完了時点で、防犯灯のＬＥＤ化率は約４５％ほどとなってお

ります。 

○浜口一利委員長 総務課長。 

○中村総務課長 ７８ページから８０ページですが、目１１市民文化会館費の予算現額は５,７１１万

９,０００円、決算額は５,５４８万円となっております。 

  事業区分１市民文化会館運営管理経費ですが、元年度において、全階のトイレを和式から洋式へ改修し、ま

た出入口の段差も解消し、バリアフリー化としました。 

  市民文化会館が担ってきました芸術文化及び生涯学習の拠点機能を令和２年１０月から市民体育館へ移転す

ることとなっております。現在、鳥羽市役所西庁舎として活用していくための準備を進めているところです。 

○浜口一利委員長 奥村副参事。 

○奥村副参事 続きまして、８０ページをお願いいたします。 

  目１３防災対策費は、予算現額４,０７１万２,０００円、決算額３,４２５万９,０００円です。 

  ８１ページ下段をお願いいたします。 

  地震対策推進事業は、予算現額６５６万円、決算額５６７万６,０００円で、決算額が前年度比で少なくな

っております理由は、正職員が増員となりましたため、臨時職員の雇用がなくなったことによるものでござい

ます。 

  続きまして、８２ページのほうに各補助金等の内訳がございます。新設の補助等はなく、各地域の地震・津

波対策を推進いたしました。 

  続きまして、８２ページ、８３ページ、防災資機材等整備事業は、予算現額２５４万４,０００円、決算額

２３４万４,０００円で、こちらも決算額が前年度比で少なくなっております理由は、予算の精査によるもの

でございます。 
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  昨年度の備蓄物資でございますが、消耗品としまして液体ミルク１９２本、粉ミルク１,５３８本を購入い

たしまして、備品としましても、カセットガス式自家用発電機２２セットを購入いたしました。 

  なお、決算ですので、備蓄物資の充足率等をご説明するのが本来かと思うのですが、９月４日に全員協議会

におきまして、地区別の避難者数ですとか要配慮者の旅館・ホテルへの誘導についてご説明をさせていただき

ました。シミュレーションを行ったことと、大規模災害時に食事と寝具のそろっている旅館・ホテルを活用で

きるようになったことによりまして、現在、備蓄計画の見直しを行っております。今後、予算案の説明等で改

めてお伝えできればと思っておりますので、ご承知おきいただきますようにお願いいたします。 

  続きまして、８３ページ中段、自主防災組織等支援事業は、予算額２４万円、決算額１９万９,０００円で

す。 

  こちらも決算額が前年度比で少なくなっておりますが、平成３０年度はコミュニティ助成事業に採択されま

した町内会があって、１４０万円の補助があったためでございます。 

  補助等の内容に変更はなく、炊き出し訓練等を行った町内会等８団体に対して助成を行い、災害時の共助の

推進を支援いたしました。 

  ８３ページ、８４ページにまたがります。 

  防災情報提供推進事業は、予算現額２,８２４万円、決算額２,３２３万４,０００円です。 

  前年度決算額と比較して、こちら増加しておりますけれども、８４ページの主な事業及び経費、委託料の一

番下のところでございます。同報系防災行政無線の実施設計を行いましたことで、防災無線デジタル化の施工

に向け、順調に設計を進めることができました。そのほか、増加の要因としまして、負担金及び補助金のとこ

ろで、津波を感知するＤＯＮＥＴに係る協力金を新たに負担しております。 

  続きまして、防災啓発活動推進事業は、予算現額２７万９,０００円、決算額１８万円でございます。 

  主な事業の１、市防災訓練としまして、１１月９日に訓練を実施しまして、延べ４,８４４名の参加がござ

いました。前年度より３００人程度増えておりますが、前年度は桃取町で国の訓練が別の日程でございまして、

桃取町の皆様がそちらへ参加されたということで、例年並みの数字かなというふうに思っております。 

  また、主な事業の３の避難所運営マニュアルの作成としまして、前年度に大明東町で地元用に作成したマニ

ュアルを二つの町内会に展開いたしましたほか、桃取町で独自マニュアルの作成に向けた取組を進めました。

避難所運営でより安定したお力添えを地元の方にいただけるようになってきておると感じております。 

  同じく８５ページ、事業区分２友好都市提携事業は、予算現額４万３,０００円でしたが、執行はございま

せんでした。 

  三田市防災訓練参加旅費を計上しておりましたが、お互いに協定市町が駆けつける訓練までは行わずに、通

信の訓練となりましたので、支出はございませんでした。 

  以上、防災対策費の説明でございます。 

○浜口一利委員長 総務課長。 

○中村総務課長 ８５ページ下段から９０ページの情報管理ですけれども、目１５情報管理の予算現額は１億

３４４万６,０００円で、決算額は１億３２４万４,０００円でございます。 

  事業区分１地域情報化推進事業の決算額は３１５万３,０００円でございます。 
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  ホームページ運用管理のシステムやとばメールの安定的な運用を行いました。そのほか、ホームページのフ

ラッシュ機能の変更、ファイアウォール等セキュリティー対策を実施しました。 

  表の中のとばメールの利用者数が一番多いのは、災害情報で４,８６０人となっており、以下、気象情報、

定期船運航情報の順に多くなっております。その他は記載のとおりでございます。 

  事業区分２庁内情報化推進事業の決算額は８,６００万８,０００円でございます。 

  庁内情報化推進事業の決算額は１,６６０万１,０００円でございます。 

  ＬＧＷＡＮ、三重県セキュリティークラウド、イントラ環境などの管理やファイルサーバー、グループウエ

アなどのシステム管理を行い、出先機関を含む庁内情報化に係る各種施策を適切に実施しました。 

  主な経費は記載のとおりで、前年度とほぼ変わりございません。 

  ８８ページをお願いします。 

  庁内ネットワークパソコン整備事業の決算額は１４７万４,０００円でございます。 

  パソコン１５台を購入しております。 

  総合住民情報システム事業の決算額は５,８０１万円でございます。 

  住民記録、税、福祉、児童、年金等に関する総合住民情報システムの運用・保守、クラウド利用等を行いま

した。 

  改元対応のシステム改修業務以外は、昨年同様でございます。 

  ８９ページをお願いします。 

  社会保障・税番号制度事業の決算額は９９２万３,０００円でございます。 

  社会保障・税番号制度において、全国の自治体等と情報連携を行うため、システムとネットワーク環境の維

持や保守を行いました。また、中間サーバー・プラットフォームが令和元年度から２年度にかけて次期システ

ムの構築が進められることから、その対応を行っており、前年度決算との差はこれによるものでございます。 

  ９０ページをお願いします。 

  事業区分３行政放送事業の決算額は１,４０８万３,０００円ございます。 

  行政放送事業は、前年度とほぼ変わりございません。 

  令和２年度におきましては、本年当初予算で説明させていただきましたとおり、テレビ広報とばを終了させ

ていただきます。 

  目１８諸費の予算現額は９７万８,０００円で、決算額は７８万５,０００円でございます。 

  弁護士報償経費は前年度と同様でございます。 

  最後に、各節において１００万円以上の不用額ということで説明をさせていただきます。 

  決算に関する説明書の４９、５０ページをお願いします。 

  目１一般管理費の節２給料における１２０万５,０００円は、普通退職による不用額です。 

  節３職員手当等における１５１万６,０００円については、各種手当の執行残でございます。 

  節４共済費における１３４万１,０００円の不用額及び節７賃金４５６万７,０００円の不用額は、代替職員

に係る賃金等の執行残でございます。 

  次に、６１、６２ページをお願いします。 
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  目１１市民文化会館費の節１１需用費における１２６万９,０００円の不用額につきましては、市民文化会

館運営管理経費の光熱水費の執行残が主なものでございます。 

○浜口一利委員長 奥村副参事。 

○奥村副参事 続きまして、６３、６４ページをお願いいたします。 

  目１３防災対策費の節１３委託料における４５４万５,０００円の不用額につきましては、防災行政無線デ

ジタル化工事の実施設計について、基本設計業務を受託している業者に引き続き実施設計を委託することで、

基本設計時の要点ですとか意図、そういったものを確実に反映させて設計業務を円滑に進行、管理をすること

ができ、費用面でも削減が果たせたものでございます。 

  以上でございます。 

○浜口一利委員長 総務課長。 

○中村総務課長 総務課の説明としましては以上でございます。よろしくご審議のほどよろしくお願いします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。 

  初めに、６３ページ、２款総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、事業区分１総合給与等管理費から

７１ページ上段、事業区分８友好都市提携事業の範囲でご質疑を受けたいと思います。 

  ６３ページからお願いします。範囲が広いですけれども、よろしくお願いします。 

  ございませんか。なかったら、次いくよ。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 ６９ページの研修についてお聞きしたいと思います。 

  これ私が一般質問で、地域共生社会を目指すに当たってというところで、熊野市の例を挙げて、熊野市職員

さんを招聘して、皆さん研修受けてもらったという内容で間違いないですかね。 

  これを受けて、具体的にその後、職員間で感想とか、こういったことが参考になったなというような、会議

見て出た話とかエピソードみたいなのがあれば紹介していただきたいんですけれども、あればですけれども、

いかがですかね。 

○浜口一利委員長 山本課長補佐。 

○山本課長補佐 人事担当の山本です。よろしくお願いします。 

  申し訳ありません。ただいまその研修復命書の資料等をお持ちしておりませんので、お答えできません。す

みません。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 直接地域共生や協働の内容だったと思うんです。僕も後ろのほうで話聞かせてもらいましたけ

れども、市長も途中で入ってきて、話聞いてもらいましたけれども、直接その事業を行うのが市民課と健康福

祉課なので、総務のほうは関係ないんですけれども、研修をせっかく開いてもらった、その研修をどうやって

事業に生かすのかというのが大事だと思うんで、その辺を職員間で、研修を受けてどういう話合いが行われた

というような感じで次につなげていただきたいなと思うんで、また後ほど思い出したりとか、その辺の資料が

あるんであれば、後ほど教えていただきたいなと思うんです。 
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○浜口一利委員長 総務課長。 

○中村総務課長 各研修ともそうなんですけれども、研修復命書というのに研修の所感とこの研修を受けて実務

にどう生かしていくかというのをそれぞれ書いていただいております。ただ、委員がご指摘のように、また改

めて集まってこの研修を振り返ってということはやっておりませんので、これ今後の参考にさせていただきま

す。 

○河村 孝委員 ありがとうございます。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点、お伺いします。 

  成果説明書６４ページ、職員健康管理業務についてお尋ねします。 

  年次有給休暇の取得率について、平均取得日数８.５日、０.８日減少しておると。これは、一般質問の市長

答弁でも改善していくというのがありました。また、今、働き方改革で、きちんと有給休暇ですから取るとい

うことになっております。もう公務員としては、職員としてはそれを率先しなきゃなりません。ところが、後

退しておるというのは、これ一体何ゆえなんでしょうか。 

○浜口一利委員長 山本課長補佐。 

○山本課長補佐 平成３１年のご指摘のように、平均取得日数は減少しております。具体的な要因までは、残念

ながらつかめておりません。年次有給休暇の取得につきましては、年度当初の課長会議等で有給休暇の取得促

進について、総務課長のほうより各所属長に伝えておるほか、様々な機会に取得してもらうよう声かけはして

おりますけれども、結果として下がってしまったということです。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 どこかに問題があるはずで、その問題を掘り下げてもらいたいというふうに思います。 

（「関連で」の声あり） 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 関連なんですけれども、これ取得率２２.９％で出していただいていますけれども、この数字

の弾き方というのは、年間２０日で繰り越して取れる、翌年度、最大４０日取れると思うんですけれども、そ

れを繰り越したのが分母になっての個人が持っておる消化できるマックス分の消化した日で２２.９という格

好なのか、日数的に多分そうなんでしょうけれども、１年に与えられる２０日間の消化率なのか、持っておる

分のあれなんか、ちょっと教えていただきたい。 

○浜口一利委員長 山本課長補佐。 

○山本課長補佐 前者のほうです。個人に与えられるその年の年給取得の限度日数が分母となりまして、取得し

た日数が分子となって計算しております。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 
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  ということはですけれども、これ仮に取得は本当はマックスを目指さなあかんのでしょうけれども、マック

ス目指していくと、仮に平均がこれ取得率が１００％になったとして、それぞれが取得日数が４０日近くなる

方も大半の方がほぼほぼ繰り越してそういう感じになっておるんかもしれんのですけれども、なったとして、

回るのかどうなのかというところですよね。目標設定の仕方というのが本当に１００％でいいのかどうかとい

う、与えられた権利とその実際の業務を遂行していく上でできるところというのが多分あるんじゃないかなと

思うんで、無理な設定とかというよりかは、より現実的に、体調に影響を及ぼさない程度に、しっかりと有給

を休めるときに取りながら、休めるときに休めるような工夫、何か数字だけ追いかけると上がった、下がった

というので一喜一憂せなあかんのかなと思うので、現実的に取れるところというところをしっかり設定してい

ただいて進めていっていただいたほうがいいのかなというふうに思うんですけれども、その辺の進め方とかと

いう部分は、今後どのように。 

○浜口一利委員長 山本課長補佐。 

○山本課長補佐 目標の設定なんですけれども、平成２８年度に計画を策定しました特定事業主行動計画におい

て目標数値を定めております。そのときは、平成２７年の有給休暇取得率が２０.５％でして、そこから令和

元年度の数値は３０.５％、５年後は３０.５％、１０％増を目指して計画のほうに掲げております。残念なが

ら、ちょっと目標には達成しなかったんですけれども、おおむね３０.５％を目標に今後も進めていきたいな

と考えております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 その辺、これ個人が持っておる分でやっちゃうと、多分１回その設定は多分難しくなってくる

んかなというふうに思いますけれども、１年間で与えられておる分やったら、これほぼ倍に近いぐらい、約半

数ぐらいは１年間に与えられておる分は取れておるというような格好なんかなとは思うんで、その辺が、それ

が多いのか、少ないのかというところになるんかなとは思うんですけれども、その辺で止めておきますけれど

も、上手にバランス取ってやっていただけたらなというふうに思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 実際の働き方に即した休暇の取り方ということが提案やな。そのことも含めて考えてくださ

い。 

  山本課長補佐。 

○山本課長補佐 答弁ではないんですけれども、ちょっと参考までに、平成３０年の勤務条件の調査というのが

全国でありまして、その調査の内容でいきますと、市区町村の平均で取得日数が平均１１日、都道府県を含め

た全団体の平均では１１.７日を取得している結果となっております。鳥羽市におきましても、できればそう

いった数字に近い日数を目指していきたいと考えております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 よろしいですね。 

  他にございませんか。 

（「戸上さん、途中でしたよね」の声あり） 
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○浜口一利委員長 関連でいたもので。関連がなかったら、戸上さん、どうぞ。 

○戸上 健委員 ２点目、６８ページ、人事管理業務についてお尋ねします。 

  一般事務職で障がい者対象の採用、これ４人受験者で１人採用しております。障がい者の法定雇用率、これ

は公務員としては２.５％になっておりますけれども、鳥羽市は身体、知的、精神それぞれどこまで来ていま

すでしょうか。 

○浜口一利委員長 山本課長補佐。 

○山本課長補佐 障がい者雇用率ですけれども、今年度の状況でいきますと２.５３％となっております。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 結構です。 

○浜口一利委員長 よろしいか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 研修のところで、６９ページで、河村委員が質問されたその続きなんですけれども、庁内研修

のことについてちょっとお尋ねいたします。 

  これは、全職員を対象とされたものの中で、ちょっと地域共生社会とかは最後のほうです。これ１４４人受

講者があるんですけれども、あとの業務連携向上研修とか、これ行政と地域をつなぐコーディネート研修に関

してとかは、ばらつきがあるんですけれども、これ何か理由があるんでしょうか。 

○浜口一利委員長 山本課長補佐。 

○山本課長補佐 受講対象職員のところの全職員というのは、受講できる職員がどなたなのかというところの割

り振りで書かせてもらっております。地域共生社会・とばびと活躍プロジェクトの職員研修の受講者数が多い

のは、できる限りの職員に受けていただくということで、研修の回数も多く設定しておりまして、これだけの

人数が受講できたという形となっております。 

  ちなみに、上から５段目の業務連携力向上研修につきましては、全職員を対象に申込みましたけれども、こ

の研修自体、半日の研修となっておりまして、回数がそこまで、地域共生と比べて研修の回数が少ないという

こともありまして、人数が少ないという結果になっております。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 恐らくこれそういうことやと思いますけれども、これ研修科目見ていますと、業務連携向上研

修とか行政と地域をつなぐコーディネート研修なんか重要じゃないかなというふうには思われるんですけれど

も、その内容とか、これ毎年やっておるのでこうなのか、それともそこまで踏み込んでいないのか、先ほどの

言うた説明なのかというのは、もう少し詳しく教えていただけますか。 

○浜口一利委員長 山本課長補佐。 

○山本課長補佐 ごめんなさい、答えになるか分かりませんけれども、募集の仕方によって人数というのが大き

く変動します。地域共生社会のほうは、そこのプロジェクトの職員が中心となって研修を実施しましたけれど

も、必ず全職員が１回受けてもらうように募集をしております。先ほどの業務連携力向上研修につきましては、

研修の内容としては、全職員が受けられるような内容で募集をしておりますけれども、会場の都合上、大勢を

一遍に入れることもできませんので、その業務の都合等もありまして、申出、募集をかけて、各職員が手を挙
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げてくるということで、必ず１回受けてくださいというような研修の募集をしていないということで、そこで

大きく差が出ているということです。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 分かりました。 

  今の説明で分かったんですけれども、今の優先順位でいくと、地域共生社会のところで研修が多く設定され

ているのかなというふうに思われますので、了解しました。ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 多分こういうことが聞きたかったんやと思うんですけれども、業務連携向上研修で３２しか出

ていないということで、業務連携なんで、多分皆さんが出て、どういう連携なんで、その辺やと思うんですけ

れども、その狙いの部分、３２人で伝わった研修になったのかどうかというところかなというふうに思います

けれども、その辺は。 

○浜口一利委員長 山本課長補佐。 

○山本課長補佐 業務連携力向上研修につきましては、個々の業務改善とかそういったものに取り組むスキルの

向上を目指してやっておりますので、全てに浸透するかというのは、お答えは難しいんですけれども、受けて

いただいた職員に関しては、そういったスキルの習得にはつながっていると思います。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 せっかくそういう研修をしていただいているんで、それを受けた方が受けていない方にどう伝

えるかとかというところもみそになってくるんかなと思うんで、ええ内容の研修やと思いますので、出ていな

い方に出た方がフォローしてあげるような仕組みとかという部分もつくってあげて欲しいなというふうに思い

ます。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「委員長、ごめん、これ何ページまででしたか」の声あり） 

○浜口一利委員長 ７１ページ、この友好都市提携事業まで、７１ページの上段までです。 

  よろしいですか、この範囲でございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ないようですので、次に、７１ページ下段、目２文書広報費から８０ページ上段、

目１１市民文化会館費までの範囲でご質疑はございませんか。７１から８０ページまで。 

  これも結構範囲が広いわけなんですけれども、７１、よろしいですか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 総務民生常任委員会で問題になりましたので、私からちょっとお聞きしておきますけれども、

７４ページ、市有財産管理業務の菅島採石場についてお聞きします。 

  令和５年３月末で緑化工と採石終結の期限です。あと２年半ということになります。この３１年度、令和元

年度の予算執行で順調に終結目指して来ているんでしょうか。 

○浜口一利委員長 寺田課長補佐。 
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○寺田課長補佐 総務課契約管財係、寺田です。よろしくお願いします。 

  まず、緑化のほうなんですけれども、緑化計画に基づいて、山の高いところから順次緑化を進めていただい

ております。緑化している場所については、ほぼ予定どおり進めていただいておりますけれども、見た目が

青々した山になっているというところの判断については、受け取られる方によって、進んでいると思われる方

と、そうでない方とおられるのが現状かなと思っております。 

  それから、採石につきましては、ちょっと進行は進んでいないというのが事実のところがあると思います。

現在いただいている数字では、令和元年度末の採石が１１％ほどだったと思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 戸上委員、１１％やって。 

  寺田課長補佐。 

○寺田課長補佐 すみません、ちょっと言い方、誤りました。 

  現在の採石契約が、平成２６年度に結んでいる分と、それから平成２８年度に結んでいる分があります。平

成２６年度のほうはほぼ１００％いっているかと思うんですけれども、１１％というのは、２８年度に結んだ

盤下げと言われている部分の進捗状況の数字です。すみません。 

○戸上 健委員 了解です。 

（「関連でよろしいか」の声あり） 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 その緑化の苗木をいろいろ研究して、着床率の高い苗木を選んでもらっておるとは思うんです

けれども、植えてもらって、それがちゃんと定着している率、何本中どれぐらい、しっかり何％、大体その辺

の数字というのは持っているんですかね。分かっていれば教えてください。 

○浜口一利委員長 寺田課長補佐。 

○寺田課長補佐 すみません、何％という数字は持っておりません。ただ、定着率が悪い部分もありますので、

新しい方法で植えられないかというようなことは、緑化の監視委員会のほうでもご意見としていただいており

ます。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 今これからその苗木の種類も含めて、もう少し検討して進めていくということでよろしいんで

すかね、分かりました。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  関連ございませんか、よろしいですか。 

  他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ないようですので、次に、８０ページ下段から８５ページ下段の目１３防災対策

費、事業区分２友好都市提携事業までの範囲でご質疑はございませんか。８０ページから８５までの友好都市

まで。地震対策事業、災害予防。 
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  戸上委員、よろしいですか。 

○戸上 健委員 ありません。 

○浜口一利委員長 他の委員もよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 ご質疑もないようですので、次に、８５ページ最下段、目１５情報管理費から９０ページ、

目１８諸費の範囲でご質疑はございませんか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 最後まで、９０ページまで、庁内ネットワーク。 

  なかなか質問が絞りにくいようなばかりなので、なし。 

  広子さん、よろしいですか。 

○坂倉広子委員 じゃ、デジタル化のちょっと説明がありましたですよね、防災の奥村…… 

○浜口一利委員長 デジタル化。 

○坂倉広子委員 はい。 

○浜口一利委員長 どこやろう。 

○坂倉広子委員 どこだったかな、金額のほうでだったかな、予算…… 

（「８４と違う」の声あり） 

○浜口一利委員長 いや、８５からと言っとるんだよ。 

○坂倉広子委員 防災情報提供推進事業のご説明があったと思うんですけれども…… 

（「そこ終わったん違うか」の声あり） 

○坂倉広子委員 これ終わったんですね、失礼いたしました。 

○浜口一利委員長 終わったそうです。８６からです。 

○坂倉広子委員 ８６からですよね。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

○坂倉広子委員 委員長、ちょっと若干心配なことがあるんですけれども、その防災放送がこの間もとばメール

のほうでちょっと故障があられたんですよね。その次のところにつないでいくまでに、９月になってきていま

すので、非常に災害がこれから出てくると思うんですけれども、そのことをちょっと心配しまして、このよう

な故障というかメンテナンスをされていると思うんですけれども、この安全体制、大丈夫なのかというお声が

あるんですけれども、大丈夫でしょうか。 

○浜口一利委員長 奥村副参事。 

○奥村副参事 もう導入してから２０年ほどたつシステムですので、老朽化というのは正直否めないところでご

ざいます。点検等はしておるんですが、ちょっと不測の、読めないような対応がこの間発生しまして、それも

万全の体制でちゃんと整備の復旧をさせましたので、ただ、今後、新の防災無線導入までに何も起こらないか

どうかというと、まだそれはちょっとお約束できないというところです。 

○浜口一利委員長 はい。 

○坂倉広子委員 どうぞ安全によろしくお願いいたします、取組を。 
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○浜口一利委員長 メンテのほうをよろしくお願いします。 

  他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩します。ご苦労さんでし

た。 

（午後 ２時３９分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ２時４６分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、税務課の決算成果について、税務課長の説明を求めます。 

  税務課長。 

○勢力税務課長 税務課、勢力です。よろしくお願いします。 

  委員の皆様は引き続きで、大変お疲れのところですが、よろしくお願いします。 

  決算成果説明書のほうは９４ページをお願いします。 

  後ほど歳入歳出決算書のほう、関する説明書のほうも説明させていただきますが、まず、９４ページ、総括

についてです。 

  税務課という税のところになり、本市の重要な自主財源というところで認識しながら、市税収入を確保する

ため、適正かつ公正な課税と窓口業務を含めた丁寧な業務の説明で市民対応をして、事務の効率化に努めてお

ります。 

  税目においては、通常業務の中で固定資産税については、令和３年度の次期評価替えに向けた市内標準宅地

の鑑定評価を行っており、令和２年に向けた土地の時点修正対応をした評価替えの見直し等、適正課税に努め

ているところでございます。 

  徴収については、税務課の中で課税事務、徴収事務、窓口業務等を適正・適切に行っており、収納率向上に

向けた取組を進めておるところですが、前年度ですが、令和元年度においては、年度末、コロナウイルス感染

症等の影響により、窓口業務においては、手指消毒、ふだんの机、窓口等の消毒も行い、確定申告が年度末に

あったんですが、確定申告の延長、そして確定申告の際には、感染拡大に伴わないような対策を早急に、各職

員が自発的に発案して行っていただいたところでございます。 

  歳入のところでもご説明させていただきましたが、令和元年度の収納率については、前年度の０.７ポイン

トから９５.３％に向上し、過去最高の収納率になりました。 

  第５次総合計画の最終目標値は、下の表にございますが、平成２８年度で８９.１％となり、目標値の

８８.７％を超えた状況になっておりましたが、その後も向上に向けた取組をしており、現年度で９８％、

２年前に９８％、同数字があるんですが、端数の関係で令和元年度が一番今までで最高の数値になっておりま

す。 

  しかしながら、滞納繰越分については、平成３０年度から３３.６％と１０ポイントほどの減少になりまし

たが、当初から申し上げておりますとおり、滞納現年を合わせた収納率は９５.３％という数字で伸びること
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ができました。 

  一番下の滞納繰越額の推移なんですが、平成２０年度よりずっと下がり続けまして、令和元年度１億

２,６６８万５,０００円という数字で滞納繰越額が推移しておりますので、報告させていただきます。 

  以上、総括となります。 

  続きまして、各事業についてご説明させていただきます。 

  決算に関する説明書のほうは６９ページから７９ページまでとなりますので、よろしくお願いします。 

  決算成果説明書の９５ページをご覧ください。 

  中事業ごとにご説明させていただきます。 

  ２款総務費、２項徴税費、目１税務総務費では、予算現額９,５４６万円に対しまして、決算額９,４９６万

５,０００円の事業を執行いたしました。 

  そのうち事業区分１税務給与等管理費、中事業で税務一般管理経費では、予算現額９,５３６万４,０００円、

決算額９,４９１万７,０００円で、職員１４名分の人件費及び税務証明等窓口業務に係る費用で、昨年と事業

内容は変更ございません。職員のほうが１５名から１４名になったことにより、前年度より決算額が減少して

おります。 

  その下、事業区分２固定資産評価審査委員会経費については、予算現額９万６,０００円、決算額４万

８,０００円で、事業内容は昨年と変わりはなく、審査申出については、昨年もございませんでした。 

  次ページをご覧ください。９６ページです。 

  ２款総務費、２項徴税費、目２賦課徴収費では、予算現額４,６２２万３,０００円に対しまして、決算額は

４,２０４万７,０００円の事業費を執行いたしました。 

  そのうち事業区分１賦課事務経費、中事業で個人市民税賦課経費は、予算現額９１９万１,０００円、決算

額９０８万２,０００円で、委託料など昨年と変わりございませんが、ｅＬＴＡＸによる給与支払報告書の電

子申告を推進し、利便性の向上、事務の効率化が図られています。 

  また、総括でもご説明させていただきましたが、通常業務のほかでコロナウイルス感染症の拡大防止のため、

申告期限を延長して行っておるところです。通常の申告以外の日を、税務課の窓口のほうでさせていただいて

おりました。 

  次に、次ページをご覧ください。 

  ９７ページで、固定資産税台帳整備事業です。予算現額８１１万７,０００円、決算額は８１１万

２,０００円となりました。 

  令和３年の評価替えに向けた中間年度で、土地については、路線の価格形成要因の見直しを行い、家屋につ

いてリゾートマンション等の持分割合を管理するシステムの開始を行い、登記情報管理の適正化に努めました。 

  続きまして、法人市民税賦課経費では、予算現額２４６万９,０００円に対し、決算額１３７万６,０００円

を執行いたしました。 

  決算額で昨年より３０１万１,０００円減少していますが、これは税額変更に伴い税金を返還する過誤納償

還金の減少によるもので、事業内容については変更ございません。 

  次ページをご覧ください。 
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  固定資産及び都市計画税賦課経費です。予算現額は１,３３３万１,０００円、決算額が１,２５５万

９,０００円となりました。 

  昨年より７４４万７,０００円増加していますが、これは令和３年度の評価替えに向けた土地鑑定評価業務

手数料の増加で、１７９地点の鑑定を実施しました。その他の事業については変更はございませんが、継続し

た固定資産税の適正課税に努めております。 

  次のページ、９９ページをご覧ください。 

  軽自動車税賦課経費です。予算現額１４１万円に対しまして、決算額は１３８万５,０００円で、伊勢志摩

ナンバー導入に対応するための電算改修業務を７６万２,０００円執行いたしました。その他、通常業務で、

次ページの１００ページをご覧ください。 

  入湯税賦課経費です。予算現額８万５,０００円、決算額８万１,０００円で、事業内容の変更はございませ

んでした。 

  続きまして、事業区分２徴収事務経費の税の徴収です。予算現額５１４万５,０００円、決算額５０２万

７,０００円を執行いたしました。 

  新たな事業費として、ｅＬＴＡＸを使用したインターネットを経由して電子納付できるよう電算システムの

改修を行ったほか、歳出は出ないんですが、スマートフォン等による決済サービスの導入の検討をし、納税者

の利便性向上を図りました。 

  次ページの１０１ページですが、事業区分３特別滞納整理経費、中事業も同名で、予算現額６４７万

５,０００円、決算額４４２万５,０００円となりました。 

  納付された方との不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、適切な滞納整理に努めることで、その

他業務に変更はございませんでしたが、昨年より１４２万８,０００円ほどの減額になっておりますが、その

主な要因としましては、徴収アドバイザーの業務縮小、公売手数料の減少、三重地方税管理回収機構負担金の

移管数減少等による減で１４２万８,０００円、前年度決算より減少しております。 

  そのうち、主な経費であります三重地方税管理回収機構への負担金ですが、２年前の徴収実績に応じた負担

金と移管件数が昨年より１件少ない１１件の移管となり、５８万円の負担金が減少となったことによります。 

  なお、収納率は、歳入のところでもご説明させていただきましたが、向上しておることだけ、再度また報告

させていただきます。 

  以上です。執行審議のほうよろしくお願いします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  成果説明書９５ページから１０２ページ、税務課の各事業について、全ての範囲でご質疑はございませんか。

ただいま課長の説明のあった全ての事業です。全部です。 

（「委員長、すみません」の声あり） 

○浜口一利委員長 はい。 

○勢力税務課長 この不用額のところの説明はあとでも大丈夫ですか、１００万円以上の。先にしたほうがよか

ったですか。 

○浜口一利委員長 説明してください、それは。 



－67－ 

  税務課長。 

○勢力税務課長 すみません、事務局長通知でありました１００万円以上の節で誤差があったところだけ、先に

ご説明させていただきます。 

  決算に関する説明書のほうは７２ページをご覧ください。 

  目２賦課徴収費のところの１２節役務費です。こちらが不用額１３５万６,２８８円出ております。 

  こちらについては、償還金という形で、税金、ごめんなさい、違いますね。すみません、申し訳ございませ

んでした。特別滞納整理経費のところでですが、不動産公売実施に伴う土地鑑定手数料が発生しなかったこと

によるインターネット公売システム利用料が発生しなかったことが主な原因で、その次の２３節の償還金利子

及び割引料は、こちらが税額変更に伴う税金の返還金なんですが、今年は法人市民税で１０９万２,０００円、

固定資産税で７１万９,０００円不用額になり、合わせまして１８２万５,０００円の不用額となっております。 

  以上です。大変申し訳なかったです。すみません。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、１００ページの下からの税の徴収についてお聞きします。 

  これ現年度分、課税を優先して納付するように取り組んでいただいて、結果９８％という高い収納率を誇っ

ていただきました。滞納を減らすためのいろんな手段の中に、税の納付をいろんな形でできるようにというこ

とで、コンビニ収納等々、窓口以外のところでもされていたと思うんですけれども、その中の一つに、今年度

の４月以降に向けてスマートフォンでの納付の準備をするというふうにあったんですけれども、これコロナ禍

であったんですけれども、それはうまくいっているんでしょうか。業務のほうは、準備のほうはうまくやれま

したでしょうか。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 準備については、コロナ禍関係なく、委託業者のほうと対応させていただいていましたし、コ

ロナが始まる前からもう準備しておりましたので、問題なくさせていただいたと思っております。実際、４月

からスマートフォン決済のほうをさせていただいておるところです。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  特にこういうコロナ禍ですので、窓口に行かなくても、コンビニとかスマホで決済ができるということはあ

りがたいことだと思いますし、さらに収納率の向上につながるかと思いますし、納税者の収納の選択肢が一つ

増えるということはありがたいことだと思います。よくやっていただいたと思いますので、引き続き大変やと

思いますけれども、よろしくお願いします。 

○浜口一利委員長 数字は聞かんでもいいの、スマートフォン。よろしいか。 

  他にございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 盛んに課長おっしゃっているんで、本当にご苦労さまでございます。収納率を上げていただき
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ました。 

  その要因として、課長が思うに、どういうところがよくてその収納率が上がったというところの分析はでき

ているのか。私、個人的に思うのは、この頃、税務課の窓口に行っても、みんな応対が優しいな、明るいなと

いうふうに僕感じるんです。実際に、市民の人からも、ちょっと困って相談に行ったら、丁寧に説明してもら

ったという話もいろいろ入ってきて、そういうところで説明してもらったことによって、気持ちよく税金払っ

てもらったとか、そういうふうに向上につながっていないのかなというふうな思いもあって、ちょっとその辺、

課長の思いみたいなものがあれば教えていただけますか。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 今日は係長、課長補佐にお答えしてもらおうかなと思ったんですけれども、課長指名ですので、

私のほうでお答えさせていただきます。 

  また、担当者の感じとは違うか分かりませんけれども、今、河村委員言われたように、私の思いというか感

じなんですが、今、河村委員言っていただいたように、窓口での丁寧な対応で納税意識が上がったというのは

もちろんあるかと思います。 

  あと、毅然とした対応も、逆にそれが収納率の向上につながっているところもあると思っています。それは

何かというと、納期内に納めないと延滞金がつくとかそういう部分もあって、納期内に納めないと延滞金がも

ったいないということで納めていただける場合ももちろんあるかと思っております。 

  あと、滞納整理がもうずっと進んでおりまして、以前は滞納繰越額のほうに納めるというふうな状況もあり

ましたが、そういう金額が減ってきて、他に回せるという形の中で現年分も増えたりとかそういうところも出

てきておると思っております。 

  ここにも出ておりますが、回収機構への移管もそうですし、職員の意識向上による徴収向上というのも大き

いというふうに理解しています。こんな感じでよろしいでしょうか。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 ありがとうございます。大変すばらしいなと思います。 

  １点ちょっとお願いしておきたいのは、滞納繰越額の推移もずっと下がってきていて、すばらしいことなん

ですけれども、当然、不能欠損がじゃんじゃか増えていってはいかん話なので、この表をせっかく載せてもら

っているんで、対比できるように、不能欠損で処理した分も一緒にグラフで明記しておいてもらうと分かりや

すいのかなと。９４ページに載せてもらっているじゃないですか、収納率の推移と滞納繰越額の推移を載せて

いただいているんですけれども、そこに不能欠損もグラフで入れておいてもらうと非常に比較しやすいのかな

と思うんで、また次の参考にしていただければなというふうに思うんですけれども、どうですか。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 河村委員言われたとおり、棒グラフで入れられると思いますので、また参考にさせていただき

たいと思います。実際に不能欠損額は減ってきている状況です。 

○河村 孝委員 はい、分かりました。 

  委員長、もう一点よろしいですか。 

○浜口一利委員長 はい、どうぞ。 
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○河村 孝委員 それと、９６ページ、９７ページにわたってなんですが、個人市民税の賦課経費なんですけれ

ども、このｅ－Ｔａｘ、電子申告のところ、先ほどの正久委員の質問にもあったように、これスマートフォン

等を利用して、なおかつマイナンバーカードを使って、窓口に来なくても、おうちにいながら申告できるとい

うシステムですわね。そこのその率が法人のほうで１.８ポイント、個人のほうで０.１ポイント向上している

と。新政権になって、なおかつそこというのはもう徹底的に進めていくというふうな政府の方針でもあります

ので、その辺はマイナンバーカードは市民課と上手に連携して、やっぱりそのマイナンバーカードの取得率を

上げて、なおかつここのｅ－Ｔａｘでの収納率も上げるほど、窓口業務も楽になるし、市民にとっても分かり

やすいのではないのかなというふうに思うんですけれども、今回この向上した原因が、年度において少しずつ

電子申告が向上した原因と今後についての考え方を聞かせていただけますか。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 まず、法人市民税のほうの電子申告についてなんですが、今年度から電子申告しないといけな

い事業所もあります。公共であったりとか資本金の大きいところなんかは、もう今年度から電子申告しないと

いけないという制限もあります。それ以外の小さいところについては、まだ中小企業等以下は必要、義務では

ないところでございます。 

  その中で、上昇するかというところのご質問だと思うんですけれども、言われるように、マイナンバーカー

ド等をまた今、新政府のほうにおいても推奨したいということも聞いておりますので、今後向上していくのか

なとは思っていますが、鳥羽市内の市内だけで持っている事業所さんについては、そこまでメリットがないの

かなというところございますので、そこら辺も加味しながらまた勉強したいなと思っておりますし、スマート

フォンの決済が今年度から始まっておりますので、その推移を見ながら、個人についても増えるところがある

んかなというふうに思っておるところなんですが、また今年度伸ばしていきたいなというところでご理解いた

だければと思います。 

  以上です。 

（「関連で」の声あり） 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 関連で、先ほど河村委員の質問で、ｅＬＴＡＸとｅ－Ｔａｘのところで、多分内容違うのかな

と思うんですけれども、これ個人市民税のところで、ｅＬＴＡＸ、電子申告で、給与支払報告書が電子申告は

４０.２というところやと思うんですけれども、これ確定申告のｅ－Ｔａｘと同義、同じ意味なんですか。ま

た全く別でその数字が違うんでしたらあれかなと思うんですけれども。 

○浜口一利委員長 平山係長。 

○平山係長 市民税係、平山です。よろしくお願いします。 

  山本委員おっしゃるとおり、国税のほうがｅ－Ｔａｘ、これ「エルタックス」と読みまして、地方税のロー

カルのｅ－Ｔａｘ版、ｅ－Ｔａｘのローカル版みたいな形でやっておりまして、給与支払報告書、年末調整と

かされたときの皆さんの源泉徴収票とかとよく似た様式になるんですけれども、そういったものが事業所から

市町村に届けられる形になっておりまして、それが事業所から市役所に提出するものが原紙で送付されてくる

というものが、現在４０％ほどになってきているという状況です。 
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  法人につきましては、国税についてはｅ－Ｔａｘで税務署に送りつつ、地方のほうにはｅＬＴＡＸのほうで

電子で申告をしているという流れになっております。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  であるんであれば、先ほどの質問のあれでもそうなんですけれども、例えば今ｅ－Ｔａｘの申告の割合、全

確定申告分のｅ－Ｔａｘでの申告がどれだけなのかですとかというのは、数字持っていますか。 

○浜口一利委員長 平山係長。 

○平山係長 すみません、今ちょっと手元にはないんですが、数値のほうは調べれば分かります。 

  あと、実際、税務署から来るときには、電子であろうが、紙で出されようが、もうその税務署からデータで

全て市町村に届くようになっておりますので、実際は市町村に来るときには、もう電子化されている形には現

在なっております。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 というのも、電子申告を進めていくに当たって、何がというと、一番は申告される方が便利に

なるというところで進めていっていただきたいなというところですよね。結果、事務の効率化にはなるのです

けれども、事務の効率化のために電子申告をお願いしますというのはないと思いますので、あくまでも申告す

る方側の目線で広く進めていっていただきたいなと。 

  というのは、法人市民税の９７ページのところには、電子申告の推進により事業所の事務負担の軽減にもつ

ながっていますという一文があるんで、そのようにはやっていただいているんだとは思うんですけれども、あ

くまでも目線はこっちかと思いますので、そういった形で引き続き電子申告の推進をしていただきたいなとい

うふうに思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点お伺いします。 

  １点目、成果説明書１００ページ、税の徴収についてお尋ねします。 

  個人市民税の滞納繰越分についてお聞きしますけれども、予算では滞納分の３８％、４９４万円の徴収を目

指しておりました、当初予算です。決算では７６.４％の８２３万円を収納しました。目標の倍のパーセント

達成率になりました。 

  税務課のこの決算成果説明書のリード部分、先ほど要因について若干触れられたけれども、滞納者本人から

の聞き取りというのは新しい記述です、今年度の。ですから、滞納者本人とマンツーマンといいますか、そう

いう努力をあなた方はなさったというふうに思うんです。こういうふうに書かれた意味、もう少し説明してく

ださい。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 滞納者との折衝については、今までもずっと継続して行っております。特に今年度については、

年度末、コロナウイルス感染症の影響により、徴収の猶予等を含めて新たに出ていっておりましたので、それ

も含めてご説明の中で上げさせてもらっております。今までも丁寧な折衝、対応をさせていただいておるとい
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うのは皆様もご承知のとおりかと思いますが、それ以上に今回は対応させていただいたという意味合いで、こ

ちらのほうに上げさせていただきました。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 私がお聞きしたのは、当初予算の滞納、市民税の滞納繰越に対する克服率、これは３８％に設

定しておったのに、妥当な線だと思ったんですよ。ところが、決算ではその倍の克服をしたと。そこに何らか

の意味があるんじゃないかと、具体的なエピソードを聞きたかったんですけれども、結構です。 

○浜口一利委員長 今まで以上に理解をしてもらったというふうな説明があったように思いますけれども。 

○戸上 健委員 それで、固定資産税、これは困難を極めているというふうに思うんです。固定資産税の徴収率

というのは低いわけですから、個人市民税に比べて。これも当初予算の克服目標というのは１８.５％でした。

決算では２９.４％、１０％以上克服、プラスになりました。私はこれは特筆すべき税務課の頑張りだという

ふうに思います。 

  何か答弁したい。よろしいか。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 お褒めの言葉と受け取って、ありがとうございます。 

  私どもも、個人的にはこの滞納繰越分、先ほどの個人と固定資産のほう、大きく伸びたなというのは把握し

ておりました。ただ、そこで戸上委員言われたような、なぜかというところで、そこまでの検討をちょっとし

ていなかったのでお答えできなかったところなんですが、こちらも滞納整理が進んだ中、あと三重地方税管理

回収機構への送付の案件によって現状が違ってくるかと思います。そういうところの中で、この２件について

は例年になく上昇したのかなというところです。 

  あと、分母になる滞納繰越分の税額も減少してきておりますので、徴収率のほうについては、例年どおり納

めていただくと向上する原因にはなります。ただ、全体の中で１０ポイントほど滞納繰越分の徴収率は減って

おりますので、そこら辺ちょっとつじつま合わないんですけれども、そういうふうにちょっと把握をしていた

ところです。原因がなぜかと言われると、ちょっと申し訳ないですけれども、そこまでの検証はしていません

ので、すみません。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点目お聞きします。それはよく分かりました。 

  １０２ページ、市税不納欠損処分についてお聞きします。 

  別途、税務課から頂いた税務課のナンバーツーの不納欠損集計集によりますと、不納欠損の理由、法１５条

の７の１項１号、これ財産なしですけれども、これは去年１３人、今年は５５人、それから生活困窮、これが

去年は６人、今年は１７人と増えております。全体で合計で去年は１０６人だったのが１５６人と５０人増え

ております。 

  野洲市の例のように、税務課の窓口で市民の困窮度合い、これがよく分かります。ですから、もうにっちも

さっちもいかなくなって、この生活困窮とか財産なしはそうですけれども、生活保護につなげたり、その人を

救済する手だてを取っております。各課連携して、あなた方を窓口にして、税務課を窓口にしてという意味で

すけれども、そういう何らかの丁寧な窓口対応とおっしゃったけれども、その生活困窮になった市民をこうい
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うふうに救ったという事例はこの３１年度決算の中でありますでしょうか。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 数字的には出ておりませんが、通常の納税相談の中で、働ける方については、働けるけれども、

働かけない方については、社会福祉協議会の事業をご紹介して、そちらのほうで相談していただいているとい

うのが一番の紹介案件だと思っております。そちらのほうへ行って就職をあっせんしていただいて、働いてい

ただいて、その後、納税をしていただくというところで納付の状況も上がっているのかなと思っております。 

  こちらから生活保護云々という話はすぐには言うていないところで、働ける方については、そういうところ

を紹介している状況になります。 

○戸上 健委員 了解です。 

○浜口一利委員長 戸上委員、よろしいですか。 

○戸上 健委員 結構です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですね。 

  それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（午後 ３時２２分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ３時２８分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  次に、市民課の決算成果について、審査を行います。 

  なお、市民課所管の二つの特別会計の審査については、後日別日程で行いますので、ご承知願います。 

  それでは、担当課長の説明を求めます。 

  市民課長。 

○山下市民課長 市民課、山下です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず初めに、総括として述べさせてもらいます。 

  市民課ですが、連絡所を含む業務をしております。どの係とも、市民の方や各種団体の皆さんが様々な要件

のためにお越しいただく部署でございます。職員全体が親切で分かりやすい接遇に心がけておりまして、また、

スムーズに用件を済ませられるよう正確・迅速な対応に努めさせていただきました。 

  令和元年度の主な事業についてご説明いたします。 

  住民の利便性向上のために、菅島連絡所を菅島コミュニティアリーナ内に移転をしております。福祉医療費

助成事業では、９月から三重県内の医療機関等で実施できるよう範囲を拡大しました。また、印鑑証明への旧

姓併記や男女別の削除等を行っております。国民健康保険、後期高齢者医療特別会計のほうでは、繰出金を支

出しまして、安定した財政運営を図りました。さらなる市民サービス充実、向上に取り組んでいきたいと思い

ます。 

  それでは、説明のほうをさせていただきます。 
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  決算成果説明書の１１２ページ、１１３ページのほうをお願いします。決算に関する説明書は４９ページ、

５２ページになります。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費で、予算現額２７１万９,０００円で、決算額は２４６万

１,０００円になっております。 

  一般管理経費としまして、予算現額は３５万９,０００円、決算額は３３万１,０００円を支出しております。 

  内容といたしましては、昨年度と変わりございません。 

  次に、国際交流事業といたしましては、予算現額２３６万円、決算額は２１３万円を支出しております。 

  鳥羽市国際交流協会が実施しております国際交流事業に対しまして補助金を交付し、市民の国際理解の促進

と意識の高揚を図りました。交流事業では、姉妹都市のサンタバーバラ市との中学校派遣招致事業や親善使節

団の承知を行いました。 

  続きまして、目６企画費で、予算現額１８８万３,０００円、決算額は１５７万７,０００円でございます。 

  成果説明書は１１３、１１４をご覧ください。決算に関する説明書は５５ページ、５８ページでございます。 

  ここでは二つの事業がございます。 

  一つ目は、地域のためにがんばる団体応援事業としまして、予算現額１２７万３,０００円、決算額は

１０４万９,０００円でございます。 

  主なものといたしましては、団体応援事業審査委員の報償費と補助金合わせて１０１万４,０００円を支出

しております。この補助金は地域の活性化や課題解決に向けた取組で、支援が必要と考えられる事業や団体に

対しまして活動経費の一部を補助するものでございます。 

  元年度の補助団体につきましては、１１４ページのほうに記載しておりますので、ご確認をお願いしたいと

思います。 

  次に、協働のための人材育成事業です。予算現額６１万円、決算額は５２万８,０００円でございます。 

  主なものといたしましては、市民活動団体の交流事業、地域づくり応援アドバイザー事業等に係る経費を支

出しております。財源のほうは、両事業とも地方創生推進交付金を充当しております。 

  次に、次ページの成果説明書のほうは１１５ページになります。決算に関する説明書は５７から６０ページ

のほうをご覧ください。 

  目７連絡所費、連絡所業務共に、予算現額は４,４１６万４,０００円、決算額は４,３１９万６,０００円で

ございます。 

  主なものといたしましては、市内８か所に配置します嘱託職員１０名の賃金等でございます。 

  連絡所の取扱い業務は、戸籍や住民票、それから諸証明の発行、市税、後期、介護等の保険料の徴収を主と

しながら、ほかに各課から申請等の受付業務なども行いまして、その内容も年々複雑・多様化しております。

各連絡所でサービス提供の格差が起きないように努めております。 

  昨年度、決算額との乖離ではございますが、主に菅島連絡所移転に係る各種工事に伴うものでございます。 

  連絡所での手数料等の取扱いに係るものについては、表内にてご確認いただきたいと思います。 

  成果説明書の、次に１１６ページをご覧ください。関する説明書のほうは５９ページ、６０ページのほうお

願いします。 
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  目６交通安全対策費、交通安全対策普及事業共に、予算現額１５７万２,０００円、決算額は１３５万

３,０００円でございます。 

  事業内容としましては、こちらは前年度と変わりございません。 

  続きまして、決算成果説明書の１１６ページ、１１７ページでございます。関する説明書のほうは６１ペー

ジから６４ページをお願いします。 

  目１２神島開発総合センター費、運営管理経費共に、予算現額２９４万２,０００円、決算額は２８３万

３,０００円でございます。 

  主なものといたしましては、センターの維持管理経費や修繕料でございまして、内容に関しましては、前年

度と変わりございません。 

  続きまして、成果説明書の１１７ページ、関する説明書のほうは６３ページから６６ページ、お願いします。 

  ６３ページ、６６ページの備考欄の地域振興事業のほうになります。 

  目１４地域振興費、予算現額、決算額共に４００万円でございます。 

  こちらは、一般コミュニティ事業で、予算現額、決算とも４００万円でございます。 

  一般コミュニティ事業の補助金と支出しておりまして、一般財団法人の自治総合センターの助成事業の採択

を受けまして、千賀町内会と国崎町内会にコミュニティ活動を推進していくための備品購入費等を２００万円

ずつ交付を行っております。 

  続きまして、成果説明書のほうは１１８ページをお願いします。決算に関する説明書は６７から７０ページ

になります。 

  目１７コミュニティセンター費、コミュニティセンター運営管理経費共に、予算現額１４３万９,０００円、

決算額は１４３万８,０００円でございます。 

  コミュニティセンター運営管理経費としまして、市内の五つの町内会、桃取、畔蛸、船津、答志、答志和具

の町内会、自治会へ指定管理業務委託料として支出をしております。 

  続きまして、次ページになります。１１８と１１９になります。説明書のほうは６９ページ、７０ページの

ほうをご覧ください。 

  目１８諸費、予算現額６３万６,０００円で、決算額は６３万円でございます。 

  鳥羽市自治会連合会の補助事業で、予算現額、決算額共に６０万９,０００円で支出しております。 

  主なものといたしましては、自治会連合会の活動費の補助金として４８万円、単体の町内会にですが、掲示

板設置事業費補助金として、二つの町内会、白木と相差町のほうへ補助を６万６,０００円を行っております。

そして、放送施設の整備費補助金事業としまして、安楽島と若杉町内会へ６万３,０００円を補助しておりま

す。 

  続きましての自衛官募集事務事業、予算現額１万７,０００円、決算額１万２,０００円、それから臨時運行

許可業務の予算現額１万円、決算額９,０００円は、両事業とも内容のほうは変わりございません。 

  続きまして、成果説明書の１１９、１２０ページになります。決算に関する説明書は７１ページから７４ペ

ージのほうご覧ください。 

  項３戸籍住民登録費で、目１戸籍費、戸籍事務共に、予算現額３,４１１万６,０００円、決算額は
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３,３８３万８,０００円でございます。 

  主な経費といたしましては、職員４名分の人件費と電算委託料として、戸籍総合システムの保守業務

２９６万５,０００円でございます。業務内容は、前年度と変わりございません。 

  次です。成果説明書の１２０ページ、１２１ページ、決算に関する説明書は７３、７４ページになります。 

  目２住民基本台帳費、住民基本台帳事務共に、予算現額５８２万２,０００円、決算額は４０８万

９,０００円でございます。 

  住民基本台帳の動態につきましては、成果説明書の１２１ページのほうに記載してございますが、前年度比

で人口は３４５人減少しております。世帯数のほうは４１世帯増加となっております。 

  主な事業といたしましては、住民票等への旧姓併記やＬＧＢＴの方への配慮として印鑑証明の性別欄を削除

しまして、社会情勢に対応したシステム改修を行いました。 

  次に、民生費のほうでございます。 

  成果説明書のほうは１２１、１２２ページ、関する説明書は、少し飛んでいただきまして、８３ページから

８８ページになります。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費で、予算現額５億８,２４４万２,０００円、決算額は

５億３,７３９万４,０００円でございます。 

  福祉医療費助成事業で、予算現額５７５万８,０００円、決算額は５４１万２,０００円でございます。 

  昨年度より８５１万６,０００円の減額となっておりますのは、主に福祉医療費の現物給付化に伴うシステ

ムの改修費用の皆減によるものでございます。そのほかについては、昨年度と変わりございません。 

  続きまして、成果説明書は１２２ページ、決算に関する説明書は８９、９０ページのほうお願いします。 

  関する説明書の備考欄の１０と１２のところをご覧ください。 

  国民健康保険事業特別会計の繰出金、予算額２億４,７２７万９,０００円、決算額は２億１,７２４万

５,０００円でございます。 

  前年度は２億３,４５６万１,０００円の繰出金に対しまして、今年は１,７３１万６,０００円の減額となっ

ております。減額の要因でございますが、国保の加入者の出産件数が減少したことや、法定外繰入れの皆減に

よるものでございます。 

  続きまして、後期高齢者医療特別会計繰出金です。予算額３億３,３４０万５,０００円、決算額３億

１,４７３万６,０００円でございます。 

  前年度は３億７７５万３,０００円の繰出金でございました。これに対しまして、元年度は６９８万

４,０００円の増額となっております。増額の主な要因は、三重県後期高齢者医療広域連合のほうに納付いた

します療養給付費等納入金で、前年度比５３７万２,０００円の増額となっているものです。 

  被保険者数のほうは、令和元年度末で３,７１９人、平成３０年度末の確定数は３７５８人でございますの

で、人数といたしましては、３９人減少となってございます。 

  この二つの繰出金につきましては、特別会計のほうで繰入金としてご説明もさせていただきますので、ご承

知おきください。 

  続きまして、決算成果説明書は１２２ページ、１２３ページ、関する説明書は８９ページから９２ページに
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なります。 

  目２国民年金費、国民年金事務共に、予算現額１,４２３万８,０００円、決算額は１,３８９万９,０００円

でございます。 

  国民年金の被保険者数は、令和元年度末で３,３２８人です。平成３０年度末の確定数は３,４７９人でござ

いましたので、１５１人減少しておることになります。 

  令和元年度は新たに開始になりました年金生活者支援給付金制度や保険料の免除制度等について周知に努め

ております。 

  続きまして、決算成果説明書１２３ページ、１２４ページ、それから関する説明書のほうは９３ページ、

９４ページのほう、備考欄２をご覧ください。 

  目５障害者福祉費、障害者医療費公費負担事業共に、予算現額６,７６２万８,０００円、決算額

６,４４１万６,０００円でございます。 

  障がい者の疾病の早期発見と治療の確保を図るため、医療機関等を受診した際に支払った医療費を県や市が

補助することで、対象者の経済的負担を軽減しました。 

  主な経費は、扶助費の障害者医療費で６,３８９万９,０００円でございます。 

  続きまして、決算成果説明書１２４、１２５ページになります。関する説明書は９５ページ、９６ページの

ほうをご覧ください。 

  目６子ども医療助成費、子ども医療費公費負担事業共に、予算現額４,６５７万２,０００円、決算額は

４,０１７万４,０００円でございます。 

  義務教育修了までの子供の疾病の早期発見と治療の確保を図り、保健の向上及び福祉の増進に寄与するため

に医療を補助することで、保護者の経済的負担を軽減しました。 

  主な経費といたしましては、こちらのほうも扶助費で、子ども医療費３,９４７万２,０００円でございます。 

  続きまして、成果説明書の１２５、１２６ページ、関する説明書のほうは１０３ページ、１０４ページお願

いします。 

  項２児童福祉費、目４母子福祉費、一人親家庭等医療費助成事業共に、予算現額１,０３５万円、決算額は

９９４万円でございます。 

  ひとり親家庭や父母のいない児童を養育している家庭などの保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を

図るため、医療費を補助することで対象者の経済的負担を軽減しております。 

  主な経費といたしましては、扶助費の一人親家庭等医療費の９７８万７,０００円でございます。 

  続きまして、決算成果説明書の１２６ページ、決算に関する説明書は１０５から１０８ページをご覧くださ

い。 

  項５人権生活費、目１人権生活総務費、予算現額は２,７３１万１,０００円、決算額は２,７０４万

９,０００円でございます。 

  人権生活一般管理費で、予算現額２,７１６万７,０００円、決算額は２,６９９万４,０００円で、職員４名

分の人件費でございます。事業内容は、昨年度と変わりございません。 

  続きまして、人権施策推進事業、予算現額１４万４,０００円、決算額は５万５,０００円で、主な経費は、
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三重県人権・同和行政連絡協議会への分担金等を合わせまして５万５,０００円でございます。鳥羽市の人権

審議会は、審議案件がございませんでしたので、今年は開催しておりません。 

  続きまして、決算成果説明書１２７ページ、決算に関する説明書は１０７、１０８のほうをご覧ください。 

  目２人権啓発費、人権問題啓発事業共に、予算現額１５０万円、決算額１３９万１,０００円でございます。 

  人権に関する市民向けの講演会を行ったり、市内小・中学校の人権ポスターの募集、展示や関係団体との合

同で街頭啓発等を行い、人権問題に対する意識の高揚に努めました。 

  続きまして、決算成果説明書は１２７、１２８、決算に関する説明書は１０７から１１０ページになります。 

  目３生活助成費、予算現額８６万１,０００円、決算額は６７万２,０００円でございます。 

  男女共同参画推進事業で、予算現額は６８万４,０００円、決算額は５０万５,０００円で、第３期男女共同

参画基本計画を作成しております。ほかは昨年度と変わりございません。 

  次の人権相談及び行政相談事業、予算現額１７万７,０００円、決算額は１６万７,０００円でございます。 

  前年度とこちらのほうは変わりございません。 

  続きまして、不用額についてご説明させていただきます。決算に関する説明書のほうになります。 

  説明書のほうは７３ページ、ちょっと戻っていただいます。７３ページ、７４ページのほうをお願いします。 

  款２総務費、項３戸籍住民登録費、目２住民基本台帳費、備考欄１で住民基本台帳事務経費のうち１９負担

金補助及び交付金で、１６０万７,０００円でございます。 

  こちらのほうは、通知カード、個人番号カードの交付関連事務委任委託金の執行残でございます。 

  続きまして、８６ページをご覧ください。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、２８の繰出金の不用額です。５,６８４万４,０００円

ございますが、市民課としては、９０ページの備考欄で１０の国民健康保険事業特別会計繰出金として

２,６０３万７,０００円、そして１２の後期高齢者医療特別会計繰出金として１,８６６万９,０００円が不用

額となっております。 

  まず、国民健康保険事業特別会計に対する繰出金のうち、法定外の繰出金２,０００万円の皆減になったこ

とと、職員給与費に関する繰出金で２６６万３,０００円、そして、出産一時金に対する繰出金が減になった

ことが減少の主な要因になります。 

  そして、後期高齢者医療特別会計のほうでございますが、事務費の繰出金で１６５万１,０００円、療養給

付費負担金に係ります繰出金で１,２４０万９,０００円、それから保険基盤安定負担金に係る繰出金が

４６０万８,０００円の減少になったことによる執行残でございます。 

  続きまして、９３、９４ページのほうをご覧ください。 

  同じく民生費、同じく社会福祉費で、目５障害者福祉費、２０扶助費の不用額が３５１万５,０００円のう

ち、市民課としての不用額は、９４ページの備考欄２の障害者医療支給事業におけます３１３万１,０００円

でございます。こちらのほうは、障害者医療費の残額によるものでございます。 

  ９６ページのほうをご覧ください。 

  目６子ども医療助成費、２０扶助費の不用額が６２８万８,０００円で、備考欄１で子ども医療支給事業の

不用額でございます。こちらのほうは、子ども医療費の残額によるものでございます。 
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  以上、説明は終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  市民課の事業について、１１２ページ最下段、２款総務費、目１一般管理費から１２１ページ下段の項３戸

籍住民登録費、目２住民基本台帳費までの範囲でご質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 １１４ページの協働のための人材育成事業のところなんですけれども、これ（４）のところの

協働推進委員会のところで委員会を２回開催していただいておるというところで、予算書のときに、提案書に

基づく事業の検証と今後の進め方について協議するということであったんですけれども、検証の結果、どうい

ったことを話されて、今後どのように進めていくか、どういった内容の話がされたかと、ざっくりでいいんで

すけれども、今後の方向性とかというのが分かれば。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 ２回の協働推進委員会開催しております。この中で、地域共生社会を進めるというものが、福

祉中心に事業が進んでまいりました。その共生社会を進めるために、これまでやってきた協働のまちづくりの

位置づけをどのようなものとして位置づけるかと、そういう協議をこちらの委員会でもお話をさせてもらって

います。去年の段階では、６次の総合計画を進める上で、まだ共生社会の位置づけがどのようになるかという

ところは不確定になっておりましたので、最終的には、協働のための人材育成事業は、令和２年度で予算的に

はもう計上しない。ですけれども、協働の進め方として共生社会を進める上で関わっていかなければならない

というような、そういうお話をさせていただきました。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  もうこの協働という言葉がもう随分と長いこと使われてきておるのかなというイメージがありまして、５次

総のところで、まちづくりの目標のところで、括弧して協働というところ、これ総合計画の言葉やとは思うん

ですけれども、もうそろそろこの協働というよりかは、最近ですと「共創」ですとか「協創」という言葉も出

てきています。共に計画ですとか、そういったところからつくり上げるというのもそうですし、まちの魅力で

すとか、地域の力をつくっていくというのは、共に働くから共につくっていくという時代に変わってきておる

ところもあるんかなというふうなことも感じていまして、協働がいけないというんじゃなくて、そういったと

ころも意識しながら、そういう新しい言葉というか、昔からあった言葉かもしれませんけれども、最近はもう

協働よりかは、どっちかというと協創の時代に入ってきておるのかなというふうに思いますので、ぜひその辺

も意識していただいて、この地域共生社会の実現に向けた中では、そういったところは大変重要になってくる

ところかなというふうに思いますので、その辺も意識してというところなんですけれども。 

○浜口一利委員長 そのあたりの考え方。 

  市民課長。 

○山下市民課長 協働のための事業としまして、市民課はずっと人材育成と事業を中心に進めてきました。人材

育成とそれから職員、市民の方の協働のためのまちづくりのために意識の向上をしてもらおうという、そうい
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う事業を進めてきたところでございます。そういった中で、市民の活動団体の方の発掘も行いまして、かなり

その方たちの情報発信も行っていきました。 

  今後につきましては、その事業も共生社会の中に含めて事業を展開できたらなと考えております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、１１５ページの連絡所業務についてお聞きします。 

  これ今、市内８か所で嘱託職員１０名で行っていただいております。高齢化してなかなか本庁のほうに行け

ない地域住民の方々に、サービスとしては非常にこれなくてはならない業務だと思いますけれども、近年これ

見ますと、他課からの依頼業務件数が３５件と、市民課の窓口が嘱託職員にはすごく重くのしかかってきてい

るように感じるんですけれども、これにもありますように、各連絡所においてサービスの質に生じないように

努めましたとありますけれども、これいろんな他課からの業務依頼等あるとは思うんですけれども、その都度、

研修等々は行っているんでしょうか。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 特段に研修等は行っておりません。長い間、嘱託職員としてそこの地域にずっといていただい

ている方ですので、かなりプロパーとして働いていただいているところです。 

  しかし、ほかの課から新しい事業として、マニュアルとかそういうのを頂きながら、１人の体制ですので、

研修に行くということも不可能なことも多いですので、マニュアルと、それから担当課のほうの指導をしても

らいながら業務のほうを進めてもらっています。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  業務区分書等々を活用して、今おっしゃっていただいたように、担当課が出向いて説明していただいている

と思いますけれども、連絡所の位置づけというのは非常に重要なものが、特に離島を含めあると思いますので、

その辺は丁寧にしっかりとフォローしていただいて、業務に支障がないように、今後ともお願いしたいなと思

いますので、その辺はよろしくお願いしたいなと思います。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 先ほども税務課に触れたんで、総括の部分で、１１２ページなんですけれども、市役所の顔と

して自覚を職員それぞれが持ち、市民の視点に立った親切で分かりやすい接遇を心がけるとともに、正確・迅

速な窓口対応に努めましたと。 

  税務課のときも言いましたけれども、窓口の市民課の対応にしても、非常に市民の評判がよくて、丁寧にや

っていただいているというお話です。元年度に特別にそういうところを取り組んだところとか、課内でどうい

う工夫をしてそういうふうな向上に努めたのか、具体例があれば教えていただきたいんですけれども。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 個別の案件それぞれにそれぞれ職員が対応させてもらっています。特別にこれがというような
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ものはないというよりは、多過ぎてここでお伝えすることができないというのが現状です。 

  ただ、市民課の窓口に来る方は、いろんな案件を相談する方も多いです。ですので、その方をできるだけ動

かさないように、担当が分かっている範囲でお答えして、そこで分からない場合は、担当のほかの課のほうに

連絡して、市民課の窓口に下りてきてもらって対応する、そういうことを心がけております。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 各課の横の連携もしっかりつないでもらって、すばらしい応対をしていただいているなという

ふうに思います。 

  ちなみに、今回のコロナの件で、年度をまたいで今年度にはなってしまったんですけれども、定額給付金の

ときに、窓口へは来ないでくださいと、あくまでも電子申請ですよというところの対応だったんですけれども、

初日から窓口へどっと、市民課の窓口へ市民の方来られて、帰すわけにもいかず、１件１件丁寧に市民課が対

応してくれたという例がありますので、そこはしっかりやっていただいたなというふうに、私は思います。 

  ２点目よろしいでしょうか。 

○浜口一利委員長 どうぞ、続けてください。 

○河村 孝委員 １２１ページの個人番号カードの交付数についてお聞きしたいんですけれども、元年度

３８８枚交付していただきました。トータルで何％ぐらいの交付率になったのか、教えていただけますか。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 ３８８枚は、１１.５２％です。ちなみに、前年度は３０７枚で９.２８％でした。 

  もう一つ、データとしてお伝えしたいのは、２年度、８月末、今年度ですが、６６８枚交付しておりまして、

パーセントでいきますと１５.３４％に上がっております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 市民全体のトータルでの今現在が１５％ということなわけですか、なるほど。 

  非常に低い数字になってしまっていると思うんです。不用額にしても、マイナンバーの交付のところの補助

金が不用額になったりと、進んでいない現状なのかなというふうに思います。 

  多分、今回のコロナの件でもうそうなったんですけれども、定額給付金のときの電子申請でも、マイナンバ

ーがあればすっとできたというところで、あと持続化給付金の年配の方、特に免許証を持っていない方の身分

証明の対応なんかでも非常に困りました。２通用意してもらわなきゃならないと、身分証明書を二つ用意して

もらわなきゃならないと、免許証がない方、マイナンバーカードがない方のところはそうだったと思うんです

けれども、税務課のときも触れましたけれども、これからそういった物事がいろいろ増えてくると思うんです。

申告も便利になったし、またコロナで新しい生活様式になる上で、電子申請であったりとかそういったところ

の組合せというのは、新しいまちづくりに対応していく形になるのかなと思うんで、そこのマイナンバーカー

ドの普及率というのは、上げていかなきゃならないのかなというふうに思います。 

  そのこれからの思いみたいなもの、課長、あれば、逆に言えば、何でこれが進まないのかという分析とこれ

からの思いを聞かせていただければなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○浜口一利委員長 市民課長。 
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  思いより方策やな。 

○山下市民課長 これまであまりパーセンテージが進まなかったのは、全国的にマイナンバーカードの必要性の

周知をきちんとできていなかった。それは鳥羽だけではなく、どことも同じなのかなと。もう少し目的がこう

で、工程をきちんと市民の方にお伝えするべきやったと思います。 

  今後については、今回コロナ禍のそういう申請事についてご不自由な面もございましたし、確かにマイナン

バーカードの必要性というかそういうところは、持ったほうがいいなと思われるような方は増えてくると思い

ます。そういったときに、鳥羽市の窓口の対応でございますが、今、窓口の対応する機器は１台しかございま

せん。その機械に関しまして、もう１台しかないので、これがそのままいきますと、待ってもらう時間も多く

なる可能性もございますので、機器の増加と、それからそこに対応する職員、事業が増えましても、何年と職

員のほうはプラスになっておりませんので、マイナンバーカードを対応できる職員のそこの体制も、機器と体

制のほうをきちんと構築しなければならないなと。でないと、そこは市民サービスの低下につながると考えて

おりますので、そこは予算計上を必要なときにしていきたいと思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 最後に、国のほうも、もうマイナンバーカードあれば３６５日、証明書関係も対応するように

持っていくということも、まだ決定ではないけれども、そういう方向に向けたいというふうに、新しい政府も

おっしゃっていますし、そういう方向に我々も向いて準備を進めなければならないのではないのかなというふ

うに思います。 

  ただ、予算もかかる、当然そういうところで、人件費もかかるでしょうし、またシステムを増やすなり、ま

たシステムを改修なり、国の補助費がどういうふうについてくるのかというところも注視しながら、引き続き

進めていただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 成果説明書１１３ページ、地域のためにがんばる団体応援事業についてお聞きします。 

  ７団体に１０５万円で１３万円使用残といいますか、不用額で残しました。地域のために頑張ってくれてい

る団体というのは、もっと僕はあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、申込みがこれだけしかな

かったんでしょうか。それとも振り落とされたのか、そのあたり説明してください。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 申し込んでいただいた方、それから審査がございますので、審査で認めた方、同数でございま

す。振り落とした団体の方はございません。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 ７団体ですけれども、新しいのは２団体で、あと５団体というのはもう数年にわたってずっと

受けてきている、そういう団体です。もちろん頑張っていただいておるんだけれども、今回のコロナ禍で、子

ども食堂のように新たにそれこそ地域のために頑張ってくださっている団体というのは幾つもあるというふう
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に思います。そういう団体がこういう応援事業を市はしているんですよと、活用してくださいというＰＲが僕

はもっと必要ではなかったかなというふうにも思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

○戸上 健委員 結構です。 

○浜口一利委員長 関連はございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  それでは、ご質疑もないようですので、続いて、１２１ページ最下段、３款民生費、項１社会福祉費、目

１社会福祉総務費から１２８ページ、項５人権生活費、目３生活助成費までの範囲でご質疑を受けたいと思い

ます。 

  ございませんか。最後です。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、１２８ページの男女共同参画推進事業についてお尋ねをいたします。 

  これ鳥羽市第３期男女共同参画基本計画を策定していただきました。説明も私たち受けましたけれども、非

常に市民意識を盛り込んで、中身の濃いものにせっかくなっていただいたんですけれども、これをどのように

生かしているかについてございますでしょうか、啓発等々を含めて。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 この第３期の男女共同参画の基本計画は、３月に完成しております。３月に完成しておりまし

て、今年度にこういうことをやっていこうと係内で決めていたことがございました。その中に２件ございまし

て、一つ目は、男女共同参画の民間事業者の推進の状況把握をしていこうと２年度は考えておりまして、そう

いった状況を把握して情報共有をさせてもらって、これからどういうふうに行政と民間の方と推進していかな

ければならないということを考えていこうということで、そういうことを計画しておりましたが、このコロナ

禍の状況において訪問をすることを差し控えさせていただいている状況が一つございます。その推進をいつス

タートできるか分かりませんけれども、いいタイミングがございましたら、そちらのほうは進めていきたいと

思います。 

  もう一点は、市役所内の審議会における女性の委員の登用のことでございます。 

  これまで審議会委員の登用につきましては、各課に登用の依頼をさせていただいておりましたけれども、そ

れだけではなくて、これから市民課としても、その登用をするために困り感があったらそこにお手伝いをして、

その登用をしていただけるよう一緒に人材確保に入っていこうという、そういうふうに今考えております。で

すので、役所の中のことについては、現在進行形です。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 
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  市民の民間のほうは、今コロナ禍ですのでなかなか難しいかと思うんです。でも、これをじゃ、今後もやら

んのかということではなくて、これはぜひともやらんとあかんことですし、市民の機会があれば、これ再開し

ていただいて、意識をしっかりと共有していただきたいなというのは１点、先ほど、今おっしゃっていただき

ました役所内のことについては進めるということですので、ここはぜひとも力強く推進していただければなと

いうふうに思いますので、私からも要望、お願いをしておきますので、ぜひともよろしくお願いします。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  それでは、もう質疑もないようですので、引き続き本日の振り返りを行いますので、執行部の皆様は退席を

お願いいたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ４時２０分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ４時２６分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、本日審査した範囲の振り返りを行います。 

  委員の皆様方には、午前９時から大変ご苦労さまでございました。 

  市民課までの全体の中で振り返りを行いたいと思いますので、本日決算審査をした中で取り上げたい事項に

ついて、１人ずつというより、そういう取り上げたいことがあったら意見をお願いしたいと思います。どうで

しょうか。 

  順番に行くか。全体の中で、総務課…… 

  河村委員。 

○河村 孝委員 本編の中でもお話しさせてもらったように、地域おこし協力隊の事業について、来年度以降へ

の提言書として後でまとめていただく内容にぜひ入れていただきたいなと思うのが、地域おこし協力隊の４年

目以降の扱い方、今回、答志分の五十嵐さんは、定住支援員に上手になってもらっていますけれども、まず第

１点、そこは評価したいなと思うのは、やっぱり都会から田舎へ来るに当たって、そこを都会の事情も分かっ

ている、田舎の事情も分かっている、その間に入って上手にコーディネートしてもらう役どころというのはす

ごく大事なので、そこはしっかり４年目以降につなげていただいたなというのが１点と、五十嵐さんはもう多

言語が話せるんで、そのスキルを生かした形で鳥羽市の事業に関わっていただきたいなというのが私の思いで

す。もったいないことをしているなと思うのは、それだけ多くの外国語を話せるのに、鳥羽市のインバウンド

政策に対してなかなかその辺の連携が今のところは取れていないのかなと思うんで、インバウンドのお客さん

を迎えるに当たって、その辺はこれだけの事業をするので協力してもらえやんかと、もちろん有償でちゃんと

報償費を払ってお願いをすると。そうすると、４年目以降の生活の安定にもつながるんで、鳥羽市の市単独の

事業でそういったものを、横の課の連携をしながらそういう事業を展開してほしいなと思います。 

  また、今、石鏡担当の子は、以前、大野愛子さんがいて、今、上田茉利子さん、隊員期間中ですが、海女デ
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ビューも果たしました。例えば、海の博物館なんかに、海女１月、２月、３月お休みになるんで、そのときに、

じゃ、大野さんが海の博物館へ出向いて案内すれば、より説得力があるわけですよね。それは、また担当が生

涯学習課と農水にはなるとは思うんだけれども、その辺の海女の情報発信もちゃんとインパクトがあるし、生

涯学習課の海の博物館にとってもメリットがある話。だけど、それがその鳥羽市の事業の展開に、今の地域お

こし協力隊の子らの４年目以降がちゃんとリンクしていっていないんで、せっかくいいスキルを持った子たち

がたくさん集まってきているのに、それを上手に生かし切れていない今の現状はもったいないのではないのか

なというふうに思うんで、その辺を来年度事業に向けてぜひ検討していただきたいなというのが、私の思いで

すけれども。 

○浜口一利委員長 ただいま河村委員のほうから、地域おこし協力隊の３年の縛りの終了後、すばらしい人材で

活躍していた中で、その後、もう行政の中へ生かした何か役割を持ってもらってというような、そのような話

がございましたけれども、この点については、皆さん、ご意見どうでしょうか。そういう形を要望する、提言

するというような方向でというような思いがある話だったと思うんですけれども、そのことについてどうでし

ょうか。よろしいですか。 

（「委員長」の声あり） 

○浜口一利委員長 はい。 

○坂倉広子委員 そのことについては、とてもいいことだと思います。やっぱり先ほど河村委員が言われたよう

に、大切な外から見た目の鳥羽市を見た人たちの感覚はとても大事だと思うんですね。また、生活の基盤を築

いてあげるというその方向性というのは、とても大事だと思います。 

  それで、私たちも地域おこし協力隊の方となかなか接触する機会もございませんので、できれば何か委員会

か何かでプレゼンテーションじゃないですし、先ほど高校生のＶＲとかいうふうなのを見せて、何かそういう

ふうな機会が、いわゆる接触する機会が議員もあるとよろしいかなと思います。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 議員有志の中では、鳥羽学のところで何名か鳥羽高に出向いてもらって、その授業も聞いてい

ただきましたんで、また前々から私も坂倉委員同様思っていたのは、今現在、隊員、石鏡担当の２名しかいな

いんですけれども、どこかのタイミングでふだんの活動内容とか、こういったエピソードがありました、こう

いう成果がありましたみたいなところの報告の場面をつくってもらえると、議会向けに、非常に分かりやすい

のではないのかなと思うんで、その辺も企画にお願いできればなというふうに思いますけれども。 

○浜口一利委員長 この件については、そのような提言というか、ぜひともそのような形をつくって構築してほ

しいということで異議ございませんね。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 私からも、河村委員と同じですので、お願いしたいなと思います。 

  これ４年目以降も、鳥羽に行けばしっかりと協力隊の後も、こういうふうな地域で活躍して、仕事もある程

度保障されるというふうな部分が前例としてあると、最初から来るときに３年で終わりというふうな感覚とま

た大きく違ってくると思いますので、ぜひともそういうところ、こちらからお願いをする格好やと思うんです

けれども、３年目終わって４年目以降もそういうふうに活躍していただければなと。もう地域に３年もおれば、
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委員長もご存じやと思いますけれども、地域としっかりとなじんでもらって、そういう方が新しい方々に本当

に刺激与えたり、地域に与える刺激というのは大きなものがあると思いますので、よろしくお願いしたいなと

思います。 

○浜口一利委員長 この５５ページにも、卒業後も答志島の定住支援員として、地域の文化や暮らしをブログ等

で情報発信しているほか、島の魅力を伝える体験プログラムを提供するため、独立して活動を行っていますと

いう、こう書いてはあるんですけれども、独立して活動を行っていますだけではもったいないというような、

そのあたりは強く申し込んでいくということで、そういうことでこれはぜひともまた最終で話合いもするわけ

なんですけれども、今日はその一つとして、提言の中の一つとして考えていきたいと思います。 

  他にございませんか、ほかに。 

  今日一日を振り返って。今日は質問というより結構褒めるというようなところがようけ出たわけなんですけ

れども、先ほどの市民課の…… 

  山本委員。 

○山本哲也委員 その前にちょっと戻るんですけれども、歳入のところになるんかなと思うんですけれども、今

年度こういった形の決算組んでもうていますけれども、今回コロナのあれもあって、様々影響がそういったと

ころにも出てくるんかなというところで、自主財源の確保とかという部分を改めてしっかり考えていかないと、

入湯税も一般質問でも分かったように、随分と下がっていますし、ふるさと納税のほうも影響が出てきておる

というところで、次年度以降のところの、今年度も含めてですけれども、入りに関しては大変心配が持たれま

す。 

  公債費においても、公債費の山が令和５年度までが増えていくというところもありますので、その辺の比率

ですとかというところも随分と当初想定しておったものとは変わってくるんじゃないかというところもありま

すので、その辺はいろいろと知恵を使って入りを増やす工夫というのは、これまで以上に求められるんじゃな

いかなというふうに思いますので、そのあたりは議会としても何らか考えやなあかんの違うかなというふうに

は思いますけれども、そういったところも要るんじゃないかなというふうに思いますけれども。 

○浜口一利委員長 山本委員のほうから、自主財源の確保というのは、当然これまでにもそのような意見はあっ

たわけなんですけれども、ただ単に自主財源の確保をお願いしますという形でいいのかどうかという部分もあ

ると思うんですけれども、やはりこのあたりはいろいろ考えていきましょうというぐらいのは入れるべきかと

思います。 

  今回の決算については、監査委員の話も聞かせていただいたわけなんですけれども、良好な決算だったとい

うような、皆そのような思いでいるわけなんですけれども、来年以降はなかなか厳しいような感じもするわけ

なので、自主財源の確保、一概に言ってもなかなか難しいところなんですけれども、そのあたりは協議しなが

らということで、議会と協議しながらという文言で取り込んでいただければいいかなと思うんですけれども、

どうでしょうか、そのあたり。 

  世古委員。 

○世古安秀委員 同感です。もう今回のコロナで本当に様々な市税も減収が予測されますし、入湯税はもちろん

ですけれども、一番やっぱり戸上さんの言われたふるさと納税が減るやろうということなんですけれども、も
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う一遍てこ入れという、昨年の実績ですと、１２月が一番２億何千万円か入った時期ですので、今から手を打

って、１２月にも入るようなてこ入れを打ってほしいなというふうなところで、自主財源の確保というのは、

やっぱり確実に進めていかないかんのかなというふうに思いますので、その一つの策として、ふるさと納税の

てこ入れを１２月目指して早急に、その通信を出したのは去年１回だけやというふうなところで、その辺もも

う一遍、戸上委員おっしゃられたように、言っているんですけれども、発行してでも確保してもらいたいなと

いうふうに思います。 

○浜口一利委員長 自主財源の確保をちゃんとせえということやなしに、一つの具体例として、西伊豆でも

１２億円あったのにそんな状況なので、鳥羽もできると思うので、そのあたりも踏まえて、この件については、

今日の振り返りとして上げておきたいということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  市民課の対応とか、税務課の対応については、結構皆さん方いい対応だった、なっているというようなこと

も酌み取れたわけなんですけれども、そのあたりはどうですか。 

  奥村委員。 

○奥村 敦委員 ちょっと私、監査ということもありまして、意見というのはなかなか難しいんですけれども、

委員の皆さんの意見聞かせていただいて、今年度決算は前年度決算に対してちょっと印象よかったところが、

先ほどでも出ました企画財政課のふるさと納税のところです。当然、戸上さん言われたように、通信、新たな

試みということ、それとやっぱりポータルサイトが楽天を１２月に入れてすごい伸びてきたという努力という

のは、この数字に僕は表れていると思います。そこはやっぱり評価してあげたいなと思うところがあります。 

  ただ、ここで終わってしまうといけませんので、もう一歩、今通信を確かに増やしていくということも大事

やと思いますし、やっぱりポータルサイトを増やしたという新たな試みというのは、ここで一つ、前年、前々

年と違うところがちょっと感じたところがあります。 

  あと、それと同じように、税務課のほうも、委員の皆さんからいろいろ意見出たところで、税の徴収のとこ

ろで、やっぱりスマホを導入するとか新たな試みをしたのが、元年度のところに成果として表れているところ

が、徴収の部分、この２点について、取組としては新たな取組というところで、何か上げていただければあり

がたいなと、そういうふうな感じがしました。 

  以上でございます。 

○浜口一利委員長 ふるさと納税の話も出たわけなんですけれども、税務課の徴収率アップについてのいろいろ

な取組については、議会のほうとしてもやはり努力はしてもらっているということについてを評価したいとい

う話は、当然あってしかるべきかなと思いますけれども、そのあたりも入れておいてよろしいですね。 

（「異議なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 さらに努力をお願いしますということも付け加えて、そんなんで。 

  他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 
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  あまり多く挙げてもなかなかあれやもんな。 

  今日は決算１日目ということで、振り返りも行った中で、３点ほど皆さん方に協議していただいて、提案し

ていく事業について３点決めていただきました。そのことも含めて、また最終日には、またしっかりともんだ

上で、提言にどのような形で反映するかということも含めてご協議お願いしたいと思います。 

  今日については、そういうことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、以上で１日目を終了したいと思います。 

  連休明けの次回は、連休明けの９月２３日午前９時からですので、予算決算常任委員会を再開しますので、

定刻までにご参集お願いいたします。 

  本日はこれをもちまして散会いたします。ご苦労さまでした。 

（午後 ４時４３分 散会） 

─────────────── 
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